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社会保障改革案 

 

 

社会保障改革に関する集中検討会議では、本年2月の会議発足以降、震災での

中断を挟み、本日を含め１０回、非公式な準備作業会合を含めれば１４回にわたり、

社会保障改革のあり方について精力的な議論を重ねてきた。 

 本改革案は、2 月以来前回までの会議における各委員からの意見、関係団体・マ

スコミ、関係各省・有識者からのヒアリング、5 月 12 日提出の厚生労働省改革案、

前回及び前々回会議において総理が示した事項、与党（民主党・国民新党）報告等

を総合的に勘案し、社会保障改革の具体的方向について取りまとめたものであ

る。 

 

 

Ⅰ 社会保障改革の全体像 

 

１ 社会保障改革の基本的考え方 

 

現行社会保障制度の基本的枠組みが作られた 1960 年代以降今日までの社会

経済諸情勢の大きな変化を踏まえ、国民の自立を支え、安心して生活ができる社

会基盤を整備するという社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復元と強

化を図る。 

具体的には、社会保障国民会議、安心社会実現会議以来の様々な議論の積み

重ねを尊重し、昨年 12 月の社会保障改革に関する有識者検討会報告で示された

「３つの理念」「５つの原則」を踏まえ、必要な社会保障の機能強化を確実に実施し、

同時に社会保障全体の持続可能性の確保を図るため、以下の諸点に留意しつつ、

制度全般にわたる改革を行う。 

① 自助・共助・公助の最適バランスに留意し、個人の尊厳の保持、自立・自助

を国民相互の共助・連帯の仕組みを通じて支援していくことを基本に、格差・

貧困の拡大や社会的排除を回避し、国民一人一人がその能力を最大限発揮

し、積極的に社会に参加して「居場所と出番」を持ち、社会経済を支えていくこ

とのできる制度を構築する。 
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② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の効率化を同時に行

い、真に必要な給付を確実に確保しつつ負担の最適化を図り、国民の信頼に

応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する。 

③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行  

う。 

④ 社会保障・財政・経済の相互関係に留意し、社会保障改革と財政健全化の

同時達成、社会保障改革と経済成長との好循環を実現する。 

 

 

２ 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向 

 

（１） 改革の優先順位 

 厚生労働省案に示す「社会保障制度改革の基本的方向性」（１．全世代対応

型・未来への投資、 ２．参加保障・包括的支援（全ての人が参加できる社会）、 

３．普遍主義、分権的・多元的なサービス供給体制、 ４．安心に基づく活力）を 

踏まえ、 

① 子ども・子育て支援、若者雇用対策 

② 医療・介護等のサービス改革 

③ 年金改革 

④ 制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得

者対策」  

についてまず優先的に取り組む。  

 

（２） 個別分野における具体的改革 

個別分野における具体的改革項目については、 

① 5 月 23 日及び 30 日に総理から示された「安心」３本柱、「支え合い」３本柱、

「成長」３本柱について、着実な実行を図る。 

② 負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・連帯）の枠組みの強化による

機能強化を基本とする。 

③ ①及び②を前提に、社会の分断・二極化、貧困・格差の再生産の防止の観

点から、社会保険制度において適用拡大や低所得者対策を実施するなどによ

り、セーフティネット機能の強化を図る。 
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④ 世代間のみならず、世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再分 

配機能の強化を図る観点から、給付・負担両面での見直しを行う。 

⑤ 医療・介護・保育等のサービス分野における多様な主体の参加、「新しい公

共」の創出など、成長に貢献し、地域に根ざすサービス提供体制の実現を図

る。 

といった点を基本に、必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の

効率化を同時に実施する。 

 

  個別分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目の内容及び改革の工程は、

別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」の欄 A～C に示すとおりで

あり、各改革項目の記述に当たっては、可能な限り具体的な数値目標を示すと

ともに、成長戦略に関係の深い項目についてはその旨付記した。 

 

＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 

Ⅰ 子ども・子育て 

  ○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴い、保育等の量的拡充や幼保 

一体化などの機能強化を図る。 

   ・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの

拡充、社会的養護の充実 

   ・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体

制の一元化 

Ⅱ 医療・介護等 

  ○ サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診

療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を

行う。 

   ・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実等、地域包括ケア

システムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、

施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強 

・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重

複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護予防・重度化予防 

 ○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能

の強化・給付の重点化などを図る。 
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  a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化 

   ・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営

の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化 

  b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配

慮、保険給付の重点化 

   ・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 

   ・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 

  c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化 

   ・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額

負担等の併せた検討 

  d) その他 

   ・ 総合合算制度、高齢者医療制度の見直し、低所得者対策・逆進性対策等

の検討 

・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合

の国庫補助の見直し、高齢者医療費支援金の総報酬割導入、70～74歳2

割負担 

Ⅲ 年金 

 ○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」

実現に取り組む。 

   ・ 所得比例年金(社会保険方式)、最低保障年金（税財源） 

 ○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 

   ・ 最低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し 

・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見

直し、在職老齢年金の見直し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年

金の一元化 

   ・ デフレ下のマクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限

の引上げ 

 ○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。 

Ⅳ 就労促進 

 ○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業

率の M 字カーブの解消、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会

づくり、障害者の雇用促進に取り組む。 
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 ○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。 

 ○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討

する。 

Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化 

 ・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの 

構築、生活保護の見直し（充実、重点化・効率化）、障害者施策・難病対策の検

討、震災復興における新たな安心地域モデルの提示 

 

[再掲] 貧困・格差対策 ～ 重層的なセーフティネットの構築 

 ○ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 

 ○ 社会保険制度における低所得者対策の強化 

  ・ 市町村国保・介護保険における低所得者への配慮、高度・長期医療への

対応（セーフティネット機能の強化）、総合合算制度、年金制度における最低

保障機能の強化 

 ○ 第2 のセーフティネットの構築 

  ・ 求職者支援制度の創設、複合的困難を抱える者への伴走型支援 

 ○ 生活保護の見直し 

 

（３） 社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 

社会保障・税に関わる番号制度は、主として、真に手を差し伸べるべき人に対

する社会保障を充実させ、効率的かつ適切に提供することを目的に導入を目指

すものである。その導入により、国民の負担の公正性を確保するとともに、国民

の利便性の更なる向上を図ることが可能となるほか、行政の効率化・スリム化も

可能となる。 

その導入に当たっては、制度面とシステム面の両面で十分な個人情報保護策

を講じるとともに、費用と便益を示し、国民の納得と理解を得ていく必要がある。

6 月には「社会保障･税番号大綱（仮称）」を策定し、今秋以降可能な限り早期に

国会への法案提出を目指す。 
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Ⅱ 改革後の社会保障費用の推計 

 

１ 機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）にかかる費用 

   子ども・子育て、医療・介護等及び年金の各分野ごとの充実項目、重点化・効

率化項目にかかる費用（公費）の推計は別紙１の欄 D 及び E に示すとおりであ

る。 

 

改革全体を通じて、2015 年度において 

充実による額              3.8 兆円程度 

重点化・効率化による額    ～▲1.2 兆円程度 

を一つの目途として、機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）による追加

所要額（公費）は、約2.7 兆円程度と見込まれる。 

 

2015 年段階における各分野ごとの追加所要額（公費）は、 

Ⅰ 子ども・子育て            0.7 兆円程度 

    （税制抜本改革以外の財源も含めて 1 兆円超程度の措置を今後検討） 

   Ⅱ 医療・介護等           ～1.6 兆円弱程度 

（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 

   Ⅲ 年金                ～0.6 兆円程度 

   再掲：貧困・格差対策        ～1.4 兆円程度 

（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 

 

  と見込まれる。 

 

 

２ 改革後の社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 

2015 年度における、今回の社会保障改革実施後の社会保障給付にかかる公

費（国・地方）全体の額は別紙２に示すとおり 47.4 兆円と見込まれる。 

このうち、年金・医療・介護及び子ども・子育て分野にかかる費用は 42.0 兆円

と見込まれる。 
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Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿 

 

１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 

 

（１） 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保  

民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理等、社会保障財源のあり

方に関する累次の報告や関係法律の規定を踏まえ、国民が広く受益する社会保

障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付

に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保す

る。 

   消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充

てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額の使途を「制

度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処す

るための施策に要する費用」（「社会保障四経費」、平成 21 年度税制改正法附則

104 条）に拡充する。 

 

（２） 消費税収の使途の明確化 

消費税収（国・地方）は全て国民に還元し、官の肥大化には使わない1こととし、

消費税を社会保障の目的税とすることを法律上、会計上も明確にすることを含

め、区分経理を徹底する等、消費税収（国・地方）の使途を明確化する（消費税収

の社会保障財源化）。 

さらに、将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収

（国・地方）を主たる財源として安定財源を確保することによって、社会保障制度

の一層の安定・強化につなげていく。 

     

（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 

上記（１）及び（２）の改革を進めるに当たり、国民一人一人に包括的な支援を

行うという社会保障の考え方からすれば、地域住民に身近なところでサービスを

設計し、実行する地方自治体の役割は極めて重要であり、地方による分権的な

社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。消費税収（国・地方）の具体的充

                                      
1 有識者検討会報告において引用されている「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プロ

グラム」(平成20 年12 月24 日閣議決定)参照 
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当先となる社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた消費税収（国・

地方）の配分を実現し、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保

障給付に対する安定財源の確保を図る。 

  また、地方自治体が地域の実情に応じて住民合意の下に提供するサービス

に関しては、独自に財源が確保できるよう、地方自治体の課税自主権の拡大・

発揮について検討する。 

 

（４） 消費税率の段階的引上げ 

上記（１）～（３）及び改革後の社会保障費用の推計を踏まえ、社会保障給付の

規模に見合った安定財源の確保に向け、まずは、2015 年度までに段階的に消

費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源

を確保する。 

 

 

２ 社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成 

 

未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許さ

れない。現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債、すなわち将来世代の

負担で賄われている。このような状況は、社会保障のあり方としても、危機的と

も言える国・地方の財政状況からもこれ以上放置することはできず、「現在の世

代が受ける社会保障は現在の世代で負担する」2との原則に一刻も早く立ち戻る

必要がある。  

今回の社会保障改革の目指すところは、「社会保障の機能強化」と「機能維持

―制度の持続可能性の確保」である。社会保障改革の財源確保と財政健全化は

相反する課題ではなく、両者を同時達成するしか、それぞれの目標を実現する

道はない。3 

 

このような考え方に立って、社会保障・税一体改革においては、改革後の社会

                                      
2 民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理 
3  「社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠からず機能停止

する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、社会の活力を引き出すことは

できず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現しない。」（有識者検討会報告） 
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保障給付にかかる費用を踏まえつつ、その安定財源を確保していくことを通じて、

財政健全化を同時に実現する。 

 

《2015 年度における姿》 

具体的には、まずは、2015 年度までに段階的に消費税率（国・地方）を 10％ま

で引き上げ、上記Ⅱ－１で示す「機能強化」にかかる費用、高齢化の進行等によ

り増大する費用及び基礎年金国庫負担２分の１を実現するために必要な費用

（社会保障国民会議では、この３つの経費を合計して「機能強化」として試算して

いる）、後代に付け回しをしている「機能維持」にかかる費用及び消費税率引上

げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用を賄うことにより、社会保障の安

定財源確保を図る（別紙３）。    

   これにより、2015 年度段階での財政健全化目標4の達成が見込まれ5、「社会

保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚が築かれる。 

 

 

Ⅳ 税制全体の抜本改革 

 

社会保障・税一体改革においては、所得、消費、資産にわたる税制全般の改革

を実施していく。 

 

 （注）今後、社会保障・税一体改革の成案に向け、税制調査会において、平成 22

年度・平成 23 年度税制改正大綱等に示された方針を踏まえ、残された税制抜

本改革の課題等の審議を行い、包括的な税制抜本改革の姿を示す。 

 

                                      
4  「財政運営戦略」（平成22 年6 月22 日閣議決定）において、国及び国・地方の基礎的財政収支赤字の対ＧＤＰ

比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化させた上で、2021年度以降において、

国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させることとされている。 
5  財政健全化目標の達成所要額は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月）を前提としている（年央に

改訂）。 
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Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール 

 

 社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、別紙１に示された工程

表に従い、各分野において遅滞なく順次その実施を図る。 

 税制抜本改革については、経済動向等を踏まえつつ遅滞なく消費税を含む税制

抜本改革を実施するため、平成 21 年度税制改正法附則 104 条に示された道筋に

従って平成 23 年度中に必要な法制上の措置を講じる。 

 上記のスケジュールに基づき、国民の理解と協力を得ながら社会保障と税制の

改革を一体的に進める。 

 

 

Ⅵ 経済成長との好循環の実現 

 

 成長と安心、社会保障と経済成長は車の両輪であり、持続的な経済成長がなけ

れば社会保障の財政的安定も実現できない。社会保障は需要・供給両面で経済成

長に寄与する機能を有しており、医療や介護分野での雇用創出や新たな民間サー

ビス創出のための環境整備、ＩＣＴなどのテクノロジーを活用した社会保障費用の

最適化、サービスの質の向上、医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、

ドラッグラグ・デバイスラグの早期解消、先進医療制度の運用改善、民間企業を含

めた多様な事業主体の新規参入促進、「新しい公共」の創造など、利用者・国民の

利便の向上と新たな産業分野育成の観点からの諸改革を進める。 



・ ０〜２歳児保育の量的拡充・
体制強化等（待機児童の解消）

・ 質の⾼い学校教育・保育
の実現（幼保⼀体化の実現）

・ 総合的な⼦育て⽀援（家庭や
地域における養育の⽀援）の充実

・ 放課後児童クラブの拡充

・ 社会的養護の充実

放課後児童クラブの利用児童数
2010年 81万人→2014年 111万人

３歳未満児の保育の利用率
2010年 23％→2014年 35%(2017年 44％)

新システム具体案を
早期にとりまとめ

税制抜本改⾰ととも
に法案提出

○ ⼥性の就業率の向上 ☆
○ 保育等の従業者の増加 ☆

社会保障改⾰の具体策、⼯程及び費⽤試算社会保障改⾰の具体策、⼯程及び費⽤試算

1

Ⅰ

⼦
ど
も
・
⼦
育
て

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）

０．７兆円程度⼦ども
⼦育て
計

０．７兆円程度 １兆円超程度
－

「☆」成⻑戦略に特に関係が深い項⽬

０．７兆円程度 １兆円超程度

※ 税制抜本改革
以外の財源も
含めて
１兆円超程度
の措置を
今後検討

※ 左記の措置に
係る所要額に
ついては、
新システムの
検討において
今後検討

※ 税制抜本改革以外の財源も含めて
１兆円超程度の措置を今後検討

※ 税制抜本改革以外の
財源も含めて１兆円
超程度の措置を今後
検討

※ 左記の措置に係る
所要額については、
新システムの検討
において今後検討

・ 指定制の導⼊による保育等への
多様な事業主体の参⼊促進 ☆
質を確保するための基準と併せて
質の改善を図る

・ 幼稚園などの既存施設の有効活⽤
や、⼩規模保育、家庭的保育などの
多様な保育の推進

・ 国及び地⽅における実施体制の
⼀元化

（「⼦ども家庭省（仮称）」の創設等）

女性（25～44歳）の就業率
2009年 66％ → 2020年 73％

・ 制度・財源・給付について
包括的・⼀元的な制度を構築

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））

重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））

所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E

○ ⼦ども・⼦育て新システムの制度実施に伴う保育等の量的拡充、
幼保⼀体化などの機能強化

別紙１



・ 病院・病床機能の分化・強化と連携
（急性期医療への医療資源の集中投⼊、
亜急性期・慢性期医療の機能強化等
による⼊院医療の機能強化、精神保健
医療の改⾰、医師の偏在是正等）

・ 在宅医療の充実等（診療所等における
総合的な診療や在宅療養⽀援機能の
強化・評価、訪問看護等の計画的整備等）

・ 平均在院⽇数の減少等
（▲4,300億円程度）

・ 外来受診の適正化等（⽣活習慣病予防、
医療連携、ＩＣＴ、番号、保険者機能
の強化等）（▲1,200億円程度）

・ ＩＣＴの活⽤による重複受診・重複
検査、過剰な薬剤投与等の削減

・ 地域包括ケアシステムの構築等在宅介護
の充実、ケアマネジメントの機能強化、
居住系サービスの充実 等
・ 施設のユニット化

・ 介護予防・重度化予防
・ 介護施設の重点化（在宅への移⾏）

（▲1,800億円程度）

・ 上記の重点化に伴うマンパワー増強 ☆

○ 医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化
〜診療報酬・介護報酬の体系的⾒直しと基盤整備のための⼀括的な法整備〜

〜０．６兆円
程度

〜２．３兆円
程度

０．４兆円程度 １．３兆円程度

△０．１兆円程度 △０．６兆円程度

０．１兆円程度 １．２兆円程度

０．２兆円程度 ０．４兆円程度

高度急性期の職員等：2025年に現行
ベースより２倍増

一般急性期の職員等：2025年に現行
ベースより６割程度増

在宅医療等：2011年 17万人/日
→ 2025年 29万人/日

外来患者数：2025年に現行ベース
より５％程度減少

GH、小規模多機能：2011年 21万人/日
→ 2025年 77万人/日

居住系・在宅介護：2011年 335万人/日
→ 2025年 510万人/日

要介護認定者数：2025年に現行
ベースより３％程度減少

医療介護従事者：2011年 462万人
→ 2025年 704～739万人

（1.6倍程度）

2

Ⅱ

医
療
・
介
護
等

①

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）〜１．４兆円程度 〜０．７兆円程度

（2,400億円程度）

医療・
介護①
⼩計

・2012年以降、診療
報酬・介護報酬の
体系的⾒直し

・基盤整備のための
⼀括的な法整備：
2012年⽬途に
法案提出

・2025年頃までに
医療・介護サービス
のあるべき姿を実現

（上記の機能分化等が全て実現する場合の試算）

（8,700億円程度）

（2,500億円程度）

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））

重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））

所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E

○平均在院日数：2011年 19～20日程度
→ 2025年 高度急性期：15～16日程度

一般急性期： ９日程度
○病床数：概ね現状水準
○精神医療：2025年に在院日数１割程

度減少



ｃ ⾼度・⻑期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ ⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し
（⻑期⾼額医療への対応、所得区分の
⾒直しによる負担軽減等）による負担
軽減（〜1,300億円程度）
※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動

ｄその他
・ 総合合算制度（番号制度等の情報連携
基盤の導⼊が前提）
・ ⾼齢者医療制度の⾒直し（⾼齢者医療
制度改⾰会議のとりまとめ等を踏まえ、
⾼齢世代・若年世代にとって公平で納得
のいく負担の仕組み）
・ 低所得者対策・逆進性対策等の検討

○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の
強化・給付の重点化、逆進性対策

・ 受診時定額負担等（⾼額療養費の⾒直し
による負担軽減の規模に応じて実施。
例えば、初診・再診時100円の場合、
▲1,300億円）

〜１兆円弱
程度 －

－

－

総合合算制度
〜０．４兆円程度

・ 介護納付⾦の総報酬割導⼊
（完全実施すれば▲1,600億円）

・ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に
効果のある給付への重点化

税制抜本改⾰ととも
に、2012年以降速
やかに法案提出

順次実施

総合合算制度：
2015年の番号制度
以降導⼊

・ 後発医薬品の更なる使⽤促進、医薬品
の患者負担の⾒直し（医薬品に対する
患者負担を、市販医薬品の価格⽔準も
考慮して⾒直す）
・ 国保組合の国庫補助の⾒直し
・ ⾼齢者医療費の⽀援⾦の総報酬割導⼊
・ 70〜74歳２割負担

Ⅱ

医
療
・
介
護
等

②

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）

１兆円程度
（改⾰の内容により変動）

（＝完全実施の場合▲1,600億円）

3

〜０．５兆円程度
（改⾰の内容により変動）

医療・
介護②
⼩計

医療・
介護計

〜１．６兆円弱
程度

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）

〜２．４兆円程度
（改⾰の内容により変動）

〜１．２兆円程度
（改⾰の内容により変動）

〜２．３兆円
程度

〜０．３兆円程度
･･･被⽤者保険の

適⽤拡⼤、
総報酬割と
併せて検討

〜０．１兆円程度
･･･受診時定額

負担等と
併せて検討

ａ 被⽤者保険の適⽤拡⼤と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・ 短時間労働者に対する被⽤者保険の適⽤拡⼤

・ 市町村国保の財政運営の都道府県単位化
と併せ財政基盤を強化
（低所得者保険料軽減の拡充等

（〜2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動

ｂ 介護保険の費⽤負担の能⼒に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化
・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化
（〜1,300億円）

※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））

重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））

所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E

例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人



〜０．６兆円
程度

〜０．７兆円
程度

【現⾏制度の改善】
○ 最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年⾦への加算
・ 受給資格期間の短縮

※ 低所得者・障害基礎年金への加算について
は、加算対象者・加算水準・資産調査の有無
等によって財政規模が変動

※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)
の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢
基礎年金の平均額5.4万円の差）を加算する
等の前提

○ ⾼所得者の年⾦給付の⾒直し
低所得者への加算と併せて検討
なお、公的年⾦等控除を縮減すること
によって対応することについても併せ
て検討

※ 高所得者の年金給付の見直しについては、

減額対象者によって財政規模が変動

※ 仮に、年収1,000万円以上から減額開始
（1,500万円以上は公費負担分を全額減額）
とすると▲450億円程度公費縮小

0.6兆円
程度

国⺠的な合意に向け
た議論や環境整備を
進め、実現に取り組
む

税制抜本改⾰ととも
に、2012年以降
速やかに法案提出

順次実施

4

Ⅲ

年
⾦

（注２）

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））

重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））

所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E

【新しい年⾦制度の創設】
「所得⽐例年⾦」と「最低保障年⾦」の
組み合わせからなる⼀つの公的年⾦制度
にすべての⼈が加⼊する

○ 所得⽐例年⾦（社会保険⽅式）
・ 職種を問わず全ての⼈が同じ制度に加⼊
し、所得が同じなら同じ保険料、同じ給付
・ 保険料は15％程度(⽼齢年⾦に係る部分)
・ 納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の
利回りを付し、その合計額を年⾦⽀給開始
時の平均余命などで割って、毎年の年⾦額
を算出

○ 最低保障年⾦（税財源）
・ 最低保障年⾦の満額は7万円（現在価額）
・ ⽣涯平均年収ベース（＝保険料納付額）で
⼀定の収⼊レベルまで全額を給付し、それ
を超えた点より徐々に減額を⾏い、ある
収⼊レベルで給付額をゼロとする
・ 全ての受給者が、所得⽐例年⾦と最低保障
年⾦の合算で、概ね７万円以上の年⾦を
受給できる制度とする



● 短時間労働者に対する厚⽣年⾦の
適⽤拡⼤

● 第３号被保険者制度の⾒直し
・ 新しい年⾦制度の⽅向性（⼆分⼆乗）
を踏まえつつ、不公平感を解消する
ための⽅策について検討

● 在職⽼齢年⾦の⾒直し
・６０歳代前半の者に係る調整限度額を、
６０歳代後半の者と同じとすることを
検討

● 産休期間中の保険料負担免除

● 被⽤者年⾦の⼀元化

【業務運営の効率化】
業務運営及びシステムの改善

○ デフレ下のマクロ経済スライド
・仮に、特例⽔準を3年間で解消すると、年
⾦額が▲2.5％削減され、毎年0.1兆円程度
公費縮⼩
・その後、仮にデフレである年にも▲0.9％
のマクロ経済スライドをすると、毎年
0.1兆円程度の公費縮⼩
※ デフレでない年のマクロ経済スライドの

発動による給付抑制は、現行制度で織り込
み済み

○ ⽀給開始年齢引上げ
・ 先進諸国（欧⽶）の平均寿命・受給開始
年齢を ⼗分参考にし、⾼齢者雇⽤の確保
を図りつつ、 68〜70歳へのさらなる引上
げを視野に検討

・ 厚⽣年⾦の⽀給開始年齢引上げスケジュー
ルの前倒しを検討

・ 基礎年⾦の⽀給開始年齢を引き上げる場合、
１歳引き上げる毎に、引上げ年において
0.5兆円程度公費縮⼩

● 標準報酬上限の引上げ
・ 健康保険制度を参考に⾒直しを検討

例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人

（●は公費への影響なし）

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）

Ⅲ

年
⾦

（注２）

０．６兆円程度
（改⾰の内容により変動）

年⾦
計

〜０．６兆円
程度

〜０．７兆円
程度

影響額は改⾰の
内容により変動

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））

重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））

所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E

5

2015年度の上記の所要額（公費）合計 ＝ 約２．７兆円程度
（充実3.8兆円程度、重点化・効率化〜▲1.2兆円程度を⼀つの⽬途）

2012年以降速やかに
法案提出

順次実施

※ 今後、｢現行制度の
改善」全体について、
検討の場とスケジュール
を明確化した上で、
法案提出に向けて検討



○サービス基盤の整備
・あるべき医療・介護サービス提供体制の実現、こども園・保育サービス・放課後
児童クラブ等のサービス⽬標達成に必要な基盤整備

○医療イノベーションの推進 ☆
・国際⽔準の臨床研究中核病院等の創設
・⽇本発のシーズを実⽤化につなげるための実務的な相談⽀援
・独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の体制強化
・保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーションの評価等
のさらなる検討

○第２のセーフティネットの構築
・求職者⽀援制度の創設
・求職者⽀援制度をはじめとした第２のセーフティネット施策の切れ⽬ない連携
・⽣活保護受給者等に対する就労⽀援
・複合的困難を抱える者への伴⾛型⽀援
・住宅⽀援の仕組みの検討
○⽣活保護の⾒直し
・稼得能⼒を有する⽣活保護受給者向け⾃⽴・就労⽀援メニューの充実と⽀援強化
・⼦どもの貧困連鎖の防⽌
・不正受給対策の徹底
・客観的データに基づく⽣活保護基準の検討
○障害者施策
・障がい者制度改⾰推進本部において、制度の⾕間のない⽀援の提供、
障害者の地域移⾏や地域⽣活の⽀援について検討

○難病対策
・⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し（再掲）など難病医療費の⽀援のあり⽅の検討
○震災復興
・新たな安⼼地域モデルの提⽰

○計画的・集中的基盤整備

○臨床研究中核病院等：2011年度から３年間で１５か所程度創設
○臨床研究中核病院等に対し、継続的に研究費を重点配分
○ＰＭＤＡの審査体制等の強化：2013年度末までに常勤数を
751名に増員（2011年4⽉1⽇現在648名）。引き続き、
合理化・効率化を図りつつ、さらなる強化策を検討

○先進医療制度の申請・審査⼿続きの効率化：2011年度からの
実施に向け検討

○求職者⽀援制度：2011年度創設
○引き続き総合的に推進
○事業の継続実施
○ワンストップ・伴⾛型の市町村主導の専任機関の設置
(順次設置)

○関連制度の改⾰と併せ検討
○⽣活保護基準：基準部会（2011年４⽉開始）において、

2012年末までに検証を実施
○⽣保基準以外：国と地⽅の協議の開催（2011年5⽉開始）

→必要に応じて法案提出

○障がい者制度改⾰推進本部の検討を踏まえ、障害者総合福祉法
（仮称）の2012年法案提出

○引き続き制度横断的に検討

○震災復興の検討の中で対応

⼯程

6

プログラム参加者数及び就労・増収者の増加

(注１)費⽤試算は、厚⽣労働省の「社会保障制度改⾰の⽅向性と具体策」(平成23年５⽉12⽇)及びその関連の医療・介護に係る推計等の他、社会保障改⾰に関する集中検討会議での提案も盛り込んで機械的に試算したもの。
(注２)基礎年⾦国庫負担２分の１財源については、税制抜本改⾰により措置する。税制抜本改⾰実施までの各年度分の繰⼊れも適切に⾏われるよう、必要な措置を講じる。
(注３)雇⽤保険法：雇⽤保険の国庫負担については、引き続き検討を⾏い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃⽌する。

求職者⽀援法：法施⾏後３年を⽬途とした特定求職者の就職に関する⽀援施策の在り⽅についての検討を⾏うに当たっては、その⽀援施策に関する費⽤負担の在り⽅について速やかに検討する。

Ⅰ
〜
Ⅳ
以
外
の
充
実
、
重
点
化
・
効
率
化
項
⽬

Ⅳ

就
労
促
進

○全員参加型社会の実現 ☆
・ジョブ・カードの活⽤等による若者の
安定的雇⽤の確保

・⼥性の就業率のM字カーブの解消
・超⾼齢社会に適合した雇⽤法制の検討など
年齢にかかわりなく働き続けることが
できる社会づくり

・福祉から就労への移⾏等による障害者の
雇⽤促進

○ディーセント・ワーク（働きがいのある⼈間らしい仕事）の実現
・⾮正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの策定
・有期契約労働者の雇⽤の安定や処遇の改善に向けた法制度の整備の検討
・⻑時間労働抑制やメンタルヘルス対策による労働者の健康・安全の確保
○雇⽤保険・求職者⽀援制度の財源の検討

・就業率
2009年 75％ → 2020年 80％

（若者： 74％ → 77％ ）
（女性（25～44歳）：

66％ → 73％ ）
（高齢者：57％ → 63％ ）

・ジョブ・カード取得者 300万人 (2020年)
・障害者の実雇用率 1.8％ (2020年)

○就労促進策の継続的推進

○総合的ビジョン：2011年に策定
○法制度整備：2011年度 労働政策審議会で結論、所要の⾒直し
措置

○労働安全衛⽣法改正法案について、早期国会提出に向け検討
○雇⽤保険法、求職者⽀援法の規定（注３）を踏まえ検討

充実、重点化・効率化



総合合算制度
〜０．４兆円程度

１．社会保険の適⽤拡⼤
a 短時間労働者に対する厚⽣年⾦の適⽤拡⼤
b 被⽤者保険の適⽤拡⼤と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・ 短時間労働者に対する被⽤者保険の適⽤拡⼤（完全実施の場合△1,600億円）

２．社会保険制度における低所得者対策の強化
a 市町村国保の財政運営の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化
（低所得者保険料軽減の拡充等（〜2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動

b 介護保険の費⽤負担の能⼒に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化
・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化（〜1,300億円）
※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動

c ⾼度・⻑期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ ⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し（⻑期⾼額医療への対応、所得区別の⾒直しによる負担軽減等）による
負担軽減（〜1,300億円程度）

※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動

d 総合合算制度（番号制度等の情報連携基盤の導⼊が前提）
e 年⾦制度の最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年⾦への加算
・ 受給資格期間の短縮
※ 低所得者・障害基礎年金への加算については、加算対象者・加算水準・資産調査の有無等によって財政規

模が変動
※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢基礎年金の平均額
5.4万円の差）を加算する等の前提

３．第２のセーフティネットの構築
a 求職者⽀援制度の創設（費⽤負担の在り⽅の検討を含む）
b 複合的困難を抱える者への伴⾛型⽀援
c ⽣活保護受給者等に対する就労⽀援
d 住宅⽀援の仕組みの検討

４．最後のセーフティネットである⽣活保護の⾒直し（充実、重点化・効率化）
・ 稼得能⼒を有する⽣活保護受給者向け⾃⽴・就労⽀援メニューの充実と⽀援強化
・ ⼦どもの貧困連鎖の防⽌
・ 不正受給対策の徹底
・ 客観的データに基づく⽣活保護基準の検討

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））A D

︵
再
掲
︶
貧
困
・
格
差
対
策

〜
重
層
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
〜

（0.6兆円程度）

〜０．３兆円程度
･･･被⽤者保険の適⽤拡⼤、総報酬割

と併せて検討

〜０．１兆円程度
･･･受診時定額負担等と併せて検討

〜１．４兆円程度 7

〜０．６兆円程度
･･･⾼所得者の年⾦給付の⾒直し

と併せて検討



給付費 計121.9兆円

社会保障に係る国・地方公費 計47.4兆円

 基礎年金
 高齢者医療
 介護保険

年 金 ・ 医 療 ・ 介 護

 高齢者以外の医療給付に係る費用 等

子 ど も ・ 子 育 て

 保育サービス
 現金給付 等

※ 消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額を「制度として確立された年金、
医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（「社会保障４経費」、平成21年度税制改正法附則104条）に拡充。本経費は2011年度予算
ベースでは32.0兆円。

※ 給付費には、別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」における「Ⅱ 医療・介護等② 「保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強
化・給付の重点化、逆進性対策」」（所要額（公費） ～1兆円弱程度）及び「Ⅲ 年金」（所要額（公費） ～0.6兆円程度）にかかる費用は含まれていない。

年金・医療・介護・子ども・子育て 計42.0兆円

（高齢者三経費）

改革後の社会保障給付の全体像（2015年度ベース）

【改革案】

重点化・効率化対策

 雇用保険、求職者支援

 若年者就労促進等

 提供体制の機能強化

 保険制度の機能強化

医療・介護

 国庫負担２分の１

 最低保障機能強化

年金

 こども園、保育サービス等の量的拡大

 保育の質の改善

子ども・子育て

 医療介護サービスの効率化
（在院日数の減少等）

 保険給付の重点化 等

 住宅支援、伴走型支援

 医療イノベーション

【改革後】

別紙２



社会保障給付費（※） 2011年度（予算ベース） 107.8兆円 （対ＧＤＰ比 22.3%）

※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。

保険料 59.6兆円（60%） 税 39.4兆円（40%）

うち被保険者拠出
31.8兆円（32%）

うち事業主拠出
27.8兆円（28%）

うち国
29.3兆円（30%）

うち地方
10.1兆円
（10%）

国（一般会計） 社会保障関係費等
※2011年度予算

社会保障関係費 28.7兆円（一般歳出の53.1%を占める）

積
立
金
の
運
用
収
入
等

各制度における
保険料負担

都道府県
市町村

（一般財源）

年金 53.6兆円（50%）

《対ＧＤＰ比 11.1%》

医療 33.6兆円（31%）

《対ＧＤＰ比 6.9%》

【負担】

社会保障の給付と負担の現状（2011年度予算ベース）

【給付】 社会保障給付費

福祉その他
20.6兆円（19%）
《対ＧＤＰ比 4.3%》

うち介護7.9兆円（7%）
《対ＧＤＰ比 1.6%》



平成21年度税制改正法附則104条

「消費課税については、その負担が確実
に国民に還元されることを明らかにする
観点から、消費税の全額が制度として確
立された年金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化に対処するための施
策に要する費用に充てられることが予算
及び決算において明確化されることを前
提に、消費税の税率を検討する」

国 分

7.2兆円

高齢者３経費
（国分）

17.2兆円

消費税収
（国・地方）
12.8兆円

社会保障の安定財源確保の基本的枠組み

10.0兆円

地 方 分

5.6兆円

予算総則上、消費税の収入（国分）は高齢者3経費（基礎年金、
高齢者医療、介護保険）に充てることとされている。

充当
⇒「高齢者３経費」を基本としつつ、今後は、
その全額の使途を「制度として確立された
年金、医療及び介護の社会保障給付並び
に少子化に対処するための施策に要する
費用」に拡充することが、消費税率の検討
の前提。

（注） 計数は2011年度（当初予算ベース）。

別紙３
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（注１） 消費税収（国・地方）を充当する社会保障給付の具体的範囲（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。当該範囲における社会保障給付にお
ける国・地方の役割分担に応じ、消費税収を国・地方に配分。

（注２） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費
用」（平成21年度税制改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。

（注３） 2015年度の消費税収は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年１月）に基づく推計（年央に改訂）。

うち
高齢者３経費

22.1兆円

32.0兆円

消費税収
（国・地方）
12.8兆円

37.0兆円

社会保障給付と消費税収（国・地方）の対応関係

（２０１１年度）

消費税収
（国・地方）
13.5兆円

9.3兆円
（４％相当）

12.8兆円
（５％弱相当）

うち
高齢者３経費

26.3兆円

社会保障4経費
（国・地方）

（２０１５年度）

現状ベース 改革後ベース

消費税収
（国・地方）

うち
高齢者３経費 ５％

制度改革に伴う増及び
消費税引上げに伴う社
会保障支出の増社会保障4経費

（国・地方）

社会保障4経費
（国・地方）

現行５%

2



社会保障改革の安定財源の確保

機能強化 ３％相当

・制度改革に伴う増 １％相当
・高齢化等に伴う増 １％相当
・年金2分の1（安定財源） １％相当

機能維持 １％相当

消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増 １％相当

5％相当の
安定財源の

確保
※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源

消費税収
（国・地方）

うち
高齢者３経費

社会保障4経費
（国・地方）

（2015年度）

改革後ベース

５％

５％

（注２） 高齢化等に伴う増は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸びを超える増加のことである。

（注１） 消費税引上げに伴う社会保障支出等の増には、消費税を引き上げた場合に増加する国・地方の物資調達にかかる支出も含まれる。所要額は、財務省推計（ 2011年5月時点）であり、
今後各年度の予算編成過程において精査が必要。

（注３） 機能強化の額は、厚労省による推計（2011年5月時点）。機能強化の具体的な内容は、別紙１のとおり。

制度改革に伴う
増及び消費税引
上げに伴う社会
保障支出の増

3



（注２）消費税収（国・地方）を充当する社会保障給付の具体的範囲（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。当該範囲における社会保障給付における国・地方の役割分担
に応じ、消費税収を国・地方に配分。

機能強化 3％相当

・制度改革に伴う増
・高齢化等に伴う増
・年金2分の1（安定財源）

うち高齢者３経費

基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費

（国・地方）

税収・税外収入
（国・地方）

社会保障給付費
公費負担
（国・地方）

消費税収
（国・地方）

年金２分の１（臨時財源）

消費税収
（国・地方）

機能維持 1 ％相当

制度改革に伴う増 １％相当ＰＢ赤字
（国・地方）

うち高齢者３経費

消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増

基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費

(国・地方)

税収・税外収入
（国・地方）

ＰＢ赤字（国・地方）（対GDP比）改善
＝財政健全化目標との整合性社会保障給付費

公費負担
（国・地方）

（2015年度） （2015年度）

社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成

その他歳出に係る
ＰＢ赤字

消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増

1 ％相当

高齢化等に伴う増 １％相当

内
閣
府
試
算
（23
年
1
月
）
か

ら
の
Ｐ
Ｂ
改
善
（国
・地
方
）

制度改革に伴う増 １％相当

改
革
に
伴
う
新
規
歳
出
増
に

見
合
っ
た
安
定
財
源
の
確
保

２％

３％

年金2分の1 １％相当

１％相当

現状ベース 改革後ベース

※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源

2011年度から
の自然増

高齢化等に伴う増 １％相当

その他歳出に係る
ＰＢ赤字

（注１） 「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標において、国・地方及び国の基礎的財政収支赤字の対GDP比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、
2020年度までに黒字化することとされている。内閣府試算（平成23年1月）の2015年度の試算結果からは、消費税率換算で約3％のPB（国・地方）の改善が必要。

（注３）改革後ベースにおける「高齢化等に伴う増」は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸び（「機能維持」に含まれる）を超える増加のことである。
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消費税収（国･地方）の社会保障財源化・区分経理のイメージ （参考）

歳 出 歳 入

＜ 現状のイメージ ＞

歳 出 歳 入

＜ 将来のイメージ＞

社会保障給付
公費負担
（国・地方）

基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
（
国
・
地
方
）

社会保障給付
公費負担
（国・地方）

PB赤字
（国・地方）

その他の歳出

消費税収
（国・地方）

その他の
税収等

その他の歳出

税収等

その他の税収の確保
や歳出削減によりPB
赤字（国・地方）解消

消費税収
（国）

将来的には、社会保障
給付にかかる公費全体
について、消費税収
（国・地方）を主たる財
源として安定財源を確
保することによって、社
会保障制度の一層の安
定・強化につなげていく。
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（参考推計）社会保障に係る費用の将来推計について①

今回提出した「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、今後の社会保障改革の
議論に資するために社会保障に係る給付費等の将来推計を参考として行った。

本推計の前提・結果は以下のとおりであるが、上記費用試算を踏まえ、社会保障に必要な充実
と重点化・効率化の効果も含め、制度の全体像を示すため、取り急ぎ一定の前提・仮定をおいて
行ったものであり、推計結果等については一定の幅を持ってみる必要がある。

なお、本推計については、今後様々な立場から議論が行われ、検証されていくことが望ましい。こ
のため、今回の推計に用いたデータ、仮定数値については社会保障改革ホームページにおいて全
て公開することとしている。

１．本推計の位置付け

２．推計の内容

集中検討会議の議論を踏まえ、今後の社会保障改革の議論に資するため2015、2020、2025年
度の社会保障の給付費、公費負担、保険料負担及びそれらの日本のマクロ経済規模に対する比
率を示す指標であるＧＤＰ比の推計を行う。

３．推計の前提等

・人口前提
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」出生高位（死

亡中位推計）

（注）年金については平成21年財政検証結果（基本ケース）を基に推計しているため、出生中位推計を用いている。なお、2025年度までの被保
険者、受給者は推計開始時点ですでに出生している者が大宗を占めるため、出生の前提は年金の推計結果にはほとんど影響を与えない。

参考資料１－１
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社会保障に係る費用の将来推計について②

（留意点）
工程表で掲げられている充実、重点化・効率化についての項目のうち、「Ⅱ 医療・介護等②「保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制

度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対策」 および「Ⅲ 年金」については
・具体的な仕組みについて、今後、詳細な制度設計をすることが必要
・給付費に反映されない事項が含まれている

ことから本試算には反映していない。

・公的年金 平成21年財政検証結果（基本ケース）等を基に推計
・医療、介護 社会保障国民会議試算と同様の手法により推計
・子ども・子育て 「子ども・子育て新システム検討会議」（内閣府）における試算を基に推計
・上記以外 GDPに対する給付規模が将来にわたって変わらないことを基本として機械的に推計
（なお、短期的には近年の予算等の動向も踏まえつつ推計を行っている。）

・経済前提
2023年度までの経済前提については、内閣府「経済財政の中長期試算（平成23年1月21日）」

慎重シナリオに準拠するものとする。上記試算の推計期間を越える2024年度以降は2023年度
と同じとした。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023～

経済成長率(%) 1.0 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 1.8 1.8 2.0 1.8 1.7 1.8 1.7

賃金上昇率(%) 0.4 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.7 2.9 3.1 2.8 2.4 2.6 2.5

物価上昇率(%) 0.0 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

【参考】試算の前提となったマクロ経済の姿（内閣府「経済財政の中長期試算（平成23年1月21日）」）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

名目GDP(兆円) 483.8 490.3 496.8 504.2 510.9 518.5 527.7 537.4 548.0 558.1 567.4 577.4 587.3

実質成長率(%) 1.5 1.8 1.5 1.4 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0 1.1 1.1

名目長期金利(%) 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.3 3.5 3.7

・推計方法について（推計の考え方）
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社会保障に係る費用の将来推計について③

○給付費に関する見通し
給付費は2011年度の１０８．１兆円（GDP比２２．３%）から2025年度の１５１．０兆円

（GDP比２４．９%）へ増加。

2011年度
《483.8兆円》

2015年度
《510.9兆円》

2020年度
《558.1兆円》

2025年度
《607.4兆円》

（兆円）

年金

医療

介護

子ども子育て

その他

108.1兆円
（22.3%）

121.9兆円
（23.9%）

135.5兆円
（24.3%）

151.0兆円
（24.9%）

注１：「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。
（ただし、「Ⅱ 医療介護等 ②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対策」
および 「Ⅲ 年金」の効果は、反映していない。）

注２：医療介護について充実と重点化・効率化を行わず、現状を投影した場合の給付費は、120.7兆円（2015年）、132.7兆円（2020年）、146.8兆円（2025年）
である。さらに、子ども・子育てに係る機能強化を考慮しない場合の給付費は、 119.9兆円（2015年）、131.7兆円（2020年）、145.8兆円（2025年）である。

注３：上図の子ども・子育ては、新システム制度の実施等を前提に、保育所、幼稚園、延長保育、地域子育て支援拠点、一時預かり、子ども手当、
育児休業給付、出産手当金、社会的養護、妊婦健診を含めた計数である。

注４：（ ）内は対GDP比である。《 》内はGDP額である。
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社会保障に係る費用の将来推計について④

2011(平成23) 2015(平成27) 2020(平成32) 2025(平成37)
兆円 （GDP比） 兆円 （GDP比） 兆円 （GDP比） 兆円 （GDP比）

給付費 108.1 22.3 121.9 23.9 135.5 24.3 151.0 24.9

(120.7) (23.6) (132.7) (23.8) (146.8) (24.2)

年金 53.6 11.1 58.2 11.4 59.2 10.6 61.9 10.2

医療 33.6 6.9 38.9 7.6 46.3 8.3 53.3 8.8

(38.5) (7.5) (45.5) (8.1) (52.6) (8.7)

介護 7.9 1.6 10.6 2.1 14.8 2.7 19.7 3.3

(9.8) (1.9) (12.9) (2.3) (16.2) (2.7)

子ども子育て 5.2 1.1 6.0 1.2 6.4 1.1 6.5 1.1

その他 7.9 1.6 8.2 1.6 8.9 1.6 9.6 1.6

負担額 99.6 20.6 114.4 22.4 132.4 23.7 150.4 24.8

(113.2) (22.2) (129.6) (23.2) (146.2) (24.1)

年金 45.1 9.3 50.7 9.9 56.1 10.1 61.3 10.1

医療 33.6 6.9 38.9 7.6 46.3 8.3 53.3 8.8

(38.5) (7.5) (45.5) (8.1) (52.6) (8.7)

介護 7.9 1.6 10.6 2.1 14.8 2.7 19.7 3.3

(9.8) (1.9) (12.9) (2.3) (16.2) (2.7)

子ども子育て 5.2 1.1 6.0 1.2 6.4 1.1 6.5 1.1

その他 7.9 1.6 8.2 1.6 8.9 1.6 9.6 1.6

（参考）ＧＤＰ 483.8 510.9 558.1 607.4

○給付費と負担額の見通し

注１：「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。
（ただし、「Ⅱ 医療介護等 ②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対
策」および 「Ⅲ 年金」の効果は、反映していない。）

注２：（ ）内は医療介護について充実と重点化・効率化を行わず、現状を投影した場合の給付費等である。
注３：上図の子ども・子育ては、新システム制度の実施等を前提に、保育所、幼稚園、延長保育、地域子育て支援拠点、一時預かり、子ども手当、

育児休業給付、出産手当金、社会的養護、妊婦健診を含めた計数である。
注４：医療の負担には補正予算対応分0.3兆円（2011年）、0.3兆円（2015年）、0.4兆円（2020年）、0.5兆円（2025年）が含まれている。
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社会保障に係る費用の将来推計について⑤

2011(平成23) 2015(平成27) 2020(平成32) 2025(平成37)
兆円 （GDP比） 兆円 （GDP比） 兆円 （GDP比） 兆円 （GDP比）

負担額 99.6 20.6 114.4 22.4 132.4 23.7 150.4 24.8

(113.2) (22.2) (129.6) (23.2) (146.2) (24.1)

年金 45.1 9.3 50.7 9.9 56.1 10.1 61.3 10.1

医療 33.6 6.9 38.9 7.6 46.3 8.3 53.3 8.8

(38.5) (7.5) (45.5) (8.1) (52.6) (8.7)

介護 7.9 1.6 10.6 2.1 14.8 2.7 19.7 3.3

(9.8) (1.9) (12.9) (2.3) (16.2) (2.7)

子ども子育て 5.2 1.1 6.0 1.2 6.4 1.1 6.5 1.1

その他 7.9 1.6 8.2 1.6 8.9 1.6 9.6 1.6

保険料負担 59.6 12.3 67.9 13.3 79.0 14.2 89.1 14.7

(67.3) (13.2) (77.7) (13.9) (87.2) (14.4)

年金 32.9 6.8 37.1 7.3 42.7 7.7 47.2 7.8

医療 19.3 4.0 21.9 4.3 25.2 4.5 28.3 4.7

(21.6) (4.2) (24.7) (4.4) (27.9) (4.6)

介護 3.4 0.7 4.6 0.9 6.5 1.2 8.7 1.4

(4.3) (0.8) (5.6) (1.0) (7.1) (1.2)

子ども子育て 0.9 0.2 0.9 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2

その他 3.2 0.7 3.4 0.7 3.7 0.7 4.0 0.7

公費負担 40.0 8.3 46.5 9.1 53.4 9.6 61.3 10.1

(45.8) (9.0) (51.9) (9.3) (58.9) (9.7)

年金 12.3 2.5 13.5 2.6 13.4 2.4 14.1 2.3

医療 14.3 3.0 17.0 3.3 21.1 3.8 25.0 4.1

(16.8) (3.3) (20.7) (3.7) (24.7) (4.1)

介護 4.5 0.9 6.0 1.2 8.3 1.5 11.1 1.8

(5.6) (1.1) (7.2) (1.3) (9.1) (1.5)

子ども子育て 4.3 0.9 5.1 1.0 5.4 1.0 5.5 0.9

その他 4.6 1.0 4.8 0.9 5.2 0.9 5.6 0.9

（参考）ＧＤＰ 483.8 510.9 558.1 607.4

○負担額の内訳の見通し

注１：「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。
（ただし、「Ⅱ 医療介護等 ②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対
策」および 「Ⅲ 年金」の効果は、反映していない。）

注２：（ ）内は医療介護について充実と重点化・効率化を行わず、現状を投影した場合の給付費等である。
注３：上図の子ども・子育ては、新システム制度の実施等を前提に、保育所、幼稚園、延長保育、地域子育て支援拠点、一時預かり、子ども手当、

育児休業給付、出産手当金、社会的養護、妊婦健診を含めた計数である。
注４：医療の負担には補正予算対応分0.3兆円（2011年）、0.3兆円（2015年）、0.4兆円（2020年）、0.5兆円（2025年）が含まれている。
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現在の

子ども子育て

対策

５．２兆円

程度

＜2011年＞

６．５兆円

程度

＜2025年＞＜2015年＞

６．０兆円

程度

公費

４．３兆円

程度

公費

５．１兆円程度

公費

５．５兆円

程度

社会保障に係る費用の将来推計について⑥子ども・子育て推計の基本構造

注：上図の子ども・子育ては、新システム制度の実施等を前提に、保育所、幼稚園、延長保育、地域子育て支援拠点、一時預かり、
子ども手当、育児休業給付、出産手当金、社会的養護、妊婦健診を含めた計数である。
財源構成等については、現行どおりと仮定して、機械的に試算したもの。

所要額０．７兆円程度（公費）（２０１５年）

【充実】
○子ども・子育て新システムの制度実施に伴う保育等の
量的拡充、幼保一体化などの機能強化
・０～２歳児保育の量的拡充・体制強化等（待機児童の解消）
・質の高い学校教育・保育の実現（幼保一体化の実現）
・総合的な子育て支援（家庭や地域における養育の支援）の充実

など

※税制抜本改革以外の財源も含めて１兆円超程度の措置を今後検討
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現在の

医療・介護給付

４１兆円

程度

＜2011年＞ ＜2015年＞

医療・介護給付

４９兆円

程度

うち公費

１９兆円

程度

うち公費

２３兆円

程度

＜2025年＞

医療・介護給付

７３兆円

程度

うち公費

３６兆円

程度

社会保障に係る費用の将来推計について⑦（医療・介護推計の基本構造）

【重点化・効率化要素】
○平均在院日数の減少等
○外来受診の適正化等
○介護予防・重度化予防等

など

【充実】
○医療機能の分化・強化と連携
○在宅医療の充実等
○地域包括ケアシステムの構築
等在宅介護の充実、ケアマネジ
メントの機能強化、居住系サービ
スの充実 等

など

注１：国民医療費、介護費用ベースの給付費を足し上げたものである。
注2：医療の公費には補正予算対応分0.3兆円（2011年）、0.3兆円（2015年）、0.4兆円（2020年）、0.5兆円（2025年）が含まれている。

また、医療には公衆衛生等に係る給付も含まれている。（2011年で0.2兆円程度）

所要額 ～０．６兆円程度（公費）（２０１５年） 左記の他、長期推計に織り込まれていない充実、
重点化・効率化として、「保険者機能の強化を通
じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能
の強化・給付の重点化、逆進性対策」として所
要額（公費）「～1兆円程度」（２０１５年）がある。
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現在の

公的年金

５２兆円

程度

＜2011年＞ ＜2025年＞

６０兆円

程度

＜マクロ経済スライド＞

うち公費

１２兆円

程度

うち公費

１４兆円

程度

＜2015年＞

５７兆円

程度

うち公費

１３兆円

程度

＜マクロ経済スライド＞

消費税
率換算
１％程度

社会保障に係る費用の将来推計について⑧年金推計の基本構造

所要額 ～０．６兆円程度（公費）（２０１５年）

注：厚生年金、国民年金、共済年金にかかる費用を集計したものである。全体には左記の他、厚生年金基金、恩給等に係る給付がある。

【充実】
○最低保障機能の強化

・低所得者への加算、
・障害基礎年金への加算
・受給資格期間の短縮

【重点化・効率化要素】
○高所得者の年金給付の見直し

左記に掲げられていない充実、重点化・効率化として
○充実

短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
第３号被保険者制度の見直し
在職老齢年金の見直し
基礎年金国庫負担１／２ 等

○重点化・効率化
デフレ下のマクロ経済スライド
支給開始年齢の引き上げ
標準報酬上限の引き上げ

がある。

国庫負担割合
36.5%と1/2
の差額
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医療・介護に係る長期推計

（主にサービス提供体制改革に係る改革について）

平成23年 ６月
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（趣旨）

○ 今後の医療・介護の目指すべき方向性についての検討結果を踏まえ、社会保障国民会議で

行われた医療・介護費用のシミュレーションを基礎として、2025年頃までの医療・介護サー

ビスの需給の状況、そのために必要な費用やマンパワーについて、一定の仮定に基づく推計

を行うもの。

（本推計の対象）

○ 本推計は、主に医療・介護のサービス提供体制について一定の改革のシナリオに基づき行

うものであり、保険制度の機能強化や低所得者対策等に関する事項は含んでいない。また、

東日本大震災の発生前の状況を足下としており、これに関連する様々な影響や復興の道筋に

関連する事項も含んでいない。これらについては、別途考慮する必要がある。

（方法）

○ まず、現在の性・年齢階級別のサービス利用状況をそのまま将来に投影したケース（現状

投影シナリオ）におけるサービスごとの利用者数や単価等を作成。次に、これから、一定の

改革シナリオに基づきサービス利用状況や単価等を変化させたケース（改革シナリオ）を作

成。費用総額については、経済前提等を踏まえて設定した伸び率を乗じて推計。
【改革のシナリオの概要】

改革シナリオ：一般病床について、急性期と亜急性期・回復期等とに機能分化、医療資源を集中投入。また、亜急性

期や回復期のリハビリテーションなどについて、状態像に応じた適切な設備・人員配置。さらに、居住

系サービス、在宅医療・介護サービスの充実などを織り込み。

※ 主に一般病床の機能分化の進展度について、２通りのシナリオを設定（パターン１、パターン２）
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【需要／供給、単価、伸び率の考え方】

現状投影シナリオ

（現状の年齢階級別・サービス類型別利用状況がそのまま続いたとした場合の機械的計算

→ 現状の医療・介護のサービス提供に関する問題点が解決されないまま今後も推移していくシナリオ）

需 要：病床ごとの入院、外来・在宅医療、介護施設や居住系サービス、在宅介護サービス等について、仮に、現状の年

齢階級別利用状況が続いたとした場合を仮定（サービスの需要について、人口増減及び人口構造の高齢化による変

化のみ織り込んだもの）

供 給：上記のように仮定した需要に見合うよう、現状と同水準で各サービスの供給が行われるとした場合を仮定

単 価：現在の各サービスにおける単位当たり費用（例えば入院１日当たり費用）が続くとした場合を仮定

伸び率：経済成長（賃金や物価の上昇等に対応）や医療の高度化等による伸び率を仮定

改革シナリオ

（選択と集中により、医療・介護サービスのあるべき姿を踏まえた場合のシミュレーション）

需 要：急性期の重点化、亜急性期・慢性期の充実、在宅医療や介護の強化など、各種サービス提供体制の改革を前提と

して、疾病や状態像にふさわしい医療・介護のサービスを受けたとした場合における、各サービスごとの利用

の見込み（サービスの需要について、人口増減及び人口構造の高齢化による変化に加え、提供体制の改革を織り込

んだもの）

供 給：疾病や状態像にふさわしい医療・介護を適用することができるようなサービス提供体制の改革・整備が行われる

ことを仮定

単 価：急性期病床における人員配置の重点化、亜急性期・回復期・慢性期や精神病床の人員強化など、各サービス提供

体制の改革を踏まえた各サービスの単位当たり費用を仮定

伸び率：現状投影シナリオと同様

需要／供給

（サービスごとの利用
者数／提供体制等）

単 価

（利用者等単位当額
（現状の価格水準ベース））

伸び率

（経済成長や医療の
高度化等要因）

費用総額

（名目値）
＝ × ×

本推計では、年齢階級別人口×同一人当たり医療費 による方法に比べて、
提供体制改革の政策効果を加味・反映しやすく、病床数やマンパワー等供給
量の推計を行いやすい方法（社会保障国民会議で使用された方法）を使用。

医療・介護費用推計の基本的な考え方
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（医療・介護提供体制に関する問題認識）

○ 現状は、医療・介護を担う人材が不足・偏在し、医療・介護の提供体制の機能分化が不十

分であり、連携も不足している。医療・介護ニーズに対して、必ずしも効率的で 適なサー

ビス提供体制とはなっておらず、一方で過剰需要（供給誘発需要や必要性の低い需要）が生

じ、他方で必要なサービスが十分には提供されていないとの指摘もある。
【課題の例】

・ 医療・介護を担う人材の不足・偏在と、不十分な機能分化・・・諸外国に比べても多い人口当たり病床数・少ない

病床当たり職員数・長い在院日数（医療密度の薄さと表裏）、救急医療等の課題

・ 居住系サービスの不足、在宅医療・介護サービスの不足、医療と介護の連携不足

・ 生活習慣病予防等の推進による健康度の向上、ＩＣＴの利活用によるサービス提供の効率性向上

など

（目指すべき改革の方向性）

○ 概ね今後15年間で（平成37(2025)年頃までに）、現在指摘されている課題を解決し、機能

分化と連携により、重層的・一体的に住民を支える医療・介護サービス体系を構築。
【改革の具体的な方向性】

・ 医師確保、介護職員等の人材確保と資質の向上

・ 病院・病床の機能分化・強化、専門職種間の協働と役割分担

・ 在宅医療体制の強化・地域包括ケアシステムの確立

・ 認知症ケアに対する体制の強化、介護予防・重度化予防 など

【改革による国民のＱＯＬの向上】

・ 急性期医療における医療資源の集中投入、亜急性期・回復期や慢性期におけるケアやリハビリ、地域移行支援等の

機能強化とサービスの整備による、回復・地域生活への復帰の道筋の明確化

・ 居住系サービスや在宅医療・介護サービスの一層の充実、医療と介護の連携強化による、ニーズに応じた医療・介

護サービスを一体的に受ける地域ケア体制の整備 5

２．改革の考え方
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（医療・介護ニーズ） （平成37(2025)年頃までの改革とその効果に関する仮定）

医療病床

一般病床
(10割)

高度急性期
(約2割)

◇◆医療資源の集中投入により、平均在院日数２割程度短縮。減少するニーズ
は、亜急性期・回復期リハ等、早期の軽快（在宅・外来）

一般急性期
(約5割)

◇◆医療資源の集中投入により、平均在院日数33％程度短縮。減少するニーズ
は、亜急性期・回復期リハ等、早期の軽快（在宅・外来）

亜急性期・回復
期リハ等(約3割)

◇◆機能強化により、平均在院日数２割程度短縮。減少するニーズは、医療療
養、介護サービス、早期の軽快（在宅・外来）

長期療養（慢性期）
◇◆医療区分１は介護、２・３は医療
◇◆在宅医療の推進、機能強化等を勘案し、平均在院日数１割程度短縮

精神病床
◇◆機能に応じた体制の充実やアウトリーチ（訪問支援）等の推進により、平
均在院日数１割程度短縮、入院も２割程度減少。減少するニーズは、アウト
リーチ（訪問支援）、早期の軽快（在宅・外来）、介護サービスの利用

介護施設

特養
◇◆施設利用は中重度中心でユニットケアが普及、各要介護度の認定者の施設
利用割合も若干低下

老健＋介護療養
◇◆施設利用は中重度中心でユニットケアが普及、各要介護度の認定者の施設
利用割合も若干低下
◇◆現行の介護療養にあっては、医療区分1は介護、２・３は医療

居住系（介護）
◇グループホームについては、約37万人分を確保（小規模多機能等の在宅サー
ビスと合わせて認知症に相当程度対応できる水準）

在宅・外来

医療
◇在宅医療・訪問看護の充実（利用者の大幅増）
◆生活習慣病予防、医療機関や医療介護の連携、ＩＣＴの活用等の取り組みに
より、医科外来ニーズ（上記入院ニーズからの移行分を除く）が5％程度減少

介護

◇比較的中重度や認知症等のケースで、さらにサービス利用が進むものと仮定
◇小規模多機能については、約40万人分を確保（グループホームと同旨）。ま
た、24時間対応の定期巡回・随時対応サービス及び訪問看護を充実
◆介護予防等リスクを軽減する取り組みにより要介護者等が3％程度減少

具体的な改革のイメージ（パターン１） ◇充実 ◆重点化・効率化

※ 薬や医療機器等に係る効率化として伸び率として年率△0.1％程度を織り込み（医療の伸び率ケース①の場合）（◆）
（ 現状投影シナリオでも織り込み。後発医薬品の使用促進については、設定した伸び率に、 近の普及の傾向が含まれている。 ）

地域連携推進のためにMSW等の増を仮定（◇）、介護職員の処遇改善（賃金アップ）を仮定（◇）



・ 急性期医療（現行一般病床の７割程度）を、さらに、高度急性期（同２割程度）、一般急性期（同３割程度）、軽度急性
期（２割程度）の３つに区分し（パターン１よりも一般急性期の対象を絞り込み）、機能分化と強化を図る。

・ また、現行一般病床の長期入院を、長期療養ニーズとして、現行の医療療養とあわせて、慢性期として整理。

7

（医療・介護ニーズ） パターン２
の整理

（平成37(2025)年頃までの改革と
その効果に関する仮定）（パターン１の整理）

医療病床

一般病床
(10割)

高度急性期(約2割) （パターン１に同じ）

一般急性期
(約5割)

一般急性期
(約3割)

◇◆医療資源の集中投入により、平均在院日数33％
程度短縮。減少するニーズは、亜急性期・回復期リ
ハ等、早期の軽快（在宅・外来）

(軽度急性期(約2割)) 軽度急性期及び亜
急性期・回復期リ
ハ等(約4割)

◇◆機能強化により、平均在院日数２割程度短縮。
減少するニーズは、医療療養、介護サービス、早期
の軽快（在宅・外来）

亜急性期・回復期リ
ハ等(約3割)

(長期入院(約1割))

長期療養
（慢性期）

◇◆現行一般病床の長期入院については、亜急性
期・回復期その他と同様
◇◆現行医療療養にあっては、医療区分１は介護、
２・３は医療
◇◆現行医療療養にあっては、在宅医療の推進、機
能強化等を勘案し、平均在院日数１割程度短縮

長期療養（慢性期）

精神病床

（パターン１に同じ）
介護施設

特養

老健＋介護療養

居住系（介護）

在宅・外来
医療

介護

別案（パターン２） ◇充実 ◆重点化・効率化

※ パターン１における ※ に同じ。
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（参考）改革シナリオにおける主な充実、重点化・効率化要素（2025年）

2025年

充

実

急性期医療の改革
（医療資源の集中投入等）

・高度急性期の職員等 ２倍程度増 （単価 約1.9倍）（現行一般病床平均対比でみた場合）
・一般急性の職員等 ６割程度増 （単価 約1.5倍）（ 〃 ）
・亜急性期・回復期リハ等の職員 コメディカルを中心に３割程度の増（単価15％程度増）

長期療養・精神医療の改革
（医療資源の集中投入等）

・長期療養の職員 コメディカルを中心に１割程度の増（単価５％程度増）
・精神病床の職員 コメディカルを中心に３割程度の増（単価15％程度増）

在宅医療・在宅介護の推進等
（施設から在宅・地域へ、認知症への対応）

・在宅医療利用者数の増 1.4倍程度
・居住系・在宅介護利用者 約25万人/日程度増加（現状投影シナリオに対する増）・グループホーム
約10万人/日、小規模多機能 約32万人/日分程度増加（現状投影シナリオに対する増）
・定期巡回、随時対応 約15万人/日分程度整備

医療・介護従事者数の増加 ・全体で2011年の1.5～1.6倍程度まで増

その他各サービスにおける充実、
サービス間の連携強化など

・介護施設におけるユニットケアの普及、在宅介護サービス利用量の増大等各種サービスの充実
・介護職員の処遇改善（単価の上昇）
・地域連携推進のためMSW等の増（上記医療機関の職員増に加えて1～2中学校区に1名程度増）
など

重
点
化
・
効
率
化

急性期医療の改革
（平均在院日数の短縮等）

※ 早期の退院・在宅復帰に伴い
患者のQOLも向上

・高度急性期 ： 平均在院日数 15～16日程度
・一般急性期 ： 平均在院日数 9 日程度
・亜急性期・回復期等 ： 平均在院日数 60 日程度 （パターン１の場合）

（ 現行一般病床についてみると、平均在院日数19～20日程度［急性期15日程度（高度急性19～20
日程度、一般急性13～14日程度）、亜急性期等75日程度］とみられる。 ）

長期療養・精神医療の改革
（平均在院日数の短縮等）

・長期療養 在院日数１割程度減少
・精神病床 在院日数１割程度減少、入院２割程度減少

在宅医療・在宅介護の推進等
（施設から在宅・地域へ）

・入院・介護施設入所者 約60万人/日程度減少（現状投影シナリオに対する減）

予防（生活習慣病・介護）・地域連携
・ＩＣＴの活用等

・生活習慣病予防や介護予防・地域連携・ICTの活用等により、医療については外来患者数５％程度
減少（入院ニーズの減少に伴い増加する分を除く）、介護については要介護者等３％程度減少

医薬品・医療機器に関する効率化等
・伸び率として、△0.1%程度 （医療の伸び率ケース①の場合）

（ 現状投影シナリオでも織り込み。後発医薬品の使用促進については、設定した伸び率に、
近の普及の傾向が含まれている。）

医師・看護師等の役割分担の見直し ・病院医師の業務量△２割程度（高度急性期、一般急性期）



介護療養病床

高度急性期

一般急性期

亜急性期等

長期療養

介護施設

居住系サービス

在宅サービス

○
居
住
系
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る
拡
充

な
ど

○
機
能
分
化
の
徹
底
と
連
携
の
更
な
る
強
化

療養病床
（23万床）

一般病床
（107万床）

【2011(H23)年】 【2025(H37)年】【2015(H27)年】

（高度急性期）

（一般急性期）

（亜急性期等）

医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資

介護療養病床

介護施設
（92万人分）

居住系サービス
（31万人分）

在宅サービス

介護保険法改正法案
地域包括ケアに向けた取組

○介護療養廃止６年（2017(H29)
年度末まで）猶予

○24時間巡回型サービス
○介護職員による喀痰吸引

など

医療提供体制改革の課題
医療機能分化の推進

○急性期強化、リハ機能等の確
保・強化など機能分化・強化

○在宅医療の計画的整備
○医師確保策の強化 など

報酬同時改定（2012）の課題
医療・介護の連携強化

○入院～在宅に亘る連携強化

○慢性期対応の医療・介護
サービスの確保
○在宅医療・訪問看護の充実

など

地
域
に
密
着
し
た
病
床
で
の
対
応

一般病床

長期療養
(医療療養等)

介護施設

居住系サービス

在宅サービス

○ 病院・病床機能の役割分担を通じてより効果的・効率的な提供体制を構築するため、「高度急性期」、「一般急性期」、「亜急性期」など、
ニーズに合わせた機能分化・集約化と連携強化を図る。併せて、地域の実情に応じて幅広い医療を担う機能も含めて、新たな体制を段階
的に構築する。医療機能の分化・強化と効率化の推進によって、高齢化に伴い増大するニーズに対応しつつ、概ね現行の病床数レベルの
下でより高機能の体制構築を目指す。
○ 医療ニーズの状態像により、医療・介護サービスの適切な機能分担をするとともに、居住系、在宅サービスを充実する。

「施
設
」か
ら
「地
域
」へ
・「医
療
」か
ら
「介
護
」へ
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将来像に向けての医療・介護機能再編の方向性イメージ



※ 人口１万人程度の圏域。

地域包括ケアの実現（包括的ケアマネジメントの機能強化）
※ 体制整備は被災地のコミュニティ復興において先駆的に実施することも検討

医療提供体制の充実と重点化・効率化
都道府県域から市町村域まで、重層的に医療サービスを提供 ＆

○日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まいが切れ目なく、継続的かつ一体的に提供される「地域包括
ケアシステム」の確立を図る。
○小・中学校区レベル（人口１万人程度の圏域）において日常的な医療・介護サービスが提供され、人口20～30万
人レベルで地域の基幹病院機能、都道府県レベルで救命救急・がんなどの高度医療への体制を整備。

10

人口20～30万レベル：
救急病院など地域の基幹病院を中心とする

医療機関のネットワーク

都道府県レベル：
救命救急、高度な医療など広域ニーズへの対応体制整備

連携

介護人材（ﾍﾙﾊﾟｰ等)

ケア付き
高齢者住宅

30分以内に訪問

自らの住まいで
終末期まで生活

（医療・介護の連携）

地域密着型
特養

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

24時間
地域巡回型
訪問ｻｰﾋﾞｽ

高度な医療を提供する病院

小・中学校区レベル（※）：
日常生活の継続支援に必要な医療・介護サービス提供体制

救急病院
・専門病院

新しい公共（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）＝地域の支え合い

生活・介護支援サポーター

がん治療や高度先進医療

ドクターヘリなど広域救急

複合型サービス

医療人材

在宅療養支援診療所、
有床診療所、薬局等認知症等

専門医療へ
円滑な紹介

在宅医療連携拠点機能

緊急時も確実
に入院可能

地域包括支援ｾﾝﾀｰ包括的
マネジメント

機能

地域で安心して
暮らし続けられる

よう整備

早期の地域復帰
・家庭復帰

休日・深夜
でも安心

救急患者の
確実な受入れ

リハビリ等を
担う病院

小規模多機能

訪問看護

認知症サポーター ＮＰＯ、住民参加等

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

地域に密着した病院

診療所の機能強化
外来・往診、在宅支援 地域の多様な

ニーズに対応

機能分化・連携強化、効率化・重点化

医師数増などの
強化・重点化

リハ機能の強化
速やかな在宅復帰

地
域
連
携
の
強
化

在院日数減

特養、老健施設等

市町村レベル：
主治医（総合医を含む）による日常の診療対応

かかりつけ医

専門医療に
円滑に紹介

医療・介護の提供体制の将来像の例
～機能分化し重層的に住民を支える医療・介護サービスのネットワーク構築～
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（人口）

○ 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（平成18年12月推計）」における、出生高

位、死亡中位の仮定に基づく人口を仮定。

（経済前提）

○ 平成35(2023)年度までは、内閣府「経済財政の中長期試算（平成23年1月）」の「慎重シ

ナリオ」に準拠、平成36(2024)年度以降は平成35(2023)年度と同じとした場合を仮定。

（医療・介護費用の伸び率）

○ 本試算では、まず足下の性・年齢階級別の医療・介護サービス利用状況を将来の人口に適

用して需要を推計するので、人口増減や人口構造の高齢化の影響はここで織り込まれる。

○ これらとは別に織り込む伸び率として、医療については経済成長に対応して伸びる部分と

医療の高度化等により伸びる部分（いわゆる自然増）、介護については経済成長に対応して

伸びる部分を仮定する必要があり、経済前提や近年の医療費の動向等に基づき仮定。
【医療】

ケース①：医療の高度化等による伸び率（Ａ）＋経済成長に応じた改定の要素（Ｂ）
－ 薬・機器等に係る効率化要素（Ｃ）

（Ａ）医療の高度化等による伸び率 ： 近年の動向等から年率1.9％程度と仮定
（Ｂ）経済成長に応じた改定の要素 ： 当該年度の名目経済成長率の3分の1程度と仮定
（Ｃ）薬・機器等に係る効率化要素 ： 年率0.1％程度と仮定

ケース②：賃金上昇率と物価上昇率の平均＋0.7％程度
【介護】

賃金上昇率と物価の上昇率とを、概ね65:35で加重平均

12

３．人口・経済前提等



平成35(2023)年度までの経済前提については、内閣府「経済財政の中長期試算（平成23年1月）」
の「慎重シナリオ」に準拠、平成36(2024)年度以降は平成35(2023)年度と同じとした場合。

H22
2010

H23
2011

H24
2012

H25
2013

H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023
～

名目経済
成長率(%) 1.1 1.0 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 1.8 1.8 2.0 1.8 1.7 1.8 1.7

賃金上昇率(%) 0.2 0.4 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.7 2.9 3.1 2.8 2.4 2.6 2.5

物価上昇率(%) ‐0.6 0.0 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

（注）社会保障検討本部における推計は各分野における改革の方向性を示した上で、それに基づく費用額等を推計するものである。また、経済情勢によって改
革の方向性は大きく変わらないことから、社会保障検討本部の推計においては「経済財政の中長期試算」の試算前提を考慮せず、所与の前提（外生変数）と
して推計に用いることとした。
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経済前提（案）



【ニーズとサービス提供】

○ 現状投影シナリオでは、平成23(2011)年度に80万人/日程度の病院・診療所の一般病床（急性期入院）

における患者数が、平成37 (2025)年度には100万人/日程度となる。入院全体では130万人/日程度から

160万人/日程度へと増加。この入院ニーズに対応するためには、現状の病床区分と病床稼働率を前提と

すれば、現在の一般病床は110万床程度から130万床程度に、病床総数は170万床程度から200万床程度に

増加する計算となる。

○ しかし、医療の機能分化と機能強化（病床当たり医療資源投入の増加、在宅医療や在宅ケアの充実等）

を行い、平均在院日数の大幅短縮を実現すると（改革シナリオ）、平成37(2025)年度の急性期入院の患者

数は70～80万人/日程度、入院全体では130万人/日程度となり、現状と同程度の概ね160万床程度の病床

で、増大する医療ニーズに対応することができる計算となる。

○ 介護については、急速な高齢化や医療の効率化に伴って、施設・居住系、在宅ともにニーズが増大する

が、施設への入所を重度者中心とし、居住系、小規模多機能や定期巡回・随時対応サービスを充実させる

ことで、平成37(2025)年度に600万人/日を超える介護ニーズについて、施設130万人/日程度、居住系60万

人/日程度、小規模多機能や定期巡回・随時対応等も含む在宅介護で450万人/日程度のケアが行われるこ

ととなる。

○ こうした医療・介護サービスに対応するために必要な人員は、平成37(2025)年度において、医師30～34

万人程度、看護職員180～210万人/日程度、介護職員230～240万人/日程度、その他ＯＴ、ＰＴなどのコメ

ディカル、看護補助者、介護支援専門員、相談員、事務職員等を合わせて、全体で700万人規模となる。

14
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【費用と財源】

○ 平成23(2011)年度の医療・介護の費用は、合わせて48兆円程度、対GDP比は9.8％程度、財源の内訳（対

GDP比）は、保険料4.7％、公費3.9％、自己負担1.3％となっている。医療・介護の提供体制に係る機能強

化と効率化とを同時に進めた場合、平成37(2025)年度には、在宅ケアなどの介護サービスを中心に、現状

投影シナリオに比べて改革シナリオの方が費用が大きくなり、保険料6.0～6.1％、公費5.9％、自己負担

1.6％となっている。

○ 平成23(2011)年度からの公費負担の対GDP比の変化分について、仮に消費税率１％が概ねGDP比0.5％程

度に相当すると仮定して消費税率に換算すると、平成27(2015)年度１％程度、平成37(2025)年度３～４％

程度に相当する計算となる。

また、同じく公費負担の対GDP比の変化分について、仮に現行の所得税総額が概ねGDP比2.8％に相当す

ると仮定して所得税額に換算すると、現行の所得税の水準に対して、平成27(2015)年度は約２割程度、平

成37(2025)年度は約６～８割程度に相当する計算となる。
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【留意点その他】

○ 本試算の足下には東日本大震災の影響を織り込んでいない。今後の経済前提等をはじめ、本来、相当程

度の影響があるものと考えられる。

○ 本試算は、相当大胆な仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。

○ 本試算は、社会保障国民会議の医療・介護シミュレーションを考え方等の基礎とした。

なお、仮定の置き方が異なる主な点は以下の通り。

・ 医療ニーズの推計に際し、社会保障国民会議のシミュレーションでは織り込まれていなかった精神科入院の改革（平均
在院日数短縮、入院減少）や長期療養における平均在院日数の短縮を織り込み、また、急性期についても、平均在院日
数の短縮に伴う入院ニーズの減少の半分程度は早期の軽快により在宅医療・外来に切り替わるものと仮定したこと。

・ 介護ニーズの推計に際し、上記の様に入院から在宅医療・外来への切り替わりを多めに見込んだことや医療における長
期療養のニーズを新たな調査を基礎として推計したこと等により、医療から介護施設に移行する者が少なめとなり、結果
として改革後の介護施設ニーズも少なめとなったこと。また、社会保障国民会議のシミュレーションでは、施設・居住系
を65歳以上人口の5％程度整備することを仮定し、特定施設の大幅な増加を見込んでいたが、本推計では、整備対象とし
てサービス付高齢者住宅等も考慮し、在宅の増加を重視したこと。

・ 介護予防等要介護となるリスクを軽減する取り組み等により、平成37（2025)年度に要介護者等が現状投影シナリオに
比べて３％程度減少することを仮定したこと。

・ 介護職員の賃金が平成21年度からの積算で月４万円増となるよう引き上げたこと。 （平成21年度介護報酬改定で既に
0.9万円引き上がっていることから、計算上は残りの月3.1万円分引き上げている。）

・ 人口増減・高齢化による需要の変化とは別に織り込む医療の伸び率の、ケース①（Ｂ）の要素（経済成長率の１／３程
度を伸び率に反映させる部分）について、統計上は概ね５年前の経済成長率との強い相関が確認されているものの、今回
は、平成20（2008）年秋以降の大幅なマイナス成長（平成20（2008）年度△4.2％、平成21（2009）年度△3.7％）の影響
を除く観点から、当年度の経済成長率の１／３程度を伸び率に反映させるモデル式を設定したこと。
仮に、５年前の経済成長率を機械的に適用すると、本試算における医療の伸び率ケース①の場合の医療費の名目額が、

平成27（2015）年度で3.8％程度、平成37（2025）年度で4.4％程度減少する計算となる。（医療の伸び率ケース②には影
響しない。）

16



○ 本試算（医療部分）と厚生労働省が平成22（2010）年10月の高齢者医療制度改革会議に提出した「医療

費等の将来見通し及び財政影響試算」（以下、改革会議試算）との関係は次の通り。

（基本的考え方）

・ 本試算では、サービス提供体制改革を前提としていることから、その影響をみるため医療費の推計に

おいて「現状をそのまま将来に当てはめた現状投影シナリオ」と「サービス提供体制改革を前提とした

改革シナリオ」を推計している。

また、サービス提供体制改革の効果を織り込むとともに病床数やマンパワー等の推計も行うために、

病床の種類別等の利用者数の将来見通しを基礎に推計をしている。

・ 一方、改革会議試算では、サービス提供体制改革を前提としていなかったため、医療費の推計におい

ては「過去の傾向を将来に投影したもの」を推計している。

また、高齢者医療制度改革による各医療保険制度の財政影響をみることを目的としていたため、医療

保険制度別の加入者数の将来見通しを基礎に推計をしている。

（経済成長の仮定）

・ 本試算では、給付や負担のＧＤＰ比等をみるため、経済成長率などの前提を置き、経済成長等の医療

費に与える影響を見込んでいるが、改革会議試算の基本的ケースでは、経済成長の仮定を置かず、診療

報酬改定もない場合を推計している。なお、改革会議試算においては機械的に名目経済成長率３％、診

療報酬改定１％とした場合を参考試算として示している。

（機能強化と平均在院日数の短縮の関係についての仮定、伸び率の設定）

・ 改革会議試算では、平成17（2005）～21（2009）年度の医療費の実績から、高度化等による医療費の

伸び率を1.5％程度としているが、この伸び率は、算定期間中の平均在院日数の短縮の影響が含まれて

いる。すなわち、近年の平均在院日数の短縮傾向とその効果が将来も続くとの仮定をおいたもの。

・ 一方、本試算では、平均在院日数の短縮等がないと仮定した現状投影シナリオを基礎に、機能強化等

の効果を織り込む改革シナリオを推計していることから、改革会議で用いた医療費の伸び率(1.5％)か

ら平均在院日数の短縮等の影響を除去した1.9％を高度化等による医療費の伸び率として用いている。

17



18

（参考）国民医療費の伸びの要因別内訳

今回の試算・・・2011～2025年度の伸び率

高齢者医療制度改革会議試算

伸び率 計
医療の

高度化等
診療報酬
改定等

高齢化の
影響

人口の
減少

提供体制の
見直し等

医療の伸び率：
ケース①

現状投影シナリオ 3.2%

1.9% 0.4%

1.1% △0.3%

－

改革シナリオ

パターン１ 3.3% 0.1%

パターン２ 3.2% 0.0%

医療の伸び率：
ケース②

現状投影シナリオ 3.2%

2.4%

－

改革シナリオ

パターン１ 3.3% 0.1%

パターン２ 3.2% 0.0%

※医療の高度化等は、平成17(2005)～21(2009)年度の医療費の動向を踏まえた1.5%から、この間の平均在院日数の短縮及びそれに対応する一日当たり医療費の増加のネットの影響等を除いて、1.9%と設定。
※診療報酬改定等には、薬・機器等に係る効率化（△0.1%）分を含む。
※出生高位・死亡中位の人口推計を使用している。

＜高齢者医療制度改革会議の試算＞ ･･･ 2010～2025年度の伸び率（年平均）

伸び率 計 医療の高度化等 診療報酬改定 高齢化の影響 人口の減少

2.2% 0.0%

3.3% 1.0%参考試算
△0.5%1.5% 1.3%

基本ケース



19

改革シナリオ（パターン１）による結果



パターン１
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

高度急性期

８０万人 / 日
８６万人 / 日 １６万人 / 日

９７万人 / 日 １６万人 / 日

一般急性期 ３９万人 / 日 ３３万人 / 日

亜急性期・回復期等 ２７万人 / 日 ３１万人 / 日

（急性期小計） （８０万人 / 日） （８６万人 / 日） （８２万人 / 日） （９７万人 / 日） （７９万人 / 日）

長期療養（慢性期） ２１万人 / 日 ２４万人 / 日 ２１万人 / 日 ３１万人 / 日 ２５万人 / 日

精神病床 ３１万人 / 日 ３２万人 / 日 ２９万人 / 日 ３４万人 / 日 ２４万人 / 日

（入院小計） （１３３万人 / 日） （１４３万人 / 日） （１３３万人 / 日） （１６２万人 / 日） （１２９万人 / 日）

介護施設
特養
老健（老健＋介護療養）

９２万人 / 日
４８万人 / 日
４４万人 / 日

１１５万人 / 日
６１万人 / 日
５４万人 / 日

１０６万人 / 日
５７万人 / 日
４９万人 / 日

１６１万人 / 日
８６万人 / 日
７５万人 / 日

１３１万人 / 日
７２万人 / 日
５９万人 / 日

（入院・介護施設小計） （２２５万人 / 日） （２５７万人 / 日） （２３８万人 / 日） （３２３万人 / 日） （２６０万人 / 日）

居住系
特定施設
グループホーム

３１万人 / 日
１５万人 / 日
１６万人 / 日

３８万人 / 日
１８万人 / 日
２０万人 / 日

３８万人 / 日
１８万人 / 日
２０万人 / 日

５２万人 / 日
２５万人 / 日
２７万人 / 日

６１万人 / 日
２４万人 / 日
３７万人 / 日

在宅介護
うち小規模多機能
うち定期巡回・随時対応

３０４万人 / 日
５万人 / 日

－

３４２万人 / 日
６万人 / 日

－

３５２万人 / 日
１０万人 / 日

１万人 /日

４３４万人 / 日
８万人 / 日

－

４４９万人 / 日
４０万人 / 日
１５万人 /日

（居住系・在宅介護小計
うちＧＨ・小規模多機能）

（３３５万人 / 日）
（２１万人 / 日）

（３８０万人 / 日）
（２６万人 / 日）

（３９１万人 / 日）
（３０万人 / 日）

（４８６万人 / 日）
（３５万人 / 日）

（５１０万人 / 日）
（７７万人 / 日）

外来・在宅医療
うち在宅医療等

７９４万人 / 日
１７万人 / 日

８１２万人 / 日
１９万人 / 日

８０７万人 / 日
２３万人 / 日

８２８万人 / 日
２０万人 / 日

８０９万人 / 日
２９万人 / 日

上記利用者（重複あり） （１３５３万人 / 日） （１４４９万人 / 日） （１４３６万人 / 日） （１６３７万人 / 日） （１５８０万人 / 日）

（参考）総人口 １億２７２９万人 １億２６２３万人 １億２１５７万人 20

高度急性期 17万人/日
一般急性期 43万人/日
亜急性期等 26万人/日※現行医療療養の回復期

リハビリテーションを含む

医療・介護サービスの需要と供給（１日当たり利用者数等）の見込み

高度急性期 19万人/日
一般急性期 49万人/日
亜急性期等 29万人/日



（注１） 人数（人 / 日）は、1日当たりの各サービスの利用者数の計算値である。具体的には、入院や入所はある日の
入院・入所者数、外来・在宅医療はある日に外来・在宅医療を受けた患者数（通院等をしているがその日に医療機
関にアクセスしていない者は含まない。）である。在宅介護と在宅医療等（外来・在宅医療の内数のように表示して
いるもの）は、ある月に在宅サービスを受給した者をベースに計算したもの（例えば、介護保険の在宅サービスは
基本的に受給者個々に作られるケアプランに基づいて提供されるので、ある日における在宅サービスのプランをも
っている者と考えてもよい）。

（注２）入院患者数、外来患者数の総数等は、「医療費の動向（ＭＥＤＩＡＳ）」（厚生労働省）による年間受診延日数を基
礎に実績ベースの値を推計している。具体的には、入院患者数は総数が年間受診延日数の概ね365分の1となる
よう設定、外来患者数は年間受診延日数の概ね270分の1（平日を1日、祝祭日以外の土曜日を0.5日と仮定して計
算した場合の医療機関の1年間の稼働日数に相当）となるよう設定している。

※ 社会保障国民会議の医療・介護シミュレーションでは、この表に相当する表の表章の際に、患者調査（抽出調査）による数値を基礎として
作成された数値がそのまま表章されており（上記のような調整を行っておらず）、また、注４の通り本推計では外来・在宅医療に歯科に係る
患者数を含めていることから、本推計の外来・在宅医療の患者数の表章値の方が大きくみえることに留意が必要（費用推計上は影響しない） 。

また、在宅介護は、表中の数値に12（月）を乗じることで概ね年間延べ受給者数に相当することとなる（概ね年間
延べケアプラン数に相当するという見方も可能） 。

（注３） 外来・在宅医療は、予防、連携、ＩＣＴの活用等による受診の効率化、として現状を投影して推計した医科外来
患者の減少を５％程度見込む一方、医療機関や介護施設から在宅に移る者の数を外来・在宅医療の１日当たり
患者数に換算して加えたものである。

（注４） 感染症等の病床は入院小計に含み、歯科に係る患者数は外来・在宅医療に含む。

（注５） 介護については、施設サービスの重点化、居住系や在宅サービス等の充実等のほか、各種予防への取り組み
等介護が必要となるリスクを軽減する取り組みにより、施設・在宅等を通じて要介護者・サービス利用者が改革シ
ナリオでは平成37(2025)年度には現状投影シナリオよりも３％程度減少することを見込んでいる。

（注６） 介護療養型病床は、平成29(2017)年度末に全て療養型の老人保健施設となり、単価は従来型の老人保健施
設＋５万円程度と設定している。 21



医療・介護サービスの需要と供給（必要ベッド数）の見込み

パターン１ 平成23年度
(2011)

平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ

各ニーズの単純な病床換算 地域一般病床を創設

高度急性期

【一般病床】
107万床

75％程度
19～20日程度

【一般病床】
129万床

75％程度
19～20日程度

（参考）
急 性 15 日程度

高度急性 19-20日程度
一般急性 13-14日程度

亜急性ﾘﾊ等 75 日程度
亜急性ﾘﾊ等57～58日程度
長期ﾆｰｽﾞ 190 日程度

※推計値

【高度急性期】
22万床

70％程度
15～16日程度

【高度急性期】
18万床

70％程度
15～16日程度

一般急性期

【一般急性期】
46万床

70％程度
9日程度

【一般急性期】
35万床

70％程度
9日程度

【地域
一般
病床】

24万床
77％程度
19～20日

程度
亜急性期・
回復期リハ等

【亜急性期等】
35万床

90％程度
60日程度

【亜急性期等】
26万床

90％程度
60日程度

長期療養（慢性期）
23万床、91％程度

150日程度
34万床、91％程度

150日程度
28万床、91％程度

135日程度

精神病床
35万床、90%程度

300日程度
37万床、90％程度

300日程度
27万床、90％程度

270日程度

（入院小計）
166万床、80％程度

30～31日程度
202万床、80％程度

30～31日程度
159万床、81％程度

24日程度
159万床、81％程度

25日程度

介護施設
特養
老健（老健＋介護療養）

92万人分
48万人分
44万人分

161万人分
86万人分
75万人分

131万人分
72万人分
59万人分

居住系
特定施設
グループホーム

31万人分
15万人分
16万人分

52万人分
25万人分
27万人分

61万人分
24万人分
37万人分

（注１）医療については「万床」はベッド数、「％」は平均稼働率、「日」は平均在院日数、「人/月」は月当たりの退院患者数。介護については、利用者数を表示。
（注２）「地域一般病床」は、高度急性期の1/6と一般急性期及び亜急性期等の1/4で構成し、新規入退院が若干減少し平均在院日数が若干長めとなるものと、仮定。

ここでは、地域一般病床は、概ね人口５～７万人未満の自治体に暮らす者(今後2000～3000万人程度で推移)100人当たり1床程度の整備量を仮定。

退院患者数
125万人/月

152万人/月

22

29万人/月

12万人/月

82万人/月

25万人/月

16万人/月

109万人/月

30万人/月



（参考）仮に、平成27(2015)年の各サービスの利用者数から機械的に病床数等を計算した場合

パターン１ 平成23年度
(2011)

平成27(2015)年度

現状投影シナリ
オ

改革シナリオ

各ニーズの単純な病床換算 地域一般病床を創設

高度急性期

【一般病床】
107万床

75％程度
19～20日程度

【一般病床】
114万床

75％程度
19～20日程度

（参考）
急 性 15 日程度

高度急性 19-20日程度
一般急性 13-14日程度

亜急性ﾘﾊ等 75 日程度
亜急性ﾘﾊ等57～58日程度
長期ﾆｰｽﾞ 190 日程度

※推計値

【高度急性期】
22万床

73～74％程度
18～19日程度

【高度急性期】
18万床

73～74％程度
18～19日程度

一般急性期

【一般急性期】
53万床

73～74％程度
12日程度

【一般急性期】
40万床

73～74％程度
12日程度

【地域
一般
病床】

25万床
75～76

％程度
23日程度

亜急性期・
回復期リハ等

【亜急性期等】
34万床

79～80％程度
70～71日程度

【亜急性期等】
25万床

79～80％程度
70～71日程度

長期療養（慢性期）
23万床、91％程度

150日程度
27万床、91％程度

150日程度
23万床、91％程度

150日程度

精神病床
35万床、90%程度

300日程度
36万床、90％程度

300日程度
33万床、90％程度
291～292日程度

（入院小計）
166万床、80％程度

30～31日程度
178万床、80％程度

30～31日程度
165万床、80％程度

28～29日程度
165万床、80％程度

29～30日程度

介護施設
特養
老健（老健＋介護療養）

92万人分
48万人分
44万人分

115万人分
61万人分
54万人分

106万人分
57万人分
49万人分

居住系
特定施設
グループホーム

31万人分
15万人分
16万人分

38万人分
18万人分
20万人分

38万人分
18万人分
20万人分

（注１）平成37(2025)年度に係る注を参照。
（注２）この改革シナリオは、仮に、平成27(2015)年度において、ニーズに応じた機能分化が行われているものと仮定した場合の病床数等となっている。（実際には、

改革途中であり、従来の一般病床等も残っている（その分、各機能分化した病床等が少なくなる）ものと考えられる。

退院患者数
125万人/月

134万人/月

23

25万人/月

9万
人/月

73万人/月

22万人/月

11万人/月

97万人/月

27万人/月
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パターン１
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナ
リオ

改革シナリオ
現状投影シナ

リオ
改革シナリオ

高度急性期
【一般病床】

約１２９万円 / 月
【一般病床】

約１２９万円 / 月

約１９９万円 / 月
【一般病床】

約１２９万円 / 月

約２４７万円 / 月

一般急性期 約１４５万円 / 月 約１９１万円 / 月

亜急性期・回復期等 約１０４万円 / 月 約１１５万円 / 月

長期療養（慢性期） 約５３万円 / 月 約５３万円 / 月 約５９万円 / 月 約５３万円 / 月 約６２万円 / 月

精神病床 約４７万円 / 月 約４７万円 / 月 約４９万円 / 月 約４７万円 / 月 約５４万円 / 月

介護施設
特養
老健（療養含）

約２９万円 / 月
約３２万円 / 月

約２９万円 / 月
約３１万円 / 月

約３２万円 / 月
約３３万円 / 月

約２９万円 / 月
約３１万円 / 月

約３２万円 / 月
約３４万円 / 月

居住系
特定施設
グループホーム

約１８万円 / 月
約２８万円 / 月

約１８万円 / 月
約２８万円 / 月

約２０万円 / 月
約３０万円 / 月

約１９万円 / 月
約２８万円 / 月

約２０万円 / 月
約３０万円 / 月

在宅介護 約１１万円 / 月 約１１万円 / 月 約１３万円 / 月 約１１万円 / 月 約１７万円 / 月

外来・在宅医療
外来等
在宅医療等

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

（注１） 介護の単価は、実際には要介護度別の単価であるが、ここでは加重平均値を表示している。

（注２） 外来等の単価は受診１日当たりの費用額（薬局調剤医療費等を含む）であり、在宅医療等については１人１月当たりの費用額である。

医療・介護サービスごとの単価の見込み

※各単価は静態価格(2011年度価格) である。



パターン１
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影
シナリオ

改革シナリオ
現状投影
シナリオ

改革シナリオ

医師 ２９万人 ３０～ ３２万人 ３０～ ３１万人 ３３～ ３５万人 ３２～ ３４万人

看護職員 １４１万人 １５１～１５８万人 １５５～１６３万人 １７２～１８１万人 １９５～２０５万人

介護職員 １４０万人 １６１～１６９万人 １６５～１７３万人 ２１３～２２４万人 ２３２～２４４万人

医療その他職員 ８５万人 ９１～ ９５万人 ９１～ ９５万人 １０２～１０７万人 １２０～１２６万人

介護その他職員 ６６万人 ７６～ ８０万人 ７９～ ８３万人 １００～１０５万人 １２５～１３１万人

合計 ４６２万人 ５０９～５３４万人 ５２０～５４６万人 ６２０～６５１万人 ７０４～７３９万人

マンパワーの必要量の見込み

（注１） 医療機関及び介護サービス事業所に従事する全ての職員を対象として、実数として推計したものである。医師及び看護職員に
ついては、行政、研究機関、産業医、他の福祉施設等で従事する者も含んでいる。
※ 社会保障国民会議の医療・介護シミュレーションでは、医療や介護のその他職員には一定の職種のみを含む形で表章されており、本推計の表

章値が比較的大きくみえることに留意が必要。

（注２） 非常勤の割合について現行から変動する可能性があるので、５％程度幅のある推計値となっている。（医療については現状＋
５％程度の幅を仮定、介護については現状±2.5％程度の幅を仮定。）

（注３） 医師及び看護職員については、病棟については病床当たりの職員配置を基本に配置増を織り込んで推計し、外来については
患者数の伸びに比例させて推計した。また、在宅の看取りケアの体制強化を一定程度見込んだ。さらに、急性期等の病床に勤務
する医師及び看護職員については、役割分担による負担軽減を見込んでいる。医師については、他の職種との役割分担により、２
０％業務量が減ることを見込んだ。看護職員については、医師の業務を分担する分と、他の職員に分担してもらう分とが相殺する
と仮定した。

（注４） 介護職員は、施設・居住系については利用者数の伸びにより、在宅については利用者数及び利用回数の伸びにより推計してい
る。また、改革シナリオでは、施設のユニット化推進による職員増と、訪問介護員については非正社員（１月の労働時間61.0時間）
が介護職員の非正社員（１月の労働時間117.2時間）並に勤務すると仮定して推計している。（（財）介護労働安定センター「平成21
年度介護労働実態調査」による。）

（注５） 医療その他職員には、病院・診療所に勤務する薬剤師、OT、PTなどのコメディカル職種、医療ソーシャルワーカー（MSW）、看護
補助者、事務職員等が含まれ、介護その他職員には、介護支援専門員、相談員、OT、PTなどのコメディカル職種等が含まれる。 25



（注１） 年度ベースの数値である。

（注２）「医療」は、国民医療費ベースの費用である。なお、2008年度の国民医療費は34.8兆円（対GDP比7.0％、対NI比9.9％）、

2007年度のOECDベースの総保健医療支出は対GDP比8.1％程度となっている。

（注３）2015、2025年の「現状投影シナリオ」は現状のサービス利用状況や単価をそのまま将来に投影（将来の人口構成に適用）し

た場合、「改革シナリオ」はサービス提供体制等について機能強化や効率化等の改革を行った場合である。

（注４）2015、2025年の「ケース①」は医療の伸び率（人口増減や高齢化除く）について伸びの要素を積み上げて仮定した場合、

「ケース②」は賃金と物価の伸びの平均に一定率を加えて仮定した場合である。

パターン１
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②

医療＋介護
対ＧＤＰ比
対ＮＩ比
名目額

(％程度)
(％程度)
(兆円程度)

９．８
１３．６

４８

１０．８
１４．９

５５

１０．７
１４．８

５５

１１．１
１５．３

５７

１１．０
１５．１

５６

１２．８
１７．７

７８

１２．９
１７．８

７８

１３．６
１８．７

８３

１３．７
１８．８

８３

医療
対ＧＤＰ比
対ＮＩ比
名目額

(％程度)
(％程度)
(兆円程度)

８．１
１１．１

３９

８．７
１２．０

４５

８．６
１１．９

４４

８．８
１２．２

４５

８．７
１２．０

４５

９．９
１３．７

６０

１０．０
１３．８

６１

１０．１
１３．９

６１

１０．１
１４．０

６２

介護
対ＧＤＰ比
対ＮＩ比
名目額

(％程度)
(％程度)
(兆円程度)

１．８
２．４

９

２．１
２．９
１１

２．２
３．１
１１

２．９
４．０
１７

３．５
４．８
２１

（参考）
ＧＤＰ
ＮＩ

(兆円程度)
(兆円程度)

４８４
３５１

５１１
３７１

６０７
４４１

医療・介護サービス費用の見込み
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（注１）費用の見込みに関する注を参照。

（注２）％表示は、対ＧＤＰ比である。

（注３）一定の経済成長を見込んでいるので、本来、名目額をみる際には留意が必要。また、例えば、入院医療の機能強化と平均

在院日数の短縮等の効率化等とは一体的なものである等、充実と重点化・効率化とは相互に関連するものであるが、

ここでは、現状投影シナリオから改革シナリオへの変化額について、相当程度の仮定の下で、要素ごとの影響を計算。

パターン１

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

医療の伸び率
ケース①

医療の伸び率
ケース②

医療の伸び率
ケース①

医療の伸び率
ケース②

現状投影シナリオから改革シナリオへの変
化 ＋１．３兆円（＋０．３％） ＋１．３兆円（＋０．３％） ＋４．６兆円（＋０．８％） ＋４．６兆円（＋０．８％）

【医療】
・入院医療の機能強化
・訪問診療の充実・入院減少に伴う外来増
・平均在院日数の減少等
・外来受診の適正化等（予防、連携、ＩＣＴ等）

（計 ＋０．５ 兆円程度）
＋ １．７ 兆円程度
＋ ０．３ 兆円程度
△ １．２ 兆円程度
△ ０．３ 兆円程度

（計 ＋０．５ 兆円程度）
＋ １．７ 兆円程度
＋ ０．３ 兆円程度
△ １．１ 兆円程度
△ ０．３ 兆円程度

（計 ＋０．８ 兆円程度）
＋ ６．６ 兆円程度
＋ １．１ 兆円程度
△ ５．４ 兆円程度
△ １．５ 兆円程度

（計 ＋０．８ 兆円程度）
＋ ６．７ 兆円程度
＋ １．１ 兆円程度
△ ５．４ 兆円程度
△ １．５ 兆円程度

【介護】
・介護職員の処遇改善
・施設介護のユニット化
・施設から居宅への移行
・グループホームの整備
・居宅サービスの充実
・予防・改善効果
・入院医療の効率化にともない需要増

（計 ＋０．８ 兆円程度）
＋ ０．５ 兆円程度
＋ ０．１ 兆円程度

△ ０．２ 兆円程度
＋ ０．０１ 兆円程度
＋ ０．４ 兆円程度
△ ０．１ 兆円程度
＋ ０．２ 兆円程度

（計 ＋３．９ 兆円程度）
＋ ０．８ 兆円程度
＋ ０．２ 兆円程度
△ ０．８ 兆円程度
＋ ０．２ 兆円程度
＋ ３．３ 兆円程度
△ ０．６ 兆円程度
＋ ０．８ 兆円程度

（参考）充実、重点化・効率化の内訳
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（注）費用の見込みに関する注を参照。 28

○ 本推計における医療・介護費用の財源構造は、次のような一定の仮定をおいてごく粗く計算を行ったもの。本来は提供体制の改革
等に伴い年齢間の医療費や介護費用の比率等に変化が生じる可能性があるが、そこまでの詳細な推計は行っていない。
・ 医療については、高齢者医療改革会議（第11回（2010年10月）、厚生労働省）で示された医療費の将来推計の足下を平成23

(2011)年度予算ベースにおきかえたもの（改革案のうち、現行制度（高齢者保険料負担率の見直し後）をベース）を使用。なお、医療
に係る公費には、70～74歳の一部負担を補填する分や後期高齢者医療制度における被扶養者の保険料軽減分（の一部）及び所得
割５割軽減分など補正予算により対応がなされている分（年度によって0.3～0.5兆円、対GDP比で0.1％弱程度）が含まれている。
（ただし、本推計のようなオーダーでみる場合、改革や補正予算で対応がなされている分の影響は比較的小さいと考えられる。）

・ 介護については、現行制度の公費や保険料の負担の仕組みに基づき計算（第１号被保険者と第２号被保険者の保険料負担
割合は将来人口推計に基づき、第２号被保険者保険料に占める公費の割合は2011年度予算に基づき設定）。

医療・介護サービス費用の財源（対GDP比）のごく粗い見込み

パターン１
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②

医療＋介護
保険料
公費
自己負担

(％程度)
(％程度)
(％程度)
(％程度)

９．８
４．７
３．９
１．３

１０．８
５．１
４．３
１．４

１０．７
５．０
４．３
１．４

１１．１
５．２
４．５
１．４

１１．０
５．１
４．４
１．４

１２．８
５．８
５．５
１．５

１２．９
５．８
５．６
１．６

１３．６
６．１
５．９
１．６

１３．７
６．１
５．９
１．６

医療
保険料
公費
自己負担

(％程度)
(％程度)
(％程度)
(％程度)

８．１
４．０
２．９
１．２

８．７
４．２
３．３
１．２

８．６
４．２
３．２
１．２

８．８
４．３
３．３
１．３

８．７
４．２
３．３
１．２

９．９
４．６
４．０
１．３

１０．０
４．６
４．１
１．３

１０．１
４．６
４．１
１．３

１０．１
４．７
４．１
１．４

介護
保険料
公費
自己負担

(％程度)
(％程度)
(％程度)
(％程度)

１．８
０．７
０．９
０．１

２．１
０．８
１．１
０．２

２．２
０．９
１．２
０．２

２．９
１．２
１．５
０．２

３．５
１．４
１．８
０．３

（参考）
ＧＤＰ
ＮＩ

(兆円程度)
(兆円程度)

４８４
３５１

５１１
３７１

６０７
４４１



（注）平成23(2011)年度からの変化分を表示している。また、改革シナリオの［］内は現状投影シナリオからの変化分を表示したもの。

その他、費用の見込みに関する注を参照。

29

（参考）財源(対GDP比)の平成23(2011)年度からの変化、シナリオ間の差等

パターン１

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②

医療＋介護

保険料

公費

自己負担

(単位：

％程度)

１．０

０．４

０．５

０．１

０．９

０．３

０．５

０．１

１．２
[０．３]
０．５

[０．１]
０．６

[０．１]
０．１

[０．０]

１．１
[０．３]
０．５

[０．１]
０．６

[０．１]
０．１

[０．０]

３．０

１．１

１．７

０．２

３．１

１．１

１．７

０．２

３．８
[０．８]
１．４

[０．３]
２．１

[０．４]
０．３

[０．１]

３．８
[０．８]
１．４

[０．３]
２．１

[０．４]
０．３

[０．１]

医療

保険料

公費

自己負担

(単位：

％程度)

０．７

０．３

０．３

０．１

０．６

０．２

０．３

０．０

０．８
[０．１]
０．３

[０．１]
０．４

[０．０]
０．１

[０．０]

０．７
[０．１]
０．３

[０．０]
０．３

[０．０]
０．１

[０．０]

１．９

０．６

１．１

０．１

１．９

０．６

１．１

０．１

２．０
[０．１]
０．７

[０．１]
１．２

[０．１]
０．２

[０．０]

２．１
[０．１]
０．７

[０．１]
１．２

[０．１]
０．２

[０．０]

介護

保険料

公費

自己負担

(単位：

％程度)

０．３

０．１

０．２

０．０

０．５
［０．２］
０．２

［０．１］
０．２

［０．１］
０．０

［０．０］

１．１

０．５

０．６

０．１

１．８
［０．６］
０．７

［０．３］
０．９

［０．３］
０．１

［０．０］

（参考）
ＧＤＰ
ＮＩ

(単位：
兆円程度)

５１１
３７１

６０７
４４１
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別案（パターン２）による結果



医療・介護サービスの需要と供給（１日当たり利用者数等）の見込み

パターン２
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

高度急性期

８０万人 / 日
８６万人 / 日

１６万人 / 日
９７万人 / 日

１６万人 / 日

一般急性期 ２３万人 / 日 ２０万人 / 日

軽度急性期及び
亜急性期・回復期リハ等

４２万人 / 日 ３６万人 / 日

（急性期小計） （８０万人 / 日） （８６万人 / 日） （８２万人 / 日） （９７万人 / 日） （７２万人 / 日）

長期療養（慢性期） ２１万人 / 日 ２４万人 / 日 ２１万人 / 日 ３１万人 / 日 ３４万人 / 日

精神病床 ３１万人 / 日 ３２万人 / 日 ２９万人 / 日 ３４万人 / 日 ２４万人 / 日

（入院小計） （１３３万人 / 日） （１４３万人 / 日） （１３３万人 / 日） （１６２万人 / 日） （１３０万人 / 日）

介護施設
特養
老健（老健＋介護療養）

９２万人 / 日
４８万人 / 日
４４万人 / 日

１１５万人 / 日
６１万人 / 日
５４万人 / 日

１０６万人 / 日
５７万人 / 日
４９万人 / 日

１６１万人 / 日
８６万人 / 日
７５万人 / 日

１３２万人 / 日
７３万人 / 日
５９万人 / 日

（入院・介護施設小計） （２２５万人 / 日） （２５７万人 / 日） （２３８万人 / 日） （３２３万人 / 日） （２６１万人 / 日）

居住系
特定施設
グループホーム

３１万人 / 日
１５万人 / 日
１６万人 / 日

３８万人 / 日
１８万人 / 日
２０万人 / 日

３８万人 / 日
１８万人 / 日
２０万人 / 日

５２万人 / 日
２５万人 / 日
２７万人 / 日

６１万人 / 日
２４万人 / 日
３７万人 / 日

在宅介護
うち小規模多機能
うち定期巡回・随時対応

３０４万人 / 日
５万人 / 日

－

３４２万人 / 日
６万人 / 日

－

３５２万人 / 日
１０万人 / 日

１万人 / 日

４３４万人 / 日
８万人 / 日

－

４５０万人 / 日
４０万人 / 日
１５万人 /日

（居住系・在宅介護小計
うちＧＨ・小規模多機能）

（３３５万人 / 日）
（２１万人 / 日）

（３８０万人 / 日）
（２６万人 / 日）

（３９１万人 / 日）
（３０万人 / 日）

（４８６万人 / 日）
（３５万人 / 日）

（５１１万人 / 日）
（７７万人 / 日）

外来・在宅医療
うち訪問診療等

７９４万人 / 日
１７万人 / 日

８１２万人 / 日
１９万人 / 日

８０７万人 / 日
２３万人 / 日

８２８万人 / 日
２０万人 / 日

８０９万人 / 日
２９万人 / 日

上記利用者（重複あり） （１３５３万人 / 日） （１４４９万人 / 日） （１４３６万人 / 日） （１６３７万人 / 日） （１５８１万人 / 日）

（参考）総人口 １億２７２９万人 １億２６２３万人 １億２１５７万人
31

※現状・現状投影シナリオは医療療養相当、
2025年の改革シナリオは現行一般病床の
長期療養ニーズを含む

※現行医療療養の回復期リハビリ
テーションを含む

（注）パターン１に係る注を参照。

高度急性期 17万人/日
一般急性期 26万人/日
亜急性期等 43万人/日

高度急性期 19万人/日
一般急性期 29万人/日
亜急性期等 49万人/日



医療・介護サービスの需要と供給（必要ベッド数）の見込み

パターン２ 平成23年度
(2011)

平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ

各ニーズの単純な病床換算 地域一般病床を創設

高度急性期

【一般病床】
107万床

75％程度
19～20日程度

【一般病床】
129万床

75％程度
19～20日程度

（参考）
急 性 15 日程度

高度急性 19-20日程度
一般急性 13-14日程度

亜急性ﾘﾊ等 75 日程度
亜急性ﾘﾊ等57～58日程度
長期ﾆｰｽﾞ 190 日程度

※推計値

【高度急性期】
22万床

70％程度
15～16日程度

【高度急性期】
18万床

70％程度
15～16日程度

一般急性期

【一般急性期】
28万床

70％程度
9日程度

【一般急性期】
21万床

70％程度
9日程度

【地域
一般
病床】

21万床
79～80％

程度
17～18日

程度
軽度急性期及び
亜急性期・回復期リハ等

【その他等】
41万床

90％程度
19～20日程度
（うち亜急性期等(6月

未満)は46日程度）

【その他等】
30万床

90％程度
19～20日程度
（うち亜急性期等(6月

未満)は46日程度）

37万床、91％程度
139日程度長期療養（慢性期）

23万床、91％程度
150日程度

34万床、91％程度
150日程度

精神病床 35万床、90%程度
300日程度

37万床、90％程度
300日程度

27万床、90％程度
270日程度

（入院小計）
166万床、80％程度

30～31日程度
202万床、80％程度

30～31日程度
155万床、83～84％程度

24日程度
155万床、83～84％程度

25日程度

介護施設
特養
老健（老健＋介護療養）

92万人分
48万人分
44万人分

161万人分
86万人分
75万人分

132万人分
73万人分
59万人分

居住系
特定施設
グループホーム

31万人分
15万人分
16万人分

52万人分
25万人分
27万人分

61万人分
24万人分
37万人分

（注）パターン１に係る注を参照。

退院患者数
125万人/月

152万人/月

32

29
万人/月

43万人/月

49万人/月

25万人/月

58万人/月

66万人/月

30万人/月



（参考）仮に、平成27(2015)年の各サービスの利用者数から機械的に病床数等を計算した場合

パターン２ 平成23年度
(2011)

平成27(2015)年度

現状投影シナリ
オ

改革シナリオ

各ニーズの単純な病床換算 地域一般病床を創設

高度急性期

【一般病床】
107万床

75％程度
19～20日程度

【一般病床】
114万床

75％程度
19～20日程度

（参考）
急 性 15 日程度

高度急性 19-20日程度
一般急性 13-14日程度

亜急性ﾘﾊ等 75 日程度
亜急性ﾘﾊ等57～58日程度
長期ﾆｰｽﾞ 190 日程度

※推計値

【高度急性期】
22万床

73～74％程度
18～19日程度

【高度急性期】
18万床

73～74％程度
18～19日程度

一般急性期

【一般急性期】
32万床

73～74％程度
12日程度

【一般急性期】
24万床

73～74％程度
12日程度

【地域
一般
病床】

25万床
76～77

％程度
23日程度軽度急性期及び

亜急性期・回復期リハ等

【その他等】
53万床

79～80％程度
25～26日程度
（うち亜急性期等(6月

未満)は54日程度）

【その他等】
40万床

79～80％程度
25～26日程度

（うち亜急性期等(6月
未満)は54日程度）

長期療養（慢性期）
23万床、91％程度

150日程度
27万床、91％程度

150日程度
23万床、91％程度

150日程度

精神病床
35万床、90%程度

300日程度
36万床、90％程度

300日程度
33万床、90％程度
291～292日程度

（入院小計）
166万床、80％程度

30～31日程度
178万床、80％程度

30～31日程度
164万床、81％程度

28～29日程度
164万床、83％程度

29～30日程度

介護施設
特養
老健（老健＋介護療養）

92万人分
48万人分
44万人分

115万人分
61万人分
54万人分

106万人分
57万人分
49万人分

居住系
特定施設
グループホーム

31万人分
15万人分
16万人分

38万人分
18万人分
20万人分

38万人分
18万人分
20万人分

（注）パターン１に係る注を参照。

退院患者数
125万人/月

134万人/月

33

25万人/月

38万
人/月

44万人/月

22万人/月

50万人/月

58万人/月

27万人/月



34

パターン２
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

高度急性期

【一般病床】
約１２９万円 / 月

【一般病床】
約１２９万円 / 月

約１９９万円 / 月

【一般病床】
約１２９万円 / 月

約２４７万円 / 月

一般急性期 約１４５万円 / 月 約１９１万円 / 月

軽度急性期及び
亜急性期・回復期リハ等

約１１６万円 / 月 約１４０万円 / 月

約６５万円 / 月
長期療養（慢性期） 約５３万円 / 月 約５３万円 / 月 約５９万円 / 月 約５３万円 / 月

精神病床 約４７万円 / 月 約４７万円 / 月 約４９万円 / 月 約４７万円 / 月 約５４万円 / 月

介護施設
特養
老健（療養含）

約２９万円 / 月
約３２万円 / 月

約２９万円 / 月
約３１万円 / 月

約３２万円 / 月
約３３万円 / 月

約２９万円 / 月
約３１万円 / 月

約３２万円 / 月
約３４万円 / 月

居住系
特定施設
グループホーム

約１８万円 / 月
約２８万円 / 月

約１８万円 / 月
約２８万円 / 月

約２０万円 / 月
約３０万円 / 月

約１９万円 / 月
約２８万円 / 月

約２０万円 / 月
約３０万円 / 月

在宅介護 約１１万円 / 月 約１１万円 / 月 約１３万円 / 月 約１１万円 / 月 約１７万円 / 月

外来・在宅医療
外来等
在宅医療等

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

約１万円 / 日
約３２万円 / 月

（注）パターン１に係る注を参照。

医療・介護サービスごとの単価の見込み

※各単価は静態価格(2011年度価格) である。



パターン２
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影
シナリオ

改革シナリオ
現状投影
シナリオ

改革シナリオ

医師 ２９万人 ３０～ ３２万人 ２９～ ３０万人 ３３～ ３５万人 ３０～ ３２万人

看護職員 １４１万人 １５１～１５８万人 １５１～１５８万人 １７２～１８１万人 １８４～１９２万人

介護職員 １４０万人 １６１～１６９万人 １６５～１７３万人 ２１３～２２４万人 ２３２～２４４万人

医療その他職員 ８５万人 ９１ ～９５万人 ９０～ ９５万人 １０２～１０７万人 １１２～１１７万人

介護その他職員 ６６万人 ７６～ ８０万人 ７９～ ８４万人 １００～１０５万人 １２５～１３１万人

合計 ４６２万人 ５０９～５３４万人 ５１４～５４０万人 ６２０～６５１万人 ６８３～７１７万人

マンパワーの必要量の見込み

（注）パターン１に係る注を参照。
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（注）パターン１に係る注を参照。

パターン２
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②

医療＋介護
対ＧＤＰ比
対ＮＩ比
名目額

(％程度)
(％程度)
(兆円程度)

９．８
１３．６

４８

１０．８
１４．９

５５

１０．７
１４．８

５５

１１．０
１５．２

５６

１０．９
１５．１

５６

１２．８
１７．７

７８

１２．９
１７．８

７８

１３．５
１８．６

８２

１３．６
１８．７

８２

医療
対ＧＤＰ比
対ＮＩ比
名目額

(％程度)
(％程度)
(兆円程度)

８．１
１１．１

３９

８．７
１２．０

４５

８．６
１１．９

４４

８．８
１２．１

４５

８．７
１２．０

４４

９．９
１３．７

６０

１０．０
１３．８

６１

１０．０
１３．７

６１

１０．０
１３．８

６１

介護
対ＧＤＰ比
対ＮＩ比
名目額

(％程度)
(％程度)
(兆円程度)

１．８
２．４

９

２．１
２．９
１１

２．２
３．１
１１

２．９
４．０
１７

３．５
４．９
２１

（参考）
ＧＤＰ
ＮＩ

(兆円程度)
(兆円程度)

４８４
３５１

５１１
３７１

６０７
４４１

医療・介護サービス費用の見込み
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（注）パターン１に係る注を参照。

パターン２

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

医療の伸び率
ケース①

医療の伸び率
ケース②

医療の伸び率
ケース①

医療の伸び率
ケース②

現状投影シナリオから改革シナリオへの変
化 ＋１．１ 兆円（＋0.2％） ＋１．１ 兆円（＋0.2％） ＋４．０兆円（＋0.7％） ＋４．０兆円（＋0.7％）

【医療】
・入院医療の機能強化
・訪問診療の充実・入院減少に伴う外来増
・平均在院日数の減少等
・外来受診の適正化等（予防、連携、ＩＣＴ等）

（計 ＋０．３ 兆円程度）
＋ １．５ 兆円程度
＋ ０．３ 兆円程度
△ １．１ 兆円程度
△ ０．３ 兆円程度

（計 ＋０．３ 兆円程度）
＋ １．５ 兆円程度
＋ ０．３ 兆円程度
△ １．１ 兆円程度
△ ０．３ 兆円程度

（計 ＋０．１ 兆円程度）
＋ ６．５ 兆円程度
＋ １．１ 兆円程度
△ ５．９ 兆円程度
△ １．５ 兆円程度

（計 ＋０．１ 兆円程度）
＋ ６．５ 兆円程度
＋ １．１ 兆円程度
△ ５．９ 兆円程度
△ １．５ 兆円程度

【介護】
・介護職員の処遇改善
・施設介護のユニット化
・施設から居宅への移行
・グループホームの整備
・居宅サービスの充実
・予防・改善効果
・入院医療の効率化にともない需要増

（計 ＋０．８ 兆円程度）
＋ ０．５ 兆円程度
＋ ０．１ 兆円程度

△ ０．２ 兆円程度
＋ ０．０１ 兆円程度
＋ ０．４ 兆円程度
△ ０．１ 兆円程度
＋ ０．２ 兆円程度

（計 ＋３．９ 兆円程度）
＋ ０．８ 兆円程度
＋ ０．２ 兆円程度
△ ０．８ 兆円程度
＋ ０．２ 兆円程度
＋ ３．３ 兆円程度
△ ０．６ 兆円程度
＋ ０．９ 兆円程度

（参考）充実、重点化・効率化の内訳
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（注）パターン１に係る注を参照。

38

○ パターン１に係る記述を参照。

医療・介護サービス費用の財源（対GDP比）のごく粗い見込み

パターン２
平成23年度

(2011)

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②

医療＋介護
保険料
公費
自己負担

(％程度)
(％程度)
(％程度)
(％程度)

９．８
４．７
３．９
１．３

１０．８
５．１
４．３
１．４

１０．７
５．０
４．３
１．４

１１．０
５．２
４．５
１．４

１０．９
５．１
４．４
１．４

１２．８
５．８
５．５
１．５

１２．９
５．８
５．６
１．６

１３．５
６．０
５．９
１．６

１３．６
６．１
５．９
１．６

医療
保険料
公費
自己負担

(％程度)
(％程度)
(％程度)
(％程度)

８．１
４．０
２．９
１．２

８．７
４．２
３．３
１．２

８．６
４．２
３．２
１．２

８．８
４．３
３．３
１．３

８．７
４．２
３．２
１．２

９．９
４．６
４．０
１．３

１０．０
４．６
４．１
１．３

１０．０
４．６
４．０
１．３

１０．０
４．６
４．１
１．３

介護
保険料
公費
自己負担

(％程度)
(％程度)
(％程度)
(％程度)

１．８
０．７
０．９
０．１

２．１
０．８
１．１
０．２

２．２
０．９
１．２
０．２

２．９
１．２
１．５
０．２

３．５
１．４
１．８
０．３

（参考）
ＧＤＰ
ＮＩ

(兆円程度)
(兆円程度)

４８４
３５１

５１１
３７１

６０７
４４１



（注）パターン１に係る注を参照。
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（参考）財源(対GDP比)の平成23(2011)年度からの変化、シナリオ間の差等

パターン２

平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ 現状投影シナリオ 改革シナリオ

医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②
医療の伸び率

ｹｰｽ①
医療の伸び率

ｹｰｽ②

医療＋介護

保険料

公費

自己負担

(単位：

％程度)

１．０

０．４

０．５

０．１

０．９

０．３

０．５

０．１

１．２
[０．２]
０．５

[０．１]
０．６

[０．１]
０．１

[０．０]

１．１
[０．２]
０．４

[０．１]
０．６

[０．１]
０．１

[０．０]

３．０

１．１

１．７

０．２

３．１

１．１

１．７

０．２

３．７
[０．７]
１．４

[０．３]
２．０

[０．３]
０．３

[０．１]

３．７
[０．７]
１．４

[０．３]
２．１

[０．３]
０．３

[０．１]

医療

保険料

公費

自己負担

(単位：

％程度)

０．７

０．３

０．３

０．１

０．６

０．２

０．３

０．０

０．７
[０．１]
０．３

[０．０]
０．４

[０．０]
０．１

[０．０]

０．６
[０．１]
０．２

[０．０]
０．３

[０．０]
０．１

[０．０]

１．９

０．６

１．１

０．１

１．９

０．６

１．１

０．１

１．９
[０．０]
０．６

[０．０]
１．１

[０．０]
０．１

[０．０]

２．０
[０．０]
０．７

[０．０]
１．１

[０．０]
０．１

[０．０]

介護

保険料

公費

自己負担

(単位：

％程度)

０．３

０．１

０．２

０．０

０．５
［０．２］
０．２

［０．１］
０．２

［０．１］
０．０

［０．０］

１．１

０．５

０．６

０．１

１．８
［０．６］
０．７

［０．３］
０．９

［０．３］
０．１

［０．０］

（参考）
ＧＤＰ
ＮＩ

(単位：
兆円程度)

５１１
３７１

６０７
４４１



（参考１）足下の計数整理等
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○ 本推計では、平成22(2010)年度途中までの各種実績統計及び平成23(2011)年度予算における医療・介護費用の見込み等
を踏まえて計数を整理し、費用推計等の足下としている。また、入院患者数等の計数整理に関して、

ある日の入院患者数 ＝ ある日の新規入（退）院患者数 × 平均在院日数
という関係式を使用する等、一定の計算上のモデル式を使用している。

（具体的な方法）

○ 医療の、入院、入院外、歯科等別の患者数や単価等

・ 「医療費の動向」（厚生労働省、全数統計）における、平成21(2009)年度の入院や入院外の受診延日数を、入院は
365日で除することで、入院外は270日（平日を１、土曜日を0.5として数えた医療機関の稼働日数の概算値）で除する
ことで、ある日の患者数を推計。医療費についても、同調査から平成21(2007)年度の実績ベースの値を把握。

・ 食事や生活療養の費用は入院の費用に含め、薬局調剤医療費は「社会医療診療行為別調査」（厚生労働省）の処方せ
ん発行枚数の比で病院、一般診療所及び歯科診療所別の医療費に按分して加算、訪問看護医療費は同調査の訪問看護指
示料等の算定回数の比で病院及び診療所の医療費に按分して加算。

・ 上記で作成した平成21(2009)年度実績ベースの数値に、「医療費の動向」による平成22(2010)年度上半期の対前年同
期比を乗じ、近年の動向を踏まえて平成22(2010)年度から平成23(2011)年度の患者数は横ばいと仮定し、医療費総額
（国民医療費ベース）が平成23(2011)年度予算ベースの見込み値に一致するよう全体を補正。

・ 一般病床、療養病床、精神病床等ごとの患者数、単価及び平均在院日数等の仮定については、「医療施設調査」「病
院報告」「社会医療診療行為別調査」（いずれも厚生労働省）等から設定。

○ 介護の、施設・在宅別サービス利用者数や単価等

・ 「介護保険事業状況報告」及び「介護給付費実態調査」（いずれも厚生労働省、全数統計）における、平成22(2010)
年途中までの実績を踏まえて、施設・在宅別、要介護度別等のサービス利用者数及び単価等を設定。

・ 平成23(2011)年度末までに行うこととされている施設の充実強化策（年度末までに施設・居住系の定員数の16万人分
程度増加）については、予定通りに進むことを前提として施設利用者数等を推計し、平成23(2011)年度予算ベースの介
護費用に一致するよう全体を補正。
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足下の計数の整理等



○ 将来推計の現状投影シナリオに用いる性・年齢階級別・サービス別の利用者割合

・ 医療については、「患者調査」（厚生労働省、平成20(2008)年）の入院（病床）・外来別、性・年齢階級別の患者数
を使用し、介護については「介護給付費実態調査」（厚生労働省）の施設（施設類型）・在宅別、要介護度別、性・年
齢階級別の利用者数を使用して人口に対するサービス別の利用者割合を作成。

・ これを、平成23(2011)年度までの性・年齢計の利用者数等で補正して、足下の性・年齢階級別・
サービス別の利用者割合を作成。（これを将来人口推計に適用して現状投影シナリオを推計。）

○ 主に病床の機能分化を考える際に必要となる現行の一般病床の内訳

・ 現行の一般病床入院患者のニーズとして、社会保障国民会議の仮定等を踏まえて、高度急性期：一般急性期：亜急性
期・回復期リハ等＝２：５：３ であることを基本的前提として仮定。

・ また、機能分化についての別案として、退院患者のうち手術、放射線治療等を受けた者は４～５割程度であることや、
一般病床の１割程度６月以上入院があること等を踏まえ、

一般急性期（５割相当）のうち概ね２割相当は軽度の急性期のニーズであること
亜急性期・回復期リハ等（３割相当）のうち概ね１割相当程度は慢性期入院ニーズであること

を仮定。

・ 高度急性期相当の現状については、「医療費の動向」（平成21(2009)年度）における大学病院の医療費が5.5万円/日
程度であることを踏まえて、平成23(2011)年度180万円/月程度と仮定。平均在院日数は社会保障国民会議の仮定等を踏
まえて19～20日程度と仮定。

・ 亜急性期・回復期リハ等については、一般病床全体の8割程度の単価と仮定し、平成23(2011)年度100万円/月程度と
仮定。平均在院日数は社会保障国民会議の仮定等を踏まえて75日程度と仮定。

・ 一般急性期については、全体から高度急性期及び亜急性期・回復期リハ等の費用を差し引く形で推計される（平成
23(2011)年度127万円/月程度）。また、平均在院日数は社会保障国民会議の仮定等を踏まえて13～14日程度と仮定。結
果として、一般病床全体の平均在院日数は19～20日程度と計算される（ 近の「病院報告」では、18日台で推移してい
るが、内訳と合計が整合する仮定のセットとして全体でみた場合、一定のものと考えられる）。

・ 一般急性期のうちの軽度急性期のニーズについては単価及び平均在院日数ともに一般急性期と同程度と仮定、亜急性
期・回復期リハ等のうちの長期療養ニーズ（概ね６月以上入院）については、医療療養と同程度から若干高めの単価と、
６月以上入院であることから190日程度の平均在院日数を仮定。
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【足下（2011年度）の計数の整理～本推計のために一定の仮定をおいて整理したもの～】

利用者数/日 新入院発生数/日 平均在院日数 単価 費用総額

（万人） （万人） （日） （万円） （兆円）
医療＋介護 47.6
医療計 39.1
入院計 133 4.4 30.5 98 15.6
一般病床 80 4.1 19.5 129 12.4
（急性期） (56) (3.8) (14.8) (142) (9.6)
（高度急性期） (16) (0.8) (19.5) (180) (3.5)
（一般急性期） (40) (3.0) (13.5) (127) (6.1)
（一般急性期） (24) (1.8) (13.5) (127) (3.7)
（軽度急性期） (16) (1.2) (13.5) (127) (2.4)

（亜急性期・回復期リハ等） (24) (0.3) (74.9) (100) (2.9)
（６月未満） (16) (0.3) (57.5) (118) (2.3)
（６月以上入院） (8) (0.0) (190.0) (65) (0.6)

長期療養 21 0.1 150.0 53 1.4
精神病床 31 0.1 300.0 47 1.8
結核・感染症病床 0.3 0.0 70.0 98 0.0

外来計 794 1.1 23.5
病院系 165 2.0 8.8
一般診療所系 478 0.9 12.0
歯科 151 0.7 2.7

介護計 426 17 8.5
施設・居住系計 123 29 4.2
施設計 92 31 3.4
特養 48 29 1.7
老健（従来型） 35 30 1.2
老健（療養型）／介護療養 9 39 0.4

特定施設 15 18 0.3
GH 16 28 0.5

居宅系 304 11 4.1
地域支援事業 0.2



（参考２）改革の具体的シナリオ
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サービス利用 単価等

高度急性期 高度急性期に医療資源をより手厚く集中投入することにより、平均在院日数について、
現状19～20日程度（医育機関＋ＮＣ病院の平均）から、15～16日程度に短縮（2割程度
短縮）を図る。これを実現するために、医師、看護職員を始めとする人員配置について、

・ チーム医療、早期リハビリ等のためのスタッフの充実強化
・ 医療クラーク、地域連携や診療情報の担当者など診療支援・調整体制の強化

など、現在の一般病床平均と比較しておおむね２倍とする。

これにより、一日あたりの患者も2割程度減少し、高度急性期医療ニーズは、現状投
影シナリオの19万人/日程度から16万人/日程度となる。

減少した3万人/日程度のニーズは、主に治療期間に重点的な医療が提供されること
で術後の在院期間の短縮が図られることによる減少分であり、概ね半分程度は亜急性
期等の病床で対応するニーズに移り、概ね半分程度は在宅医療や外来対応に切り替
わることによる入院需要減と仮定する。

平均在院日数を２割程度短縮するために、
１病床当たり職員数など医療資源投入量を、
ハイケアユニットと比較して1.2倍程度とする。

また、コメディカルや事務職も増えるので、
勤務改善のほか、役割分担（スキルミック
ス）、他の医療機関等との連携も進めやすく
なる。

これは、現在の一般病床平均（約129万円
/月程度）と比較すると、2倍程度（１病床当
たり職員数でみて2倍強程度、単価でみて
1.9倍程度）の水準となる。

■現在のハイケアユニットの単価213万円/
月程度(※1)×(1+0.2×0.8(※2))＝約247万
円/月程度
(※1)ハイケアユニット入院時医学管理料
4500点/日に、検査・投薬・手術等の点数が
2000～3000点/日あるものと仮定して、7000
点/日程度と仮定
(※2)人件費、医薬品、材料及び医療機器等
の割合が約8割と仮定

サービス利用・単価等に係る具体的なシナリオ

具体的な改革のイメージ（パターン１）
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※平成37(2025)年度における改革のイメージ
※単価等の価格は平成23(2011)年度価格



パターン１ サービス利用 単価等

一般急性期 一般急性期に医療資源を集中投入することにより、平均在院日数について、現状13
～14日程度（急性期全体が現状15日程度であることから、高度急性期を19～20日程度
とおくと13～14日程度となる）から、9日程度に短縮（33％程度短縮）を図る。これを実現
するために、医師、看護職員を始めとする人員配置について、

・ チーム医療、早期リハビリ等のためのスタッフの充実強化
・ 医療クラーク、地域連携や診療情報の担当者など診療支援・調整体制の強化

など、現在の一般病床平均と比較しておおむね1.6倍とする。

これにより一日あたりの患者も、33％程度減少し、一般急性期医療ニーズは、現状投
影シナリオの49万人/日程度から33万人/日程度となる。

減少した16万人/日程度のニーズは、主に治療期間に重点的な医療が提供されること
で術後の在院期間の短縮が図られることによる減少分であり、概ね半分程度は亜急性
期等の病床で対応するニーズに移り、概ね半分程度は早期の軽快により外来対応等に
切り替わることによる入院需要減と仮定する。

平均在院日数を33％程度短縮するために、
１病床当たり職員数など医療資源投入量を、
現在の一般病床平均と比較して1.6倍程度と
する。

■現在の一般病床の平均単価129万円/月
程度×(1+0.6×0.8(※)）＝約191万円/月程
度
(※)人件費、医薬品、材料及び医療機器等
の割合が約8割と仮定

亜急性期・回復
期リハ等

急性期の改革により、現状より早期に急性期の病床を退院することになるが、医療必
要度がそれなりに高い状態で退院することとなるので、その受け皿として亜急性期等の
病床の機能強化が重要になる。

また、リハビリの早期開始・強化や、クリティカルパスの推進と職員体制の強化、24時
間対応可能な在宅医療の体制整備等により、概ね2割程度の在院日数の短縮を見込
む。そのため、リハビリ、地域連携、退院時支援等の観点から、コメディカルを中心に３
割程度の増員を図る。

亜急性期等のニーズは、29万人/日程度の現状投影ニーズに、高度急性期及び一般
急性期から移行する11万人/日程度を加え、39万人/日程度となるが、2割程度の期間
短縮効果により8万人/日が軽快する、あるいは長期療養（慢性期）や介護施設等に移
るものと見込む。

減少した8万人/日程度は、1/4程度は長期療養（慢性期）、1/4程度は介護（主に施
設）、1/2程度は早期の軽快により外来対応等に切り替わることによる入院需要減と仮
定する。

亜急性期等においては医療・看護・リハビ
リの必要度が高まること、また、おおむね2割
程度の在院日数の短縮を見込むため、コメ
ディカルを中心に3割程度の増員を図るもの
と仮定する。

■現在の亜急性期等の平均単価100万円/
月程度×(1＋0.3×0.5(※))＝115万円/月程
度
(※)人件費の割合を5割程度と仮定
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パターン１ サービス利用 単価等

長期療養
（慢性期）

医療療養のうち、医療区分１に該当する約25％が介護施設（介護療養から移行した老健
施設）に移行する一方、介護施設（介護療養から移行した老健施設）から、医療区分２及び３
に該当する約28％が医療療養に移行するものと仮定する。（2015年頃まで）

総体として平均的な医療必要度が高まり、医療に重点を置いた長期ケアが提供される。ま
た、リハビリ、栄養管理、口腔ケアなどケアの向上を図りつつ、地域の診療所・介護サービス
等との連携による退院支援を行うこと、24時間対応可能な在宅医療の体制を整備することで
本人の希望により在宅での看取りが出来る体制を強化することにより、概ね１割程度の在院
日数の短縮を見込む。（平成27(2015)年頃から） そのため、リハビリ等に対応するスタッフ、
地域連携の担当者など１割程度の増員を図る。

長期療養のニーズは、31万人/日程度の現状投影ニーズに、亜急性期等からの2万人/日
程度を加え、介護施設との間の移行によるネットでの５万人/日程度の減少を控除して28万
人/日程度となり、さらに在院日数の１割程度の短縮により、25万人/日程度となる。

平均在院日数の短縮に伴い減少した3万人/日は、在宅医療のほか、介護サービスで対応
されるものと仮定する。

医療区分２及び３に特化したことで単価が上
昇し、約59万円/月程度となる。

さらに、コメディカルを中心に１割程度の増員
を図るものと仮定する。

■59万円/月程度×（1+01×0.5(※)）＝62万円
/月程度
(※)人件費の割合を5割程度と仮定

精神科入院 精神病床については、機能に応じた体制の充実とともに、退院支援、アウトリーチ（訪問
支援）等の充実により、在院日数の１割程度短縮及び入院の２割程度の減少を仮定する。こ
うした医療形態の変化に対応するため、コメディカルを中心に３割程度の増員を図る。

精神病床のニーズは、34万人/日程度の現状投影ニーズから、概ね１０万人/日程度減少
し24万人/日程度となる。減少したニーズのうち、認知症５万人／日は介護サービスで対応、
５万人／日は主に在宅ケア・外来対応等となると仮定する。

機能に応じた体制の充実、退院支援やアウト
リーチ（訪問支援）等に対応するため、コメディ
カルを中心に３割程度の増員を図るものと仮
定する。

■47万円/月程度×（1+0.3×0.5（※））＝54万
円/月程度
(※)人件費の割合を5割程度と仮定
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パターン１ サービス利用 単価等

医療から介護へ
の移行等

上記の結果、医療機関の入院ニーズは、162万人/日程度の現状投影ニーズから、33万人/
日程度が介護や外来・在宅医療での対応に移行する。このうち、14万人/日程度は、介護
ニーズが必要になるものと考えられる。

－

介護施設
（特養・老健）

まず、現状投影シナリオにおいて、要介護度別世帯類型別施設入所者数を推計し、要介
護度３以上の施設利用割合（要介護認定者等に対する施設利用者数の割合）が5％程度低
下するものと仮定（要介護２は10％程度、要介護１は2015年度から施設利用せずと仮定）す
る。

その上で、特養は重度者中心、老健は在宅復帰施設であることを念頭に中重度者中心の
利用と仮定。なお、介護療養型老健は医療ニーズが一定程度ある高齢者が利用するものと
仮定し、前記により全体的に重度シフトした施設利用者を現状の要介護度別施設利用者割
合で按分して設定。

さらに、ユニットケアが普及し、老健では5割(平成27(2015)年度は３割)程度が、特養では7
割程度がユニット型となるものと仮定する。

医療から介護に移行する者については、６割が施設を利用するものと仮定する。

介護予防等リスクを軽減する取り組みにより、利用者が3％程度減少するものと仮定する。

要介護度に応じた単価を設定

現行の要介護度の平均で、特養・老健30万
円/月程度、介護療養40万円/月程度を基礎と
して設定

療養型の老人保健施設の単価は従来型の
老人保健施設＋５万円程度と仮定

改革シナリオにおいてはユニット型の普及に
伴い単価が上昇すること及び介護職員の処遇
改善を仮定

居住系
（特定施設・ＧＨ）

認知症への対応のため、グルーホームについて拡充を図ることを仮定する。

具体的には、今後も直近３年間の平均伸び率を維持して整備し続けると仮定する。この結
果、施設を利用しない認知症高齢者（※）のうちグループホームを利用する者の割合が平成
37(2025)年頃までに２割程度まで増加（現行12%程度）し、概ね37万人/日分程度整備される
ものと考えられる。
（※）約200万人を超える程度と推計される。

介護予防等リスクを軽減する取り組みにより、利用者が3％程度減少するものと仮定する。

要介護度に応じた単価を設定

現行の要介護度の平均で、特定施設18～19
万円/月程度、グループホーム28万円/月程度
を基礎として設定

改革シナリオにおいては介護職員の処遇改
善を仮定
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パターン１ サービス利用 単価等

外来・在宅医療 医療・介護の機能分化を進め、早期の退院やなるべく入所の必要性を低くするためには、
外来や在宅医療、在宅ケアの充実強化が不可欠となる。また、精神障害者へのアウトリーチ
支援（訪問支援）体制の整備も必要となる。

医療については、在宅医療の充実を図ることを仮定する。具体的には、現状約16万人程度
の在宅医療・訪問看護の利用者を平成37(2025)年度に29万人程度まで増加するものと仮定
する。

一方、一層効率化を進める要素として、生活習慣病予防、医療機関や医療介護の連携、ＩＣ
Ｔの活用等の取り組みにより、医科外来ニーズ（上記入院ニーズからの外来への移行分を除
く）が、5％程度減少するものと仮定する。

さらに、病院と診療所との役割分担を仮定し、病院の外来・在宅医療の患者数の半分程度
が診療所に移行するものと仮定する。

外来に係る単価は、訪問診療・訪問看護・薬
局調剤医療費も含めて、現行と同様病院2万円
/日程度、診療所0.9万円/日程度と仮定(※)
※医科の平均で1.2万円/日程度、歯科（0.7万
円/日程度と仮定）を合わせて全体の平均で１.1
万円/日程度

在宅医療・訪問看護については、現行の利用
状況から32万円/月程度を仮定

精神科入院から外来・在宅医療に移行する
ニーズについては、平均1.8万円/日程度（週3
日程度の対応）と仮定

医療・介護の連
携と在宅介護

医療・介護の機能分化を進め、効率化をはかるためには、早期の退院やなるべく入所の必
要性を低くすることができるような、外来や在宅医療、在宅ケアの充実強化が不可欠となる。

まず、医療に関して、入院医療に関する職員の増員により地域連携に携わる職員も増員と
なることに加え、中学校区１～２程度に１人程度の割合でMSW等地域における在宅医療連携
に携わる職員の増加を仮定する。

介護については、比較的中重度や認知症のケースでは、限度額に近い利用となるものと仮
定する一方、小規模多機能と定期巡回・随時対応の訪問介護を推進することにより、在宅で
のケアを推進することを仮定する。

小規模多機能については、約40万人分(平成27(2015)年度に10万人分、平成32(2020)年度
に20万人分)を確保。これにより、グループホームの充実と合わせて、認知症対応の充実強
化を図る。定期巡回・随時対応については、15万人分(平成27(2015)年度に1万人分、平成
32(2020)年度に5万人分)を確保し、小規模多機能と合わせて50～60万人程度の在宅ケアを
支えることを仮定する。

介護予防等リスクを軽減する取り組みにより、要介護者等が3％程度減少するものと仮定
する。

要介護度ごとの単価設定

中重度者や認知症のある者を中心に、サー
ビス利用が進むものと仮定

限度額に対する利用割合が、要支援１、２に
ついては毎年１％、要介護１～５については平
成27(2015)年度までは毎年１．５％程度、平成
32(2020)年度までは毎年２％程度、平成
27(2025)年度までは毎年２．５％程度、80%を

上限に上昇するものと仮定。ただし要介護４、５
の単身高齢者や施設から在宅へシフトした者
の単価は限度額相当まで引き上がると仮定

介護職員の処遇改善（賃金の上昇）を織り込
み
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（注）この改革のシナリオは、平成37(2025)年度時点の改革の効果等について整理したものである。平成23(2011)年度（足下）から

平成37(2025)年度の間については、基本的には、平成37(2025)年における改革の効果（例えば、平均在院日数の短縮割合、

それと表裏となる機能強化の程度（単価の上昇割合））を線形で補間して推計。



サービス利用 単価等

高度急性期 （パターン１に同じ） （パターン１に同じ）

一般急性期
（軽度急性期

を除く）

（平均在院日数短縮とその表裏の機能強化については、パターン１に同じ）

一般急性期医療ニーズは、現状投影シナリオの29万人/日程度から20万人/日程度と
なる。

減少した10万人/日程度のニーズは、主に治療期間に重点的な医療が提供されること
で術後の在院期間の短縮が図られることによる減少分であり、概ね半分程度は亜急性
期等の病床で対応するニーズに移り、概ね半分程度は早期の軽快により外来対応等
に切り替わることによる入院需要減と仮定する。

（平均在院日数短縮とその表裏の機能強化
については、パターン１に同じ）

軽度急性期及び
亜急性期・回復
期リハ等（以下
では「亜急性期
等」と表記）

在宅療養患者を含む地域住民の軽症等を中心とする軽度急性期ニーズについて、連携の
観点から亜急性期・回復期等とあわせて、医療資源の投入強化を図る。

特に、急性期の改革により、現状より早期に急性期の病床を退院することになるが、医療
必要度がそれなりに高い状態で退院することとなるので、その受け皿として亜急性期等の病
床の機能強化が重要になる。併せて、在宅療養患者の急性増悪時の対応等も重要になる。

また、政策目標として、リハビリの早期開始・強化や、クリティカルパスの推進と職員体制
の強化により、概ね2割程度の在院日数の短縮を見込む。

亜急性期等のニーズは、49万人/日の現状投影ニーズに加え、高度急性期及び一般急性
期から移行する7万人/日を加え、55万人/日となるが、2割程度の期間短縮効果により11万
人/日が軽快する、あるいは長期療養（慢性期）や介護施設等に移るものと見込む

減少した11万人/日は、1/4程度は長期療養（慢性期）、1/4程度は介護（主に施設）、1/2
程度は早期の軽快により外来対応等に切り替わることによる入院需要減と仮定する。

亜急性期等においては医療・看護・リハビリ
の必要度が高まること、また、おおむね2割程
度の在院日数の短縮を見込むため、コメディカ
ルを中心に3割程度の増員を図るものと仮定す
る。

■ここでの亜急性期等の平均単価112万円/月
程度×(1＋0.3×0.5(※))＝128万円/月程度
(※)人件費の割合を5割程度と仮定

さらに、このうち長期療養ニーズに相当すると考えられる8万人/日程度は、順次、長期療
養（従来の医療療養とは多少異なるカテゴリーになる）に移行するものと仮定する。（平成
27(2015)年頃から）

■移行により亜急性期等の平均単価＝140万
円/月程度を仮定
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別案（パターン２） ※平成37(2025)年度における改革のイメージ
※単価等の価格は平成23(2011)年度価格



パターン２ サービス利用 単価等

長期療養
（慢性期）

（長期療養のうち、現行の医療療養に係る部分については、パターン１に同じ） （長期療養のうち、現行の医療療養に係る部分
については、パターン１に同じ）

亜急性期等の中から、長期療養ニーズに相当すると考えられる8万人/日程度（現状投影
に比べて２割程度の平均在院日数短縮を仮定したもの）が、長期療養（従来の医療療養と
は多少異なるカテゴリーになる）に移行してくるものと仮定するので（平成27(2015)年頃から）、
これと現行の医療療養に相当する分とを合わせて長期療養ニーズは概ね34万人/日となる。

長期療養全体の平均単価としては、１割程度
の職員増加を見込んだ現行の医療療養に係る
単価と、３割程度の職員増加を見込んだ現行
の一般病床の長期入院の単価との平均で約
65万円/月程度と仮定する。

精神病床 （パターン１に同じ） （パターン１に同じ）

医療から介護へ
の移行等

上記の結果、医療機関の入院ニーズは、162万人/日程度の現状投影ニーズから、32万人/
日程度が介護や外来・在宅医療での対応に移行する。このうち、15万人/日程度は、介護
ニーズが必要になるものと考えられる。

－

介護施設
（特養・老健）

（基本的に、パターン１に同じ） （基本的に、パターン１に同じ）

居住系
（GH・特定施設）

外来・在宅医療

在宅ケアその他
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（注）パターン１に係る注を参照。



（参考３）医療の伸び率の補足
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（医療の伸び率ケース①のＡについて）

○ 近年（平成17(2005)～21(2009)年度）の医療費の伸び率から人口増減及び高齢化の影響を除いた部
分（医療の高度化等や自然増といわれる）をみると、年率1.5％程度。【資料１参照】

○ これには、同期間における、平均在院日数の減少（全病床でみて36日程度→33日程度）、後発医薬
品の使用促進（調剤医療費の数量ベースでみて14％程度→19％程度）、長期投薬の制限緩和等を背景
とした外来受診延日数の減少等の影響が含まれており、この伸び率で伸ばすと、これらの傾向も将来
に投影することとなる。

○ 本シミュレーションでは、社会保障国民会議におけるシミュレーションの仮定を踏襲し、
・ 今後の平均在院日数の短縮は病床当たり医療資源の投入量の相当な強化により行われるものと、
・ 今後の外来受診延日数については、近年の減少傾向は織り込まず、別途生活習慣病対策の推進等

により適正化を図るものと、
仮定するので、平成17～21年における平均在院日数の短縮や外来受診延日数の減少が医療費の伸び率
に及ぼしたと考えられる大きさのうち、一定の仮定のもとで推計可能な部分を見込んで加えると、年
率1.9％程度。

（※１）平均在院日数の短縮については【資料２】を参照。
（※２）外来受診延日数の減少については、

・ 平成17～平成21年度の外来（医科入院外）受診延日数の対前年減少数を累計すると８千万日程度。これが長期投薬の制
限緩和を背景としたものと考えれば、全体としてみた場合の診療や投薬の量にはそれほどの変化はない可能性がある。一
方、少なくとも、受診延日数の減少に対応する再診料は減少している可能性がある。

・ 1回当たり再診料は平均で900円程度なので、上記８千万日程度にこれを乗じて５で割り、医療費総額（この間30兆円台
前半から半ばで推移）に対する割合をみると、概ね0.05％程度

○ 後発医薬品の使用促進の効果については、現時点において明確な目標年次と目標値を設定しにくい
が、上記の伸び率の仮定の中に、今後も、調剤医療費の数量ベースでみたときに、年率１％ポイント
程度は後発発医薬品の割合の上昇が続いていくという仮定が含まれていることとなる。
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（医療の伸び率ケース①のＢについて）

○ 過去、診療報酬改定と経済成長率との間には、５年程度のタイムラグのもとで、一定の相関がある
ことが明らかになっている。昭和60(1985)～平成22(2010)年のデータを用いて、２年移動平均の処理
を行ってみると、概ね次のようになる。【資料３参照】

診療報酬改定率（本体、％） ＝ １／３ ×経済成長率（５年前、％）＋０．２％程度
診療報酬改定率（ネット、％） ＝ ０．２７×経済成長率（５年前、％）－０．７％程度

○ 今回、将来の経済成長率を診療報酬改定率に反映させるモデルを仮定するにあたっては、
・ ５年前の経済成長率に機械的に連動すると仮定すると、平成24(2012)～26(2014)年頃の改定には

平成20(2008)年秋以降の大幅なマイナスの経済成長率（名目GDP成長率でみて、平成20(2008)年度
△4.2％程度、平成21(2009)年度△3.7％程度）を機械的に反映することを仮定することになること、

・ 過去については、経済成長率の高い時期と薬価差が相当程度大きな時期が重なっており、ネット
でみた場合の回帰式の傾きが相対的に小さくなっている要因となっていること、

・ 近年は経済成長率が極めて小さい中で改定を行ってきていること、薬価差は減少し近年は横ばい
傾向であること、今後後発医薬品の使用が進む等の変化が考えられることなどを考えると、今後の
中長期的な改定の詳細を予め予測することは困難なこと、

等を勘案して、次のようなモデルを設定。（当年度の経済成長率がゼロならネットの改定率もゼロ、
プラスならプラス、マイナスならマイナスという仮定をおいていることとなる。）

診療報酬改定率（ネット、％） ＝ １／３×経済成長率（当年度、％）

（医療の伸び率ケース①のＣについて）

○ 前期Ａの考え方にある通り、Ａの中に、今後も後発医薬品の使用量が傾向的に増大するという一定
の効率化の要素が含まれていることとなるが、社会保障国民会議のシミュレーションにおいて仮定さ
れていた、医薬品や医療機器等に係るさらなる効率化努力として年率０．１％程度の伸び率の低減を
仮定。
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医療費の伸びの要因分解 －メディアスによる伸び率分析

平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度
平成17～
21年度平均

(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2005～2009)

総
計

１人当たり医療費 ① 3.0% -0.9% 1.9% 1.9% 3.1% 0.1% 3.1% 1.9% 3.6% 2.4%

診療報酬改定 ② -2.7% -1.0% -3.16% -0.82% -0.8%

高齢化の影響 ③ 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.9% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6%

その他 （①－②－③）

・医療の高度化
・患者負担の見直し 等

1.4% 0.1% 0.3% 1.3% 1.2% 1.8% 1.4% 1.2% 2.1% 1.5%

70
歳
未
満

１人当たり医療費 ① 2.1% -1.2% 0.4% 0.9% 1.5% -0.9% 1.6% 1.9% 2.7% 1.4%

診療報酬改定 ② -2.7% -1.0% -3.16% -0.82% -0.8%

高齢化の影響 ③ 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.2% 0.6% 0.7% 0.9% 0.6%

その他 （①－②－③）

・医療の高度化
・患者負担の見直し 等

1.5% 0.8% -0.2% 1.3% 0.8% 2.1% 1.0% 2.0% 1.7% 1.5%

70
歳
以
上

１人当たり医療費 ① 1.3% -3.6% 0.9% 0.2% 2.0% -1.5% 2.1% -0.1% 2.5% 1.0%

診療報酬改定 ② -2.7% -1.0% -3.16% -0.82% -0.8%

高齢化の影響 ③ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%

その他 （①－②－③）

・医療の高度化
・患者負担の見直し 等

1.0% -1.1% 0.7% 1.0% 1.8% 1.4% 1.8% 0.4% 2.1% 1.5%

備 考

H14.10
高齢者1割
負担の徹底

H15.4
被用者本人
3割負担 等

H18.10
現役並み所
得を有する
高齢者3割負
担 等

H20.4
未就学者2割
負担

注1:70歳以上、70歳未満は医療保険分、総計は医療保険と公費負担医療の合計。

2:老人保健又は後期高齢者医療に適用される65～69歳の障害認定者は、70歳以上に含まれており70歳未満には含まれていない。

3:高齢化の影響は、平成19年度の年齢階級別（５歳階級）医療保険医療費と年齢階級別（５歳階級）人口から推計。

4:医療費の伸び率は審査支払機関で審査した医療費であり、現金払いの療養費等を含まず。

資料１
（第11回高齢者医療制度改革会議資料）
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○　平均在院日数の推移（病院報告）

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
平成17～21年

平均

平均在院日数 全病床 35.7 34.7 34.1 33.8 33.2 －

介護療養病床除く 32.2 31.7 31.6 31.3 －

-1.7% -2.8% -1.6% -0.3% -0.9% -1.5%

注：平均在院日数の短縮率は、平成17,18年は全病床、平成19～21年は介護療養病床を除くもの。

○　平均在院日数短縮による医療費への影響

-0.8% -1.3% -0.7% -0.1% -0.4% -0.7%

1,000 1,700 1,000 200 600 900

-0.3% -0.5% -0.3% -0.1% -0.2% -0.3%

平均在院日数短縮による国民医療費の伸び率への影響

（※）　平均在院日数と入院医療費の関係

　○　平均在院日数が短い都道府県は、1日当たり入院医療費が高い傾向があり、累乗近似をとると次の関係がみられる。

　　　　ｙ＝184190 x-0.539 （ｘ：平均在院日数、ｙ：1日当たり医療費、決定係数(R2)：0.866、（平成21年））

　　→　よって、入院医療費の水準（＝ｘ・ｙ）と平均在院日数との関係式は　ｘ・ｙ＝184190 x0.461　となり、この関係式に従えば、

　　　　平均在院日数がS倍になると入院医療費はS0.461倍になると見込まれる。

入院医療費の削減額（億円）

入院医療費の減少率　B　（※）

平均在院日数の短縮率　Ａ

国民医療費の減少率（ = B×40%(入院割合)）

資料２
（平均在院日数と医療費の伸び率～近年の状況）
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○ 平成17年度から平成21年度までの平均
在院日数の短縮及びそれに対応する１日当
たり医療費の増加が医療費の伸びに及ぼし
た影響を一定の前提の元で見込むと、ネッ
トでみて、年率△0.3％程度
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○ 医療費の伸びのうち、診療報酬改定率と経済成長率
との間には、５年程度のタイムラグの元で強い相関が
あることが明らかになっている。

○ ただし、この回帰式は
・ 経済成長率の概ね３割程度のみの反映
・ 過去には、最近の状況に比べて、薬価差が相当程

度大きかった時期があること
等に留意が必要。

資料３ （診療報酬改定と経済の相関等）

y = 0.2681 x - 0.0067 

R² = 0.7812 

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%
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率
（
2
年
平
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）

１人当たり経済成長率（2年平均）

診療報酬改定率と1人当たり経済成長率の関係（タイムラグ：５年）
－ 1986～2010年度（25年間） －

改定率 1986年

成長率 1981年改定率 2010年

成長率 2005年

※ ２年平均は、前年度の率と当年度の率との単純平均

y = 0.3338 x + 0.0020 

R² = 0.7662 

-1.0%

-0.5%
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1.0%

1.5%

2.0%

2.5%
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（
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均
）

１人当たり経済成長率（2年平均）

診療報酬改定率（本体）のみでみた場合（タイムラグ：５年）
－ 1986～2010年度（25年間） －

改定率 1986年

成長率 1981年

改定率 2010年

成長率 2005年

※ ２年平均は、前年度の率と当年度の率との単純平均

y = -0.0656 x - 0.0087 

R² = 0.2378 

-2.0%

-1.8%

-1.6%

-1.4%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
薬
価
等
の
引
下
率

（
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）

１人当たり経済成長率（2年平均）

薬価等の引下率（医療費ベース）でみた場合（タイムラグ：５年）
－ 1986～2010年度（25年間） －

改定率 1986年

成長率 1981年

改定率 2010年

成長率 2005年

※ ２年平均は、前年度の率と当年度の率との単純平均
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（最近の薬価差、薬剤費、薬剤比率の動向）

○ 近年薬価差は縮小し、下げ止まり傾向。

○ 累次の薬価改定により薬剤比率は低下してきたが、近年は概ね横ばいから微増。

資料４
（ 近の薬価差等の動向）
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資料５ （国民医療費の増加率の要因と賃金・物価の動向）

▲6%

▲4%

▲2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

昭和60年度 昭和62年度 平成元年度 平成3年度 平成5年度 平成7年度 平成9年度 平成11年度 平成13年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成21年度

国民医療費の増加率の要因，賃金・物価の伸び率の平均

人口増減

年齢構成の変化

その他

賃金と物価の伸び率の平均

※１．国民医療費の増加率の要因は1985～2008年度までは厚生労働省大臣官房統計情報部「国民医療費」、2009年度は、

厚生労働省保険局「医療費の動向」等により作成した見込み値である。

※２．賃金と物価の伸び率の平均は、厚生労働省大臣官房統計情報部「毎月勤労統計調査」による「きまって支給する給与」の伸び率

と消費者物価指数の上昇率との単純平均である。

○ その他には、診療報酬改定の影響が含まれるほか、比較的大きな患者負担の

見直し等の影響に留意が必要。

・ 昭和５９年１０月：被用者保険本人１割負担

・ 平成 ９年 ９月：被用者保険本人２割負担、入院外薬剤支給の一部負担

・ 平成１２年 ４月：介護保険制度創設

・ 平成１４年１０月：老人保健定律１割負担の徹底

・ 平成１５年 ４月：被用者保険本人３割負担 など

【中長期的動向】

昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

(1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009)

（見込み）

国民医療費（伸び率） 6.1% 6.6% 5.9% 3.8% 5.2% 4.5% 5.9% 7.6% 3.8% 5.9% 4.5% 5.6% 1.6% 2.3% 3.8% ▲1.8% 3.2% ▲0.5% 1.9% 1.8% 3.2% ▲0.0% 3.0% 2.0% 3.5%

人口増減 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% ▲0.1% ▲0.1%

高齢化 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.8% 1.3% 1.5% 1.4% 1.4%

その他（α） 4.2% 4.8% 4.1% 2.1% 3.4% 2.5% 4.0% 5.5% 2.0% 4.1% 2.4% 3.5% ▲0.3% 0.4% 1.9% ▲3.6% 1.2% ▲2.2% 0.1% 0.3% 1.3% ▲1.3% 1.5% 0.6% 2.3%

診療報酬改定 1.2% 0.7% 0% 0.5% 0.76% 1.0% 0% 2.5% 0% 1.95% 0.75% 0.8% 0.38% ▲1.3% 0% 0.2% 0% ▲2.7% 0% ▲1.0% 0% ▲3.16% 0% ▲0.82% 0%

その他 2.9% 4.0% 4.1% 1.5% 2.7% 1.5% 4.0% 3.0% 2.0% 2.1% 1.7% 2.7% ▲0.7% 1.8% 1.9% ▲3.8% 1.3% 0.5% 0.1% 1.3% 1.3% 1.9% 1.5% 1.5% 2.3%

きまって支給する給与（伸び率） 3.5% 2.3% 2.5% 3.3% 3.3% 4.0% 3.9% 2.1% 1.4% 2.2% 1.4% 1.4% 1.0% ▲0.5% 0.1% 0.1% ▲1.4% ▲1.3% ▲0.4% ▲0.4% 0.5% ▲0.2% ▲0.3% ▲0.9% ▲1.5%

消費者物価指数（CPI）（伸び率） 1.9% 0.0% 0.5% 0.8% 2.9% 3.3% 2.8% 1.6% 1.2% 0.4% ▲0.1% 0.4% 2.0% 0.2% ▲0.5% ▲0.5% ▲1.0% ▲0.6% ▲0.2% ▲0.1% ▲0.1% 0.2% 0.4% 1.1% ▲1.7%

（きま給＋CPI）/2　（β） 2.7% 1.2% 1.5% 2.1% 3.1% 3.7% 3.4% 1.9% 1.3% 1.3% 0.7% 0.9% 1.5% ▲0.2% ▲0.2% ▲0.2% ▲1.2% ▲1.0% ▲0.3% ▲0.3% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% ▲1.6%

α－β 1.5% 3.6% 2.6% 0.0% 0.3% ▲1.2% 0.7% 3.7% 0.7% 2.8% 1.8% 2.6% ▲1.8% 0.6% 2.1% ▲3.4% 2.4% ▲1.3% 0.4% 0.5% 1.1% ▲1.3% 1.5% 0.5% 3.9%

【α－βの期間平均】 【参考】左記②において、大きな患者負担見直し期等とした年度

　①　中長期的動向（1985～2009） 1.0% 　・　昭和60年度：昭和59年10月に被用者保険本人１割負担

　②　①から大きな患者負担見直し期・介護創設時を除いた場合 1.5% 　・　平成9～11年度：平成9年9月に被用者保険本人２割負担、入院外薬剤支給に一部負担（平成11年7月に老人保健分は臨時特例措置）

　③　②について2000年以降でみた場合 1.2% 　・　平成12年度：平成12年4月に介護保険制度創設

　④　③について2004～2007年でみた場合 0.4% 　・　平成14年度：平成14年10月に老人保健定率１割負担徹底

　⑤　③について2004～2009年でみた場合 1.0% 　・　平成15年度：平成15年4月に被用者保険本人３割負担

資料等：国民医療費の伸び率及びその要因内訳は、平成20年度までは厚生労働省大臣官房統計情報部「国民医療費」。平成21年度は厚生労働省保険局「医療費の動向」（平成20年4月～平成21年12月）等により作成した見込み値である。

　　　　きまって支給する給与は厚生労働省大臣官房統計情報部「毎月勤労統計調査」（平成2年度までは規模30人以上、平成3年以降は規模５人以上事業所、就業者計）による。

　　　　消費者物価指数は総務省統計局による。
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社会保障改革案<個別分野における主な改革項目>及び別

紙 1 ｢社会保障改革の具体策､工程及び費用試算｣に係る

l 子ども･子育て

～ 子ども ･子育て新システムについて ～

基 本 的 考 え 方･;.i.- ∫ : E ヨ 聖 ≡ ヨ

⊂==〉 Um :7=.:I I -A :-;

lS芸 …憲 忘至芸芸㌫ 忘孟もに不足 1[=- i?芸;≡:芸孟宗芸?芸≡諾 冨ア慧 買取 支援の充実 l

lS警 芸讐 警 官≡k警芸琵禁 三言孟買…戸よ芸;楓 E-⇒ ○讐 器 袈 こよ｡.棚 児工を臥 男女が神 てと脚 を両立で l

改革案の具体的内容 (ポイン ト)
Iすべての子 どもへの長井な成棚 を保辞 し 出 仕で子 ども .手書てを支一暮

.om btla_-::三= sAAJ = '棚 投' [ ; 慧 …選 芸 ≡よ≡:の-休暇〇千慧 霊 芝 竺諾 ≡慧 忘 弧 鰍 サービスを如 く還 ⊃慣 習,

o'F 憲 芸 莞 :Erii:a:n?aT:T'慧 関係団体. 頑 -

幸 葦 宣 言 法 - 'Itt∴ 童 学 芸
○政府の推進㈱ 一財iZFを一元化 t手とU ._こどぶ ;諾E諾芸-.".㌫i蒜チエ 温 州 ,.日 ,



Ii-子ども手 当(現金 ) - 出産 塙 児に係る休 業に伴う給付 (仮称) !Il l

≡ . 地域子育て支援事 業 (仮称, l こども園給付 (仮称' !

瞳 芸芸三三芸 三……慧 芸tR3%芸LiT,* こ:t'nte:i:hF堅 ('認 諾 濫 読 漂 …

: 訪問事業､児童館等 …

: .市町村の独自給付 ■ 地域型保育給付 (仮 称) !

童 ,小規模保育.家庭的保育､居宅鯛 型保育､事業所内保育 jl

…I 妊婦健診 ● 延長保育事 業､病児 痛 後児保育事業 …ll

… . 放課後児童クラブ 星
こども園給付(仮称)及び地域型保育給付(仮称)の仕組み l

L利用者_a)_星択L=_暮づく給付の.保幹 l 多.#な_+兼者の我人Jgよるサ-.ビス益虫の並甘 l

l ll llO サ-ビスの確実な保障-市町村による王空走 llO 指定事業者の仕組みのgl入 l
:○ 市町村関与の下､利用者と事業者の間の公的契約(仮称) :: (多様なサ-ビス類型ごとの基準) :

:○ 市町村が適切なサービスの確実な利用を支援 :;○ イコールフッティング :
IO 利用者補助方式と公定価格を基本とした現物給付 日 .施設整備費の在り方の見直し等 l
: -.サービスの多様化の観点を踏まえた柔軟な制度投計と多 ::○ 撤退規制､情報開示等のルール化 :
i 様なサービスの特性への配慮 lllO質の向上の検肘 :

【参 考 :給 付 と事 業 の 区 分 】

子 ども･子 育 て 支 援 給 付 (仮 称 )

(個人に対する給付として実施するもの)

■ 子 ども手 当

■ こども園給付 (仮称 )

こども園(伍称)
総合施設(債称)､幼稚園､保育所､それ以外の客観
的な基準を満たした施股をこども圏(仮称)として指定

● 地域型保育給付 (仮称 )

･小規模保育､家庭的保育､居宅訪問型保育､事実所内保育

■ 出産 ･育児に係る休 業に伴う給付 (仮称)

子 ども･子 育 て支 援 事 業 (仮 称 )

(市町村の事兼として実施するもの)

■ 地域子育て支援事 業 (仮称)

(※)都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施.

1地域子育て支援拠点事業､一時預かり､乳児家庭全戸
訪問事業､児童館等

･市町村の独自給付

■ 延長保育事 業､病児 ･病後児保育事 業など

■ 放課後児童クラブ

■ 妊婦健診



新 シ ス テ ム の 実 施 に 向 け た 考 え 方

○ 潜 在 ニー ズを含 む 保 育 等 の 量 的拡 充 は ､最 優 先 で実 施す べ き喫 緊 の課 題 .

○ これ と併 せ て､職 員 配 置 の 充 実 など必 要 な事 項 につ いて､子 ども.子 育 て新 システム の制 度 の 実 施

【主な内容】

J 保 育 ､放 課 後 児 童 クラブ､地 域 子 育 て支 援 ､社 会 的養 護 等 の量 的 拡 充 ※子ども.子育てビジョンベース

■ 0-2歳 児 保 育 の 体 制 強 化 による待機 児 童 の解 消
･現在の幼稚園の0-2歳児保育への参入の促進
･小規模保育など新たなサービス類型を創設
･長時間の保育ニーズ-の対応･延長保育の充実 等

■ 質 の 高 い学 校 教 育 ･保 育 の 実 現 (幼 保 一 体 化 の 推 進 )

･3歳児を中心とした配置基準の改善

･病児･病後児保育､休 日保育の充実

･地域支援や療育支援の充実

･給付の一体化に伴う所要の措置 等

■ 総 合 的 な子 育 て支 援 の 充 実

･子育て支援コーディネーターによる利用支援の充実 等

■ 放 課 後 児 童 クラブの 充 実

■ 社 会 的養 護 の 充 実

yl上記のほか.更なる東の向上のため､書Aの処遇の更なる改善､長時仰の保育二-ズへの更なる対応等に取LJ軸む.
※2 財源は.税制抜本改革以外の財源も含めて検討｡
X･3 新システムの施策については､韓付等r=応じて公千･事♯圭拠出により負担.具体的には挨肘中,
※4 上妃の追加所要額には.施設珪備tは含まない｡
IX5指定制の帝人による保育等への多様な事業主体の事大を促進｡(箕を確保するための基準とあわせて賞の改善をEg)る｡)

(注)ここでTうr学収教書｣とは､学校赦書法に位t付けられる小学校就学前の子どもを対*とする教書(幼児期の学校教書)を書い.r保書｣とは児*稚祉法に位t付けられる宇L胡児
を対kとした保書を書う.

..一三▲.L_ _ 幼 保 一 体 化 の 具 体 的 な 仕 組 み に つ い てl

<具体的仕組み>

○ 給 付 シ ス テ ム の 一 体 化

～ 子 ども t子 育 て 新 シ ス テ ム の 創 設 ～

･地 域 にお ける学 校 数 育 .保 育 の計 画 的 整 備

-市 町 村 新 システム 事 業計 画 の 策 定 ～
市町村は､地域における学校教育 .保育の熊襲をはじ
め､子どt).子育てに係る需要の見込み及び見込丑の
確保のための方策等を内容とする五馳 星互生垂
豊艶直.胤 ._皇整定する.

L多様 な保 育 事 業 の 量 的 拡 大- 指 定 制 度 の 導 入 -

客観的基準を満たした施設及び多様な保育事業-の財政措置を行 ー>とにより 多様な事叢者の保育事業-
フー ｣ ､の参入をイLF推し_A的拡大をEi1る｡

･給 付 の 一 体 化 及 び 強 化- こども園 給 付 (仮 称 )の創 設 等 ～

学校教育 .保育に係る給付を一体化した三_とも且組
｣塵亜L皇血塗することにより,幼児教育 .保育に関
する財政措骨に関する二雷行政の鯨消及び公平性の確

鎧皇国丘.

○ 塵 豊 里 = 鮎

～ 総 合 施 設 (仮 称 )の 創 設 -
学校教育 .保育及び家庭における養育支援を-体的に

質 の 高 い 学 校 教 育 ･保 育 の 一 体 的 提 供
･地域における学校数百･保育の計樹的艶lA'l'i及び総合施ait
(仮称)等により､質の確保された学校教育･保Iffが一一体
的に1,ri!供｡

･配は基畔の見直し等により.学校教育･保育の質がさらに
向上｡

保 育 の 量 的 拡 大
･幼印矧から総合施設(仮称)-の移行により､保育が量的
に拡大O

･客観的基準を満たした施設及び保育ママ等の多様な保育
事業への財政相旺(指定制)により､保TFが丑的に拡大｡
待機児童解消にも貢献｡

家 庭 に お け る 養 育 支 援 の 充 実
･幼稚園.保育所から総合施設(仮称)-の移行及び地域子
育て支援事業等の推進等により.家庭における養育の支
横機能が強化.



地域における幼児教育･保育の計画的な整備(イメージ)

軍埜雪空
市町村新システム事業計画(仮称)

子ども.子育て支援給付(仮称)

こども園 (榊 )- 指 定 に より､こども恥 付 く仮 称 'の 対 象 ※ 芸誓…冨…………事着 - 塁芸 妄謎 (若 &

地域子育て支援拠点事業等

減 fT玉村tは_Kの捜qtのための書tL的な▲叶をytたし1=K牧.JL体的l=rt､拙合XB(長持).幼fttL fET桁.それ以外の等根的な益ZLを5Aたした島牧.杜今
生tL(乍称)とは.従兵rこどもdg(長持))と称していた半枚87とiLT及び*由l=おけも暮tの文雄を-体的1=提供するktk.その名称については_今故tA肘.

社会的義龍の現状

保 捷 者 の ない児jE､被 JI待 児 など家庭 環境 上兼株 を必要 とする児i などに対 し､公的なJE任 として､社会 的 に兼性 を行う｡

対 女 児壬 は ､約4万7千 人｡この うち,児jE養護施政 は約3万人 ｡

里親 家庭における暮書を里親に委託 t♯ItLtL fFt1書や 手托児I救 ファミリー 兼青春の住居において家庭的蓑ホーム はを行う(定見5-6名)7.180人 2.837人 3,836人

区分(皇統は五枚丑fI書りー 泰 7f 里 親 5.823人 2.296人 3.028人 ホ ー ム 散 49か所

専 門 里 親 548人 133人 140̂

養子林立里籾 1.451̂ 178人 159人 軍紀児受払 219人

施設 乳児扶 児I*鷹 枯枝 fr**書 児 ' 児暮 自立支ai 母子生 活支捷 自立捷助頬抽治書誌投 島牧 書 ホーム

対 ■ 児 ▲ 軽度のt*緒挿書を 載棟教書を終了し有する児亜

その他環境上木枕 る児壬及び家応環 丑秦旺施股等を退

を含む) 牧その他の環境上I ぴその者の藍はすべき児丘 所した児立等

島 牧 故 124か所 575か所 33か所 58か所 272か所 59か所

定A 3.794̂ 34.569̂ 1.539人 4.043人 5.430世帯 399人

机A 2,968人 30.594人 1.111̂ 1.545人 4.002世帯児童5.897人 283人

小★+クループケア

地域小*+兄t暮fBJ2

資料 編祉行政柏告例(平成22年3月末現在)
※■JLaは､社会絹祉振放等PI主格告(平成20年10月18現在)
※児王自立支捷姑没は_国立2推投を含む(棄庇括杜課的)
※自立援助ホームは_家旺拝礼拝Pl(施放散は平成21年3月末現在､その他は同年3月1日現在)

※小規扶グループケア､地域小規牲児童兼艮施設は家庭舶▲旺m(平成22年3月末現在)

4



各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較(2007年)
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日本 日本 アメリカ カナダ イタリア ドイツ フランス イギリス スウェーデ

(チビも手当 ン
(l万3000円)ir入社)

※ 1年間1:万3000 円支給と仮定

(注)｢子ども手当(1万3000円)導入後｣は､家族手当書削こついて児空手当(2007年度9,846億円)を23年度当初予算における

子ども手当給付鏡(2兆9,356億円)から上積み分(2,085億円)を減鎖したもの(2兆7.271億円)に単純に置き換えて試算したもの

(資料)OECDSoclalExpendltureDatabase(VerslonNovember2008)2010_119取得データ 等

○ 現物給付の年次推移

<費用区分別>

x H23年齢 こおいて. 待4*児暮A8消書のための★用を rその他Jr=計上.(+桝 00億円)(★用区分別)

※ 上髭の追加★用ri同 地方にてⅠ十上している. (肝要純度胡合別)

(単位 せ円)
<財源構成割合別>

(単位 QE円)

0 5,000 10.000 15,000 20,000 251000 30,000 0 5･000 10′000 15,000 20･000 25･000 301000
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｢主監邑･子膏rJitBZt/｣

｢地 域 の 子 育 て 力 ｣を 重 税

｢男 性 の 育 児 垂 加 ｣を 重 視

80[霊 > (-
社 会 全体 で子 育てを支 える

_一一_lil_偲A_q2_急 呈.q?真 現 _i?

〇千どもが主人公(チルドレン･ファースト)

Or少子化対策lから｢子ども･子育て支援｣へ

○生活と仕事と子育ての調和(M字カーブを台形型へ)

= ≪子 育 て家 庭等 へ の支援 ≫ ･一･､ ′≪保育 サ ー ビス等 の基盤 整備 ≫ --
･子ども手当の創股

･高校の実許無nE化

･児主扶兼手当を父子家庭にも支給

･生活保性の母子加井

檀 ::貰 .r'.:r'.;:ご｣ .1::.I: r:::;.I.≡.～
:支援のための包括約･一体的な制度

It､の構築に向けた検討

○潜在的な保育ニーズに対応した良書サービスの拡充

<保書サービスを受けている子どもの羽合>

〔現状〕 3放未満児の4AにÎ (24%) 旺砂 〔H26) 3歳未満児の3̂ に7人(35%)

｡放拝後児藍 .fPî:=小工 芸 還 付 【H器〕 軍 溝児 214012i^̂ 〕〔現状〕 5̂ に7人(81万人) 3̂ に7人(111万人)

○次世代控定マーク(くるみん)の取締促進(652企兼⇒2,000企業)

○入札手続き等における対応の検討(企集斉力の反映などインセンティブ付与)

○すべての中学校区に地域子育て支援拠点を鼓備(7.100か所⇒10.000か所)
○商店街の空き店舗や学校の余裕教皇･幼稚園の活用

○男性の育児休兼取締を促進

〔現状〕 男性書児休暮取II串 7.23% 吟
○究性の育児歩加を促進

･現状〕男6諾gi7%+.芸㌫ 柑 ･0分 喧〉

主 な敬 値 目標 等

笹 う 〔現状〕 〔H26日tlq〕

ONICU(新生児集中,台■管理室)病床数 212床 ⇒ 25-30床
(出生1万人当たり)

○不妊書門相蚊センター 55甘■rM市⇒ 全811佃■nlTa7T中嬢TFI

空 夢 〔現状) 〔H26日は書〕

○平田昼間02浩 三60,tIsi,TP.=雪諾王; (752,,155.̂%,,⇒(1&4,,1̂75(!5%,,
○旺Jt等の保持サ-ビス 79万人 ⇒ 96万人
○病児･病は児保7f(qiペ8牡) 31万E] ⇒ 200万EI
O控定ことも固 358か所 ⇒ 2CXX)か所以上O-t24)
○故は後児暮クラブ 81万人 ⇒ 111万人

専 〔伽 〕 〔側 唾〕

○里親等苧託率 104% ⇒ 16%
○児i土LI施投等における小規壬*クループケア 446か所 ⇒ 800力､所

lH29] 10%･+*TH

〔H29〕 782時Pq30分･●書114

藍 の脚 合

(現状〕 〔H26日は岳つ

10% ⇒ 半沌0129) +書■刺L
○男性の汚児休集即iI申 123% ⇒ 10%oゼ9)'rI?M
O6汝未満の子ともをもつ男性の書児家事 60分 ⇒ 2時間30分oセ9)
関連時間(11∋当たり) 川部U



子ども ･子育て新システム検討会議体制図

少子化社会対策会議 ※全閣僚で構成 行政刷新会議

r子ども.子育て新システム検討会社｣

【共同誰長】玄集 光一郎 国家戦略担当大臣
与謝野 事
蓮 肪

【dt成A】 片山 善tl
野田 佳彦
7B木 も明
細川 津夫

内閣府特命担当大臣 (少子化対策)
内閣府特命担当大臣 (行政刷新)

総務大臣
財務大臣

文部科学大臣
FF生労働大臣

海江田 万里 経済産集大臣
内肝官房副長官

｢作美グループ｣

【主 査】 末松 載規 内閣府副大臣 (少子化対策)

【構成員】 逢坂 械二 総務大臣政務官
吉田 泉 財務大臣政務官
林 久美子 文部科学大臣政務官
小宮山洋子 厚生労働副大臣

田嶋 要 経済産業大臣政務官
阿久津幸彦 内閣府大臣政務官 (Eg家戦略@_当)

基本制度ワーキングチーム

r子ども.子育て新システム検討会維事務局j

【事珠局長】
内閣府副大臣(少子化対策)
【事務局長代理】
W係府省の局長クラスから事叛局長が指名
【事梯局次JE】
帆係府省の春Z暮官クラスから事務局長が指名
【事務局A】

幼保一体化ワーキングチーム こども指針 (仮称)ワーキングチーム

(平成22年9月16日子ども･子育て新システム検討会掛 乍業グループ決定 )

子どもヰ 育て新システム検討会議作業グループ(副大臣､政務官級会合)の下に､以下の3つのワーキング

チームを設置 ｡

子ども･子育て新システム検討会議作業グループ

基本制度WT

｡子ども･子育て新システムの検討に
当たって､子ども･子育て新システ

ムの全体像や子ども･子育て会は

(仮称)の運営の在り方等について､
関係者と意見交換等を行う

'｢子どもL子育て会維(仮称)｣への
移行も視野に入れて開催

･｢幼保一体化ワーキングチームJ及
び｢こども指針(仮称)ワーキング
チーム｣における検討状況について､
必要に応じて､報告を受ける

･亡
十重-重 刷 BWTト

こども園 (仮称)の機能の在り
方など､幼保一体化の具休的な
仕組みを専門的に検討する

本ワーキングチームにおける検
討状況については､必要に応じ
て､ ｢基本制度ワーキングチー
ム｣に報告する

ことも指 針 (仮 称 )WT

専門的検討が必要であり､また期
間を要する｢こども指針(仮称)｣に
ついて､先行して議論を開始する

本ワーキングチームにおける検
討状況については､必要に応じて､

｢基本制度ワーキングチーム｣に
報告する



Ⅱ 医療･介護等

こ配慮 した長期的に維持可能な医療_･介護制度の再構築 __～

【現状の課題】 我が国の医療 ･介護制度は､①医療 ･介護を担う人材が不足 ･偏在し､医
療 ･介護の提供体制の槻能分化が不十分であり､連携も不足している､②近年の状況変

化 (雇用基盤の変化､轟壁堪､医療の高度化､格差の拡大等)に起因する財政状況の悪
化等､サービスの提供体制とそれを支える保険制度の両面に大きな課題を抱えている｡

【施策の方向】持続可能な制度を構築するため､運営の効率化を図りつつ､医療 ･介護の
サービス提供体制と保険制度の両面の機能強化を行う必要がある0

改革案の具体的内容 (ポイント)

○ 以下の施策について､24年度診療 ･介護報酬同時改定及び以後の改定に適切に盛り込む
とともに､医療 ･介護サービス提供体制の基盤整備を図るための一括的な法整備を行う｡

+医療 ･介護サービスの提供体制の効率化 ･重点化と機能強化 (一十3-6ページ)
･医師確保､介護職員等の人材確保と資質の向上
･病院 ･病床の機能分化 ･機能強化､専門職種間の協働と役割分担の見直し
･在宅医療体制の強化 ･地域包括ケアシステムの確立 ･ケアマネジメントの機能強化
･精神保健医療の改革､認知症対策の強化､介護予防 ･重度化予防への重点化

■それを支える医療 ･介護保険制鹿の保障の重点化 ･機能強化 (う7-9ページ)
･働き方にかかわらない保障を提供
･長期 ･高祖な医療への対応のためのセーフティネット機能の強化
･世代間の負担の公平化
･所得格差を踏まえた基盤の強化 ･保険者機能の強化

I医療 ･介護制度の運営の効率化 (う10-11ぺ-ジ)
･生活習慣病の予防､介護予防 ･重度化予防､ICTの利活用､後発医薬品の使用促進､保
険者機能の発揮



医療･介護制度改革の全体像

○ 医dE･介謙8I度の改革として､iZ賞の効宰化を図りつつ､(9才のXい効率的な医療･介桂サービスの提供体制の
8t集､(診それを支える匡dt･介珪保険制産の拙能強化.持株可能性の確保､の両面の改革を行う｡

あるべき医dE･介護サービスを支えるための保叶のt点化･機能強化

0被用者保険の遺用拡大
(ゆらぎのJ!正･包書禿型システムへの変革)

0公平で納特のいく高齢者医dEtの
支え合いの仕組みのfl築
(全世代を通じた公平な仕組み)

○高額dE兼Jtの見ilL
(長朋･7K度医療への対応とI点化)

0医dt保険の財政基盤の強化等
(皆保険制度の堅持､セーフティネット捷能の強化)

0保険料負担の公平化
(応能A垣と低所締着への配慮)

○保険給付の主点化
(軽度書に対する按能訓練のt点実施･暮良化予防)

○市町村の役割の1挽
(ニーズAPl空に基づく事兼計画の策定)

○被保険者の範囲の拡大の検討

医dE･介圧制産の運営の効率化

国民負担増に配止し､持続可能な制度とするために､更なる効率化を推進

○生活習tl病の予防 ○後発医薬品の更なる使用促進
○介鼓予防･1度化予防 ○適正受診の啓発･勧奨､計画的なサービス提供
0効果や安全性を踏まえた効率化に 体制等への保険者機能の発揮

資するtcTの利活用 odE兼*の見iiL
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将来像に向けての医療･介護機能強化の方向性イメージ

○ 病院.病床機能の役割分担を通じてより効果的･効率的な提供体制を捕集するため､｢高度急性期｣､｢-般急性期｣､r亜急性期｣な ど ､

ニーズに合わせた機能分化I集約化と連携強化を回る｡併せて､地域の実情に応じて略広い医練を担う機能も含めて､新たな体制を段階
的に構築する｡医dE横能の分化･強化と効率化の推進によって､高齢化に伴い増大するニーズに対応しつつ､七ね現行の病床数レベルの
下でより高横能の体制構築を目指す｡
○ 医療二-ズの状態他により､医療･介捷サービスの適切な捷能分担をするとともに､居住系､在宅サービスを充実する｡

【2011(H23)年 】⊥ l ll.･.一･･と 【2015(H27)年】･ )【2025(H37)年】

一般病床 医療捷供休制改革の課XEi--lr/.blilJlti (朋 急性細) 高度急性朋∩ `

--- ○○ __一一㌔

良.強化など拙能如ヒ.#化 (一般急性叫) 梯居 ～- .rL 性

(107万床) 一般病床■■一一~(亜急性朋等) 能住分系など に 般急し一一■■_一一

租M同時改定(2012)の詳濁i--,r:.∫.pl肌不;サービスの確保 など
療養病床(23万床) 諾 荒等, ～

介性療養病床 1 介は錬暮病珠 l

･.那 .. 介ti保険法改正法案li l. 一 日 ;L:r:年度末まで)猶予024時間巡回型サービス など 介護施設

居住系サービス

｢房悪慧 云F 1

｢盲 妄石 三 三~1 在宅サービス ー

-野妙 のJE中的.計画的な投資

｢施
設
｣
か
ら

｢
地

域

L
へ

･｢医
療
｣から
｢
介

捷

｣
へ



(参考)改革シナリオにおける主な機能強化､効率化･重点化要素(2025年)

2025年

機舵 急性期医療の改革

長期 兼 ff神 ･ 糊dE* メ一 カ痩 . 医療の改革

(蛙 かー在宅 地域
･居住系.在宅

強化

など

効 急性期医*の改革

率化重点 患者のQOLも向上

化 ･lcTの活用等

医 療 .介護 サ ー ビ ス の 需 要 と 供 給 (必 要 ベ ッ ド 数 ) の見込み

パターン1 平成23年度(2011) 平成37(2025)年度
改 革 シ ナ リオ

地 域 一 般 病 床 を創設

高度急性期 【一般病床】 【一般病昧】 【高度急性期】 【高度急性期 】 域

107万床 ー29万床 22万民 18万珠

75%程度 75%程度 70%程度 25万〟FI. 70%程度

19-20日程度: iLbetI :: 125万.U月 : 19-20日程度(++)JL 性 t5日fIJltJl&ti 19-20日ltJE主上tlI∧事 75日fILE性I575B :一望空tJ!I._j15-16日程度 --------｣15-16El程度

-般急性期 【一般負性期】 【一般負性朋】 【地柄24万77%19-
46万床 70%程度:109万.U月; 9日程度 35万床 70%植皮-;2-t̂ -li一;柑 権度 般床】氏手呈度20日程度

亜急性朋 .回復期 リハ等 ★■か 【亜急性期等】35万床 90%程度 【亜急性朋等】--2妨 辰:90%舶ー2
:152万JJ月: ･18万… : 60日程度

長期療養 (健性期 ) 34万味.91%程度
150日程度 150日種皮 135日程度

精神病床 35万床.90≠程度 37万床､90%程度
300日程度 300日程度 270日程度

(入院小計 ) 166万床､80%程度 202万床､80%程度 159万床､81%程度 159万床､81%程度
30-31日程度 30-3l日事量産 24日程度 25日程度

介は施殴 92万人分 161万人分 131万人分

特養 48万人分 86万人分 72万人分

44万人分 75万人分 59万人分

居住系 31万人分 52万人分 61万人分

特定施投 ー5万人分 25万人分 24万人分

(注1)匿dtについては r万珠｣はベッド臥 r%｣は平均碓4-年､ r日)は平均在暖日故､ r人/月Jは月当たりの退院患者数.介LIについては.利用者数を表示.
(注2)r地城一枚病 床Jは.古庄急性期の1/6と一般急性期及び亜急性期等の1/4で柵成し.新規入退院が若干jt少し平均在院日数が苛干&めとなるものと､仮定.

ここでは･他城-脚 珠は･iEね人口1万人末弟の自治体r=事らす書(今鞘 0-300万人程度で推移)100人当たり1EE砲座の" tを便定･



○ 日常 生 活 由Jf内 において､医dE､介徒 ､予 防 ､住まいが切れ 目なく､推横 的 かつ一体的 に捷 供され るr地 域 包括

ケアシステム Jの確 立 を国 る｡

○ 小 .中学 校 区レベル (人 口1万人程 度の冊域 )において日常 的な医療 ･介姓サ- ビスが捷 供 され ､人 口20-30万 人

レベ ル で地 域 の基 幹病 院拙 能 ､都 iL府 県 レベル で救命救 急 ･がんなどの高度 医療 へ の体制 を整備 ｡

良質な医療を効率的に提供するための医療提供体制の機能強化

o 国 民 が 安 心 で良平な医攻 を受 けることができるよう､(》医師 確保 ･偏在 対策 ､② 病院 ･病 床の様 能分化 ･強 化 ､@

在 宅 医療 体 制 の強 化 ､④チ- ム医dEの推進 ､⑤ fl神 保鍵 医dEの改革 など､医* 捷供体 制 の機 能 強化 を図る｡

･国際的にみて人口当たり医師数が

少なく､医師の不足･偏在

･救急､産科･小児科等の確保困難

く= ゝ

医師確保･偏在是正と､医療梯関間や
他牡種との役割分担･連携が主要に

固辞的にみて人口当たり病床数の

多きに対し､病床当たり従事者は少

ない

一般病床の機能分担が不明確

医療技術･梯器の高度化､インフォ

ームドコンセントの実践､医療安全

の確保等に伴って.医師を始めとす

るスタッフの業 務 増大

｣= ゝ

機能分化とそれに応じた資源投入

や､多l接種の協働が重要に

疾 病柵連が変化する中､急性期治療

を経過した患者を受け入れる入院機
能や.在宅医療機能などが不足

｣ = ゝ

横能分化に加え､医療機能の

ネットワーク化や､医療･介暖

の連携強化が重要に
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①医師の確保･何在対策

○医師確保､医師の偏在是正に向けての都道府県等の役割強化

○総合的な診療を行う医師と専門的な拾癌を行う医師との役割分担などを踏まえ

た偏在対策

②病臨･病床の撫能分化･強化と連携強化

○急性期への資源外中投入による機能強化､亜急性期･回復期リハビリ.慢性期

等の捷能分化･強化と先約化

○拠点病院捷能､救急医療機能等の強化

○地域の実状に応じて幅広い医療ニーズに対応する機能の強化

○医療捜関の連携強化､ネットワ-ク化(連携バス書及､情報共有等)

③在宅医療提供体制の強化

○在宅医棟を担う病院･診療所､訪問書はステーション等の計画的整備

○地域に密兼した医稚拙関病床の在宅支援病床としての活用検言寸

○連携拠点機能の整備や連携バスの普及

○在宅医療を担うマンパワーの確保強化

顔)多牡ffのa撫 協働によるチ-ム医療の推進

○医師､書細 見､介は帳負など各鞍桂の専門性向上と役割分担見直し

○医療クラーク等の横様的活用による医師等の業務分担の推進

○医療ニーズの増大･高度化､書はの井の向上に対応した苛性暇艮確保策強化

6)掃神保他医療の改革

○精神病床に関する機能に応じた人見配置や連携梯能の強化

○包括的に支援する多駿捜チームによるアウトリーチ支援(訪問支援)体制整備

○障害福祉サービス､介捜サ-ビスとの連携牡化

医療事故に関する無過失補佐制度とその医療事故の原田(過失の有無等)を究明
し.再発防止策を捷7する仕組み､死亡時画像診断の活用等の検討



医 療 ･介 護 サ ー ビスの提 供 体 制 の機 能 強 化 ､効 率 化 ･重 点 化

○ 医dE･介護サービスの捷供体制について､人A資源等の♯中的な投入及び堆能分化を前捷に強化を図る一
方で､平均在院日数の轄itや予防事兼の実施などにより､運営の効車化･暮点化を図る｡

【医 療 分 野 】

0機能強化

･ 医師の不足.偏在への対応

･急性期医療-の医療資源の集中投入を始めとする医療機能強化

･在宅医療提供体制の強化による在宅医療の需要増 .入院の減少

○効率化 .重点化

･ 医療資源の重点的投入及び機能分化による平均在院 日数の減少等

･ 生活習慣病の予防による健康の保持.増進

･地域の医療連携の推進による患者の状態に適した医療の提供

【介 護 分 野 】
○機能強化

t 介護織員の処遇改善 ･資質の向上

･ 利用者それぞれのニーズに合わせた施設介護における個別ケアの普及

･居宅系･在宅サービスの充実･強化

･認知症等の対応のためのゲル-プホームや小規模多機能型居宅介護の整備

･地域での 日常生活を可能とするための居宅サービスの充実 (24時間安心の在宅サービスなど)

･ 医療ニーズの低い利用者の入院からの移行にともなう介護の総需要の増

○効率化 ･重点化

･介護予防､重度化予防等への保険給付の重点化

医療 ･介 護 制 度 の運 営 の効 率 化等 の 取組 み

○ 医療･介捷保険制鹿の鍵全性を維持し､持続可能で安定的な制度運営を確保する観点から､予防事兼や､ICT
の利活用､後発医薬品の更なる使用促進などのその他の取組みにより､制度運営の更なる効率化等を図る.

【予防事業】
国民の生活の井の向上等を図る観点から､生活習tl病の予防､介牲予防.I鹿化予防に群棲的に取り組む.
0生活習tl病の予防

特定健診.保健措辞の中人から今年度で4年目を迎えた実績を踏まえ､エビデンスに基づく新たな健診等の在り
方を早急に関係者と検討し､保険者による､より効果的な保健事業の実施によって生活習tl病の予防に取り組む.

○介謙.土産化予防
リハビリや機能訓練等の介注予防.重度化予防の取組みにより､要介韓者の数を減少させる等の取組みを推進

【その 他 の 取 組 み 】
OICT利活用の推進

レセプト電子化による審査支払事務の効率化､国の保有するレセプト情報等のデータベースの医療の地域連携-
の活用などを着実に進める｡

○後発医薬品の更なる使用促進等
現在､平成24年度までに後発医薬品のシェア(数Jtベース)を30%とする日棟を掲げているが､更なる使用促進を

図る｡また､先発医薬品を含む医薬品の価格設定等のあり方を兼用対効果の観点から検討するなど､引き続き保
険給付の適正化に取り組む｡

0保険者による適正受診の勧奨等の保険者機能の発揮
現在､一部の保険者で実践されているレセプトを用いた被保険者への適正受診の啓発･勧奨の取組みについて､

保険者全体における実施を推進する等､制度運営の効率化に向けた保険者機能の発揮を強化.
OdE兼士等の見直し

会計検査院から指摘を受けた柔道整復療養発等､従来から見直しの経論がなされていた療養費等の支給につい
て､その効率化を図る｡

0国保組合の国東補助の見直し
所得の高い国民健康保険組合に対する定率国庫補助の見直しを行う｡
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医療 ･介護分野 におけるICTの利活用について

O｢新たな什報通信技術載略(平成22年5月)JやrT戦略本部における医療什報化に関するタスクフォースにおける
検討等を踏まえ､医dt･介捷分野におけるICTの利活用を耕捷的に推進する｡

1.託子レセプトの和1活用者において､自らが保有する電子レセプトデータ等の分析を行うことにより､

○ 医療機関や保医療の質の向上○ 有識者会議の都道府県が作成となるoO レセプト電子化

や効果的な保健事業の実施が可能となる○審査に基づき､厚生労働省が保有するレセプト情報等を提供することにより､する医療計画への活用や医療サービスの質の向上等を目指した研究が可能

2.医療.介蓋事の連携等への活用 構築することにより､在宅医療と介護の関係者間で必要な情報○ lTを活用したネットワーク
の共有を図ることが可能となるo

○ 電子カルテを用いることにより､医療械開聞の情報共有の促進が可能となる○

3.個人によるt子化された医療.健康情報の活用
○ 電子化された医療.健康情報を管理･活用することにより､自らの健康管理等を効率的に行
うことが可能となる｡ (例)電子版お薬手帳/カード､電子版糖尿病連携手帳

4,番号令4度の遭人による利便性の向上

○ 高額医療.高額介護合算替え払いが不要となるoO 券面に｢番号｣を記載した制度について､医療.介護サ-ビス提供者間の情報連携により立て1枚のlCカードで年金手帳､医療保険証､介護保険証等を提示可○

○生活管慣 病.-ノ次予防 (壁珍勧奨)レセプトと突合して医療機関未受診者に受診勧奨を行うo

メ .-セプを行 らヽ健診ら生活習
恨病で医療機 出しに通

○生活習慣 病 三次予防 (重症 化予防)

○重複 受診 ,頻 匝】受診 対 名で受診している者や頻繁に医療松関で受診している者を確認し､訪問指
･棟数の医療機関に同一の価導を実施○

9盟劃貞慶
･別々の医療機関で同一成分の薬剤を重複して服用している人､相互作用の発生の恐れがある人を抽出で
きる.



電子レセプト請求普及状況(件数ベース)【平成23年3月請求分】

普及率

50,i 1OO%

総 計 悪露 墨壷.. ー■三ij_..:一二..'､ 一■8.- 紙レセプ12.6%

･.聖,.ざ二は,攣p,1.㍗ ･濁 ,te.野 .､,.,.L.号 ).r_.... A

医料 4叩床以上 ●●●-I

400床未.A院 オンライン [二重 垂 訓

｢1石高 耐 Z 亙 垂 訓

竺 竺 壷 云 十医科計 電 子媒体 〔亘口 重 ト｣
至 上 OoJ4,241万件 L

歯不 ー l斗｢.前 頭 面1 ト(至 コ 可 紙

社会保険診療報酬支払基金調べ

高齢者の尊厳の保持と自立支援を支える介護

○ 介は については､以下のような各サービス提供の方向性を踏まえ､それを支える保険制度の持扶可能性 ･安定性の確保及び介捷 人

材 の確保 と資質の 向上を回る｡

○ 高齢 化 による介性ニーズの増大に対 しては､居住系 ･在宅サービスの充実掛 ヒにより重点的に対応を図る｡また､放知症の増加につ

いては ､小規模 多様能型居宅介性 ､グループホーム等の拡充により対応を図る｡

○ ケアマネジメントの賢の 向上により､より適切なサービスの提供を行う｡

居住系サービス

医 * と介 書 の

連 携 の 強 化
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あるべき医療サービスを支えるための医療保険制度の機能強化
～ 社会的包摂を体現し､全世代に配JIした､長期的に維持可能な医療保検制度へ ～

○ ①非正規Jl用の廿大によるJ用基盤の変化､②医dEの古座化による医森井の叫加､③7Bl糾ヒと若年人口の漉少

による人口1-成の激変と現役世代の負担叫､⑥格差の拡大による医dE保険制度の財政基盤の弱体化､という近年
の状況の変化に対応するための医dE保険制度の機能強化が必要｡

医療 の高度化
(医療費のql加)

○医錬提供体制の機能
強化や医学の進歩によ
る医療の高度化

○革新的医薬品等の登場

がん､稚病等の新薬登場
=高音A熊剤が増加

-｣=> ･･一

㌔- .こ....I.J､･＼

国民皆保険制度の意義

○ 我が国は､国民皆保険制度を通じて世界長高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現｡

○ 今後とも現行の社会保険方式による国民皆保険を堅持し､国民の安全･安心な暮らしを保
障していくことが必要｡

【日本の国民皆保険制度の特徴】

(9 国民全Aを公的医療保険で保叶｡

(米田では､オパマ政権による医‡掛川JRLk/Ilこ後も､
約1800万人がllIF:保険となる見込み｡)

② 医書機関を自由に選べる｡(プリ-アクセス)

(参安い医療士で7B度な医療｡

(光岡では1人 Lゝiたりの医嫉粋がHJhの2偶以上
収が同では､絹齢J6-のJB合Jl1T一万円の供姫を受けた
JB合でも､Llrり1掛ま4万円･Iji｡)

④ 社会保険方式を基本としつつ､皆保険を維持するため､

公文を投入｡

日本の国民医療梁の負担構造(財源別)(平成20年度)

･ドイツ､フランス､韓国等の諸外国においても､社会保険方式を採用｡

･税方式を採用している園においては､医療機関を自由に選べない､医師の診察を受けられるまでの待機期間が長い

との指摘がある｡

例えば,イギリスでは一般医(登録家庭医)が一次医療を担っているが.診療を受けるまでに時r''けがかかることがrr.,l雌となっており､
48時m以内に一般医の診療を受けられることを可能とすることが馴扉として矧ずられている｡
また､柄院が紹介を受けてから.lb者が柄院の呼Fr)医の治療を受けるまでの平均待機糊IIE) 86遡rlり(2009年)



医 療 保 険 制 度 をとりまく現 状 ･課 麿

0 ①非正規労他者への被用者保険の連用拡大､②長期･高額医dEへの対応のための高額dE兼兼の見iELによる
右京誕緋 態縫生腰 哲甜==ib1%'r遇kBSltFifta,緋 藁請託貰謝昌晶揺給雄㌘

①非正規労他者の叫加 ｣ ____寧楠 綿 文の現状 】
就労者の3荊以上が非正規t用である.Jl用形態の変化に対応し 同じ医療士でも書鍾dt暮tが支給されるケースとされないケースがあ
た朝丘改正が求められる.

【非正規労■者の割合】

拭 2010年 労軸力叩暮(拝18Jt什)年平均
【非正規労gl者の保険加入状況】

被用者保険の禎族兼者

淡 公的年金事-の加入状況事をdべた拙 こより肋 上げた… であり.労
BI力Ⅵ王とは対… なる.

｢ ~ 圃 ~

高齢者医瓜について､現役世代の医… 担が年々 付加LTt.＼る状況
にあり､X齢世代･現役世代にbて公平で執鰍 くヽ支え合いの仕頼み
btめ事. -"J二二二二二二二二:二.lJここ=_-==.

loO娼 虻丑軍司発め､ レ

文 併せて財政中立を前提に抵付の暮点化を直る｡

F ④保険者の財政状況 t
各保扶事の財政も仙 状ヽ茨が続いており､財政基盤の安定化･強化

那 ▼JEIItJL ZQfJE )1JFA (IL位:任円rT
4人 IZ7.71utSl tZL■一
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JIB++ い.●03 l一.～ ●一一5 61.⊃
■ ▲コ.I AJ.L71

Jt4lJLO+fEdE 七人 TA,～17 H).21

挨給付の重点化､○前期･後期高齢者を通じて高齢世代･現役世代にとって公平で納得のいく支え合いの仕組みの捕漆､○国保等の

国 民 健 康 保 険 の 現 状 (彰

○ 国 民 健 康 保 険 にお い て は ､無 職 者 や 低 所 得 者 が 増 加 し､被 保 険 者 の 年 齢 構 成 も高 齢 化 してい

る中 で ､長 期 療 養 者 が 多 数 加 入 しているため ､医 療 費 負 担 が 被 用 者 保 険 と比 して高 くなっている｡

(1)無職者と被用者の増加
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(2)低所得者の増加
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(4)被用者保険に比べ高い医療費

加入者1人当たりの年間医療費
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国民健康保険の現状

○ 厳しい経済状況等を反映し､国保の保険料収納率は低下し､滞納世帯数は増加している｡

(5)収納率の低下
% + 軸 内収納甲 ･+ GDP成AZF

(6)滞納世帯数は増加
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(注)保険料 (秩)軽減の例

Ⅰ 法定軽減 (7･5･2割軽減等) 3.820億円 (平成23年度予算ベース)

(歩考)後期高齢者医療 法定軽減(均等割7･5･2割軽減) 1.908億円(平成23年度予算ベース)

法定軽浅(被扶養者均等割5割転漉) 206億円( )
その他(補正予算による上乗せ軽漉) 746億円(平成22年度補正予井ベース)

Il 市 町村 の条例 による減免 312億円(平成21年度実組)

Ⅱ 非 自発 的失業者に対する保険料 (撹)軽減

①非自発的実業者に対する7･5･2割軽減等に対し､保険基盤安定制度により公費負担｡
(平成22年度予算の相 国+40億円 酌ii府県+770傭円 市町村+70億円(地方分は地方財政措置))

②丑の補てんでは不足する平均保険料と軽減後の保険料との童顔を特別m整交付金で補てん｡ ※平成22年度貝込み 70億円

(萱疋◎ 以外の非自発的失業者(雇用保険適用外の者など)については､引き続き､市町村の条例による減免で対応することとし､
減免を行った市町村には､特別桐生交付金を交付｡ ※平成22年度買込み 8億円

国民健康保険の現状

○ 保険料の負担率も近年上昇しており､特に所得の低い世帯や子どもの多い世帯で負担率が高

い｡また､自治体によって負担率にはばらつきがある｡
;と滞納世帯割合の伸び

(2)保険料負担率と滞納世帯割合の伸び

1 保険給付著と平均保険料 ･平均所得の伸 び.倭

(1)保険給付安と平均保険料･平均所得の伸び

･一一一一人▲たりEW + 陥 一人■たり平均保鵬
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※lD艮丘珠丘はrEFl丘匹dE*.1(Pt生労41♯大臣書ZI銃計什稚部).平均保険料および
平均新和r土rA氏QIdE保鉄夫惣ZI壬持合J(4生労414['良険Jb).促PE給付tはr皿民心
EF保Ei事暮年格J(Jt生労■書良扶4)のたすをq用している.
某2 平成20年Jtからgthl■R書匹dEhJEがJt行き九､75■以上の8良扶書が8行して
いることl=中書がbT.

2 由佳保険料の負担率
(1)世帯主の所叩階級別A挺率 (2)世帯榊成別負担率
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平均 IO_6

1人 〇人 ll.i

1人 14.0

2人 14.5

3人以上 17.0

2̂ 0人 10.7

1人 ユ0.7

2人 10_4
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(3)政令市のA担率
◎夫婦2人､子2人の4人世帯.世帯の収入は夫の所得300万円のみ.

政令市 保険料簸 負担率
(円/辛) (%)

A 456,490 15.2

8 397,000 13.2

C 428′700 14.3

D 453.700 15,1

∈ 430.860 14.4

ド 467.900 15_6

G 301.460 10.0
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